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     （午前  ９時３０分  開議）  

○議長（東  豊俊君）  皆様、おはようございます。  

  これから、本日の会議を開きます。  

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付しておりますとおりであります。  

  それでは、日程に入ります。  

     日程第１  一般質問  

○議長（東  豊俊君）  日程第１、一般質問を行います。  

  通告に基づき順番に発言を許可します。  

  まず、林  克治議員の一般質問を行います。  

  15 番、林  克治議員。  

○１５番（林  克治君）  皆さん、おはようございます。今日一般質問２日目ですけ

れども、よろしくお願いいたします。 15 番、林でございます。議長の許可を得ま

したので、一般質問をさせていただきます。  

  私は３月の定例会、また６月の定例会、総合病院の経営改善について質問してき

ましたけども、今回も同じ内容で質問させていただきたいと思います。  

  宍粟総合病院は平成 17 年４月１日から宍粟市が開設者となり経営をしてきてお

ります。しかし、市民の安全・安心な暮らしを守るという重要な役割を担っていま

すが、地域医療の現状は大変厳しく、赤字経営が続いており、一般会計から多額の

繰り入れをしての病院経営は限界に来ています。これは３月と６月にも同じことを

言うたわけですけども、それを踏まえてですけれども、そこで、病院では持続可能

な病院経営のための財政健全化を目的に、公立宍粟総合病院改革プラン、これは計

画期間５年間ですけれども、それを平成 28 年度に策定いたしまして、経営改善に

向けた方策について順次取り組みを進めておられます。  

  そこで、平成 30 年度、昨年度ですけども、ちょうど改革プランの中間年という

ことでございました。それで、委員長がかわられ、委員長が意欲的に取り組むとい

うことを常任委員会の席でもおっしゃられておりましたし、実際にいろいろと取り

組まれておりました。そこで、次の２点についてお伺いをいたします。  

  まず１番目に、病院経営改善方策について、平成 30 年度の取り組み内容とその

成果、また２番目に、同じ改善方策について、令和元年度の取り組み内容とその成

果目標についてお伺いいたします。よろしくお願いいたします。  

○議長（東  豊俊君）  林  克治議員の一般質問に対し、順次答弁を求めます。  

  福元市長。  
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○市長（福元晶三君）  皆さん、おはようございます。どうも本日もよろしくお願い

申し上げます。  

  それでは、林議員の御質問の宍粟総合病院の経営改善につきまして、２点にわた

りまして御質問いただいております。御答弁申し上げたいと思います。  

  まず１点目の病院経営改善方策についてでありますが、平成 30 年度の取り組み

内容とその成果、外来診療の需要の多い診療科について、大学の医局との連携強化

によりまして医師を確保し、耳鼻咽喉科及び眼科の診療日を拡充するとともに、新

たに呼吸器外来を月１回開始をしたところであります。さらに、内科の午後診療を

開始し、患者数及び収益の増加を図りました。また、地域の医療ニーズに沿った病

床数、病院機能の見直しにより、地域完結型の医療を確立するため、５階回復期病

棟の１床当たりの床面積をふやし、療養環境の改善を図ったところであります。こ

れによりまして、上位の施設基準を取得し、 200 床未満の病院としたことに伴う診

療報酬の算定変更など、外来収益は前年度比 8,075 万円の増収となりました。  

  一方、費用におきましては、薬品費削減の取り組みとして、ジェネリック医薬品

の推進に努め、前年度と比較して約 3,300 万円のコスト削減を図ったところであり

ます。経費の削減としましては、電気料金の契約方法の見直しとあわせて、施設内

のＬＥＤ化も実施し、約 700 万円の削減を図りました。  

  このような取り組みを行ったものの、入院患者数が減少したことなどにより、平

成 30 年度の決算額は経常損失が１億 4,600 万円となり、目標到達には至りません

でした。  

  ２点目の令和元年度の取り組み内容とその成果目標についてでありますが、まず、

医師確保につきまして、内科医師が２名ふえ、外来での午前診療枠を週２日４診に

拡充しております。小児科においても医師が１名ふえ、休日の午前中に応急診療を

開始しました。入院につきましては、この６月から４階急性期病棟を、地域の医療

ニーズに沿った地域包括ケア病棟への機能変更を行いました。また、西播磨圏域北

部において２次救急に対応する救急告示病院として、休日昼間は内科系医師と外科

系医師の２人体制により救急受け入れ体制の強化を図り、救急患者の積極的な受け

入れを行っておりまして、４月からこの７月までの救急車の受け入れ件数は 372 件

で、昨年と比べ約４割増加しております。  

  今後の取り組みとしまして、内科及び外科外来において午後診療の拡大を現在準

備しておりまして、紹介患者及び初診患者の増加に対応することとしております。  

  一方、費用削減では、同種・同効果品の置きかえ、保険請求漏れ防止などのため、
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院内物流管理システムを導入し、診療材料費 1,900 万円の削減、薬品費削減につき

ましては引き続きジェネリック医薬品化を推進し、約 1,400 万円の削減効果となっ

ておるところであります。  

  収支状況につきましては、昨年からの取り組みも含め、一定の効果が出てきてい

る状況でありまして、これらの取り組みの検証を十分重ね、着実に行うことにより

まして、公立宍粟総合病院改革プランでの収支目標である黒字化に向け取り組んで

まいりたいと、このように考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げま

す。  

○議長（東  豊俊君）  15 番、林  克治議員。  

○１５番（林  克治君）  丁寧な答弁ありがとうございました。  

  それで、この通告書を出すときにはちょっと決算がまだだって、決算書の認定に

ついては監査委員の意見書が添付されとんです。それで、これをちょっと皆さんに

読んで紹介して、それから質問したいと思うんですけども、これ毎年同じような内

容で監査委員から指摘されておると思います。ちょっと読んでみます。  

  公立病院には採算性等の面から民間医療機関による提供が困難な医療を提供する

ことが求められるが、健全経営を図ることにより持続可能な経営を目指す必要があ

る。それで、内部留保金、それがマイナス 8,560 万円の状況となっており、一般会

計からの繰入金が６億円に及んでいるにもかかわらず、近年は医業損益で３億円以

上の赤字が続いている。自治体病院としては地域に不足している医療に取り組む必

要もあるが、累積欠損金は約 50 億円に膨らみ、資本の約９割に達している。年度

内で返還できていない約５億円の一時借入金により運営をしているというようなこ

とであり、早急な病院経営の改善が必要であると。診療科別に経営分析を行い、持

続可能な病院経営のための経営改革に早急に努められたいという、監査委員のある

意味厳しい意見書が出ております。  

  これを踏まえて質問させていただきたいんですけれども、今、収益の改善ができ

たと。一つずつ改善されてますということなんですけども、平成 29 年度に比べて

平成 30 年度、赤字がふえてます。それで、先ほどいろいろと、医師の確保とか、

それから外来の収益がふえたとか、それから経費の削減をしたと言われておるんで

すけどね、効果があらわれていないと思うんです。  

  それで、医師の確保なんですけども、総合病院、今、医師が不足しておる、して

おるとずっと言われてきてます。私たちも医師が不足しておるで、赤字がついとん

だなと思うんですけども、平成 17 年時点と比べたらね、このときは宍粟郡でやっ
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てました。そのときは内部留保金も 17 億円ほどあって、まだ経営よかったんです。

そのときから比べて、医師の数、今、二、三人少ないだけです。それで、今年の４

月になったらほぼ平成 17 年度と同じぐらいな医師数になっとんです。それなのに

６億円ほど一般会計から繰り入れして、それでもなお３億余り赤字になってます。  

  そやさかい、どれだけ医師が確保できたら、それこそ改革プランに掲げておる目

標の収支とんとんになれるんか。そこをちょっとお伺いしたいんですけども。  

○議長（東  豊俊君）  総合病院事務部長。  

○参事兼総合病院事務部長（隅岡繁宏君）  医師数の部分でございますが、現在、ト

ータル 28 名、研修医５名を含めまして 28 名の医師がおります。総数として、先ほ

ど議員御指摘ありましたように、平成 17 年の状況とほぼ同じ状況になっておりま

す。その当時 23 名ですから、研修医を除くと同じ数という形になっております。  

  ただ、御存じのように、整形外科であったり、眼科であったり、いわゆる地域に

必要な診療科においては正規の医師が確保できてない状況ということで、中身とし

ては診療科偏在などがあります。そういった意味で、その部分の医師については、

ぜひとも確保していきたいな、我々のいわゆる正規の職員をもって毎日診療ができ

るような体制をとりたいなということで、やはり数名の医師は確保したいなという

ことで、その努力は続けているところでございます。  

  ただ、総数としては、やはりこれまでの 28 名いうのは相当な数になっておりま

すので、総数をこの程度を維持しつつ、その診療科偏在になっているところについ

ても確保していきたいということで考えております。  

○議長（東  豊俊君）  15 番、林  克治議員。  

○１５番（林  克治君）  今言われたとおりだと思うんです。それで、医師数も常勤

医師と非常勤医師とあると思うんです。それで今、何名と言われる医師は常勤医師

なんですね。そやさかい、非常勤医師がね、これは今年の４月１日現在ですけども、

常勤医師が 23 名で、研修医が５名プラス、非常勤医師が 25 名おられるんです。そ

やさかい、総数の医師としたら 53 名、４月１日現在 53 名おられるんです。そやさ

かい、 53 名ね、常勤になろうが非常勤になろうが、人数は一緒やと思うんです。

そやさかい、非常勤の医師だったら半分しか仕事せんとかいう話じゃないと思うん

です。しかし、診療日数が週に、非常勤の人は１日とか２日とかいう勤務になるん

で、そういう計算もできんとは思うんですけどね。  

  常勤医師の中で今ふえとんは、内科医、これが毎年ふえてます。そやけど、今、

事務部長さんが言われた整形のお医者さんが常勤医師おられません。それで今、３
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名の非常勤医師で、週に３日ですか、外来診療しよんは。それで、そのうち１日だ

け３名、３診の診療をしよるということでね。一番整形外科の医師がおらんで、手

術もできんし、収入が上がらんということはわかるんですけどね。そやけども、医

師数はふえとんで、やっぱり必要な整形外科の医師を確保するいうことに努力せん

とあかんと思うんです。  

  それで、今は内科ばっかり来てますけども、それと、研修医もほとんど内科のほ

うです。ですからね、整形のお医者さんを確保する努力をせんとあかんと思うんで

す。それで、今までずっと医師不足いうんは、そこを言われとったと思うんでね。

その努力がされてないと思うんですけど、どうですか。  

○議長（東  豊俊君）  総合病院事務部長。  

○参事兼総合病院事務部長（隅岡繁宏君）  医師の確保の部分につきましては、現在、

整形外科につきましては、県の支援も受けつつ、大阪医科大学のほうから派遣をい

ただいております。その部分につきましては、非常勤という措置でありますので、

何とか常勤化、正規職員化したいということで、神戸大学にも足を運んでいろいろ

とお願いをしているところではございます。  

  ただ、整形全体、いわゆる近畿圏といいますか、兵庫県内の状況を見ても、そう

潤沢に医師がいるという状況には至っていませんので、なかなか確保についても難

しい面があります。ただ、基幹の診療科ですので、そのまま放置するわけにはいか

ないということで、引き続き確保に向けては取り組んでいきたいというふうに思っ

ています。  

  また、非常勤医師につきましては、先ほどお話がありましたように、非常勤単体

で 25 名、ただ、これを正規換算すると３名程度ということで、我々としては、い

わゆる非常勤を正規化することによって、非常勤そのものをいわゆるゼロに近い形

にしていって、総数の 30 ちょいぐらいの最終的な医師数で全体を回していきたい

な、今の病床規模からするとその程度が妥当ではないかなということで、診療科偏

在を埋めるべく、今後とも引き続き医師確保に努めてまいりたいというふうに思っ

ております。  

○議長（東  豊俊君）  15 番、林  克治議員。  

○１５番（林  克治君）  今、総数 30 名、常勤医師 30 名言われたんですけども、そ

れだけ総合病院の医師が必要だということなんですね。  

  それで、今 23 名なんやけども、そういうことで、整形の医師の確保が難しいと

今言われたんやけども、今までは大学の医局に頼んだら医師を派遣してくれよった
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いうことがあったんですけども、研修医制度がちょっと変わって、医局言うたって

あかんのやということでずっと言われておったと思うんです。そやけども、先ほど

の市長の答弁の中では、大学の医局との連携強化で医師が確保できたと、耳鼻咽喉

科と眼科の、いうことを言われたんでね。  

  大学医局と連携したら医師確保できるんだったら、整形のほうも強力にお願いし

て派遣してもらうということを努められると思うんですけども、今までは大学医局

に言うたってあかんと言われてましたけど、どうなんですか。  

○議長（東  豊俊君）  答弁を求めます。  

  福元市長。  

○市長（福元晶三君）  私もこの役をいただいて、非常に厳しい状況の中で、神戸大

学、あるいは大阪医科大、兵庫医科大と、たびたびお邪魔したり、理事長さんとか、

あるいは先生、教授とも話をさせていただきました。可能な限り医師派遣について

もお願いしたところでありますが、特に整形については、先ほど部長が答弁したと

おり、幾度となくこのことについてもいろいろお話しする中で、ようやく大阪医科

大から、週３日でありますが、こういう形を整えていただきました。あわせて、中

日の１日は手術をしていただくということで、２人が担当していただいて整形の手

術をする、ここまで至ったところであります。  

  ただ、課題はやっぱり常勤ということでありますので、粘り強く訴えながら、各

医局とも連携しながら、大学とも連携して、さらにこのことについては努めていく

必要があるだろうと、こう思っておりますので、今後とも強くそれぞれの機関にも

お願い等々していきたいと、このように考えています。  

○議長（東  豊俊君）  15 番、林  克治議員。  

○１５番（林  克治君）  整形外科医が難しいんはわかるんですけどね。やっぱり整

形外科医が少のうなっておらんようになってからかなりたつんです。それで、もう

それが何ぼいろいろ手だてしても確保できんのだったらね、もうそろそろそれは諦

めて、総合病院の形態を整形がおらん病院でやっていくという方向に転換する必要

もあるんじゃないかと思います。  

  それで、総合病院いうことになったら、まず内科、外科、整形、それは三種の神

器じゃないんですけどね、それぐらいはきちっとそろっておるところが総合病院と

言える病院だと思うんです。ですから、宍粟の総合病院はそこまで全科きちっと医

師もおらんし、そこまで総合病院と言える病院じゃないんやということにしたって

ええと思うんですけども、宍粟の総合病院が目指しておる病院像いうんか、全部の
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科が全部そろって、きちっとよそへ回さいでも全部うちで治療できるんやというよ

うな病院を目指しとんか、それとも、総合病院でしかできん部分については専門の

病院へ送ってちゃんと治療してもらうと。できることだけやっていく病院にするん

やとか、いろいろ方法はあると思うんですけどね。  

  やっぱり今までの過去の栄光を夢見て、同じことせんならんいうてやっとったっ

て、はや 10 年近くもたっとると思うんです。医師不足で赤字が続いとるんがね。

そやさかい、根本的に見直す必要があるんやないかと思うんですけども、いかがで

すか。  

○議長（東  豊俊君）  福元市長。  

○市長（福元晶三君）  大変重たい御質問をいただいたんですが、私としては何とか

整形については守っていきたいと、こう考えております。そのためには何としても

整形の医師を確保ということが大きな課題でありますが、地道に努力をしていきた

いと、このように考えております。  

  とりわけ市民の皆さんもある意味整形外科に大いに期待をされています。例えば

でありますが、そのことがなかったら、姫路や遠いところへ行ってもらわないかん

と、こういう状況でありますし、可能な限り総合病院でその受け入れ体制をつくる

ことこそ私は大事な課題だと、このように捉えております。  

  特に２次救急でありますので、姫路あたりの３次ともうまく連携する中で、宍粟

総合病院の立ち位置をしっかり見定めて今後に向かっていく必要があるだろうと、

こう考えておりまして、今現在はそういう経営状況でありますが、何とか一つずつ

打開していく方向を私たちも見つけて、市民の皆さんと一緒に何とか総合病院を守

っていきたいと、こういう思いでおりますので、よろしくお願い申し上げたいと思

います。  

○議長（東  豊俊君）  15 番、林  克治議員。  

○１５番（林  克治君）  今、市長のほうから２次救急いう言葉が出たんでね、ちょ

っと話変えますけども、救急病院になってますわね。これは、うち救急病院として

体制が整っとるんで救急病院としますと自分のところが言うんか、もしそういう県

のほうの医療構想の中から、そういうちゃんとした病院が、救急も受け入れられる

から、救急病院に指定すると言われるんか、こっち側で救急病院ですいうて名乗っ

たら救急病院になるんか、どちらなんですか。  

○議長（東  豊俊君）  総合病院事務部長。  

○参事兼総合病院事務部長（隅岡繁宏君）  救急病院の指定の部分につきましては、
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県のほうへそういう体制が整ってできるということで病院が手を挙げて、県のほう

で指定されるというふうな制度になっております。  

○議長（東  豊俊君）  15 番、林  克治議員。  

○１５番（林  克治君）  あのね、救急病院に宍粟の郡民病院のときになったと思う

んです。そのときはまだちゃんと救急も受け入れしとったしね、ほとんどよそへ回

さいでも、専門的な、重篤な、命にかかわるようなやつは姫路の専門の病院へ行き

よったと思うんですけども、普通のけがとかいうやつは救急受け入れしてやっとっ

たと思うんです。  

  そやさかい、救急も、今、２次救急言われたけどね、２次救急いうたらね、入院

が必要なかなり重たい救急のことをいうと思うんです。１次救急やったらね、入院

まで必要ないけど、手当てをしたら済むと。３次救急になったら専門的なというこ

となんでね。もう、今年はどうか知りませんけどね、今までだったら１次救急も断

っておったんですよ、宍粟総合病院。そやさかい、救急病院やのに役に立たんと、

ものすごい市民から文句言われておったと思うんですけども、それでもまだ２次救

急を続けるということなんですか。  

○議長（東  豊俊君）  総合病院事務部長。  

○参事兼総合病院事務部長（隅岡繁宏君）  御存じのように、この宍粟総合病院につ

きましては、西播磨北部地域唯一の２次救急の告示病院ということになっておりま

す。先ほどありましたように、３次救急というのは命にかかわる症状、２次救急に

つきましてはいわゆる入院措置が必要な病状というような形で、この地域において、

この宍粟総合病院が受け入れをしない場合、やはりそのまま姫路へ行っていただか

ないといけないということで、入院全てを含めて姫路のほうへ出ていっていただく

というふうな形になります。ですから、この広いエリアにおいてある一定の部分と

して、この２次救急は宍粟総合病院が受けていくべきであるというふうに思ってお

ります。  

○議長（東  豊俊君）  15 番、林  克治議員。  

○１５番（林  克治君）  あのね、２次救急も受け入れるというて大々的にうとうと

んやでね。どうでも受け入れせんとあかんと思うんです。今の状態だったらね。そ

やけど、実際に現実的に受け入れできん状況やでね。それで、宍粟市には一つしか

病院ないけどね、近辺には病院いっぱいありますよ。そっちへ今流れておると思う

んです。そやさかい、特に佐用のほうなんかにいっぱい流れてますわ。そやけど、

佐用へ行ったら、何で宍粟市に総合病院、ええ病院があるのに、何でうちへ救急で
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来るんやと患者が怒られよるような状態だったんですよ。今はわかりませんけど。  

  そやさかいね、それは受け入れするんが当たり前やけども、受け入れできんから

今の状況になっとると思うんです。そやさかいね、もう１次救急も今までやったら

断りよったと思うんですけども、何でそこまで体裁いうんか、そういう体力もない

のに、今までやりよったやつを受け継ごうとするんです。もうあかんと、救急も受

け入れられませんと言うたら、市民は納得すると思うんやけどね。どうですか。  

○議長（東  豊俊君）  総合病院事務部長。  

○参事兼総合病院事務部長（隅岡繁宏君）  救急の受け入れに関しましては、先ほど

議員御指摘のように、過去は３割程度の受け入れになっておりました。ただ、昨年

度からの救急に対する取り組みの強化等々もありまして、直近の数字でいきますと、

50％後半ぐらいまで受け入れの状況が上がってきております。これはいわゆる宍粟

の消防車が出ていって、そのうち何人がうちの病院に来たかという部分のパーセン

テージですが、 50％を超える状況まで回復といいますか、ふえてきたという状況で

す。  

  その一方で、やはり１次救急といいますか、軽度の患者様につきましては、いわ

ゆる地域の医療体制の仕組みの中で３次救急、２次救急、いわゆる１次ということ

で、一般の診療所であるとか、一般の医院さん等も含めましてそれぞれの役割とい

う部分がありますので、我々としては全て、いわゆる１次救急も含めて全てを受け

入れられるかというと、やはり人数的な問題もありますので、その辺については、

いわゆる地域の役割分担の中で、我々の宍粟総合病院は２次救急を中心に受けてい

くというふうな形で今後とも進めていきたいというふうに思っております。  

○議長（東  豊俊君）  15 番、林  克治議員。  

○１５番（林  克治君）  ２次救急受け入れるんやと言うてるんやけどね、現実とし

て医師が不足しとんのに、受け入れる状態じゃないと思うんですね。そやさかい、

そこでちゃんと体制が整うまでできませんよとかいうてはっきり言うておいたほう

がええと思うんです。  

  それとね、去年からなんですか、今年からですか、救急、休日の体制で、外科医

と内科医と２人体制にしたというんは。  

○議長（東  豊俊君）  総合病院事務部長。  

○参事兼総合病院事務部長（隅岡繁宏君）  救急の受け入れ体制の充実については昨

年度から実施しておりますが、きちっと２名の体制を措置したのは今年度からとい

う形になります。  
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○議長（東  豊俊君）  15 番、林  克治議員。  

○１５番（林  克治君）  それでね、救急の医師がね、救急だけの専門の医師が対応

されるんか、それとも今、内科と外科の常勤医師が交代で救急も対応されるんか、

どちらなんです。  

○議長（東  豊俊君）  総合病院事務部長。  

○参事兼総合病院事務部長（隅岡繁宏君）  当院には救急の専門の医師はおりません

ので、ふだん診療されている医師が交代で、内科なら内科、外科なら外科系の医師

がそれぞれ担当するという形をとっております。  

○議長（東  豊俊君）  15 番、林  克治議員。  

○１５番（林  克治君）  今までは何で救急断りよんかいうていうたら、専門の医師

がいないから受け入れできませんということだったと思うんです。それで、専門の

医師が今もおらんのやったらね、同じことじゃないんですか。  

○議長（東  豊俊君）  総合病院事務部長。  

○参事兼総合病院事務部長（隅岡繁宏君）  専門の医師という部分におきましては、

これまで内科なら内科の医師しかその日はいなかった、外科なら外科の医師しかい

なかったというようなことで、内科の医師がいてたときで言えば、外科系の部分は

対象外というような形で、専門外という言い方で断っていたケースもままあった、

その逆も当然そうですけども、そういった意味であった。それが今、内科系と外科

系両方おりますので、そういう意味で対応できる症状の部分が非常に広くなったと

いうようなことがあります。  

  ただ、やはり特殊な病気、特殊な技術の要る部分もありますので、そういう部分

についてはやはり対応できないというふうなときもありますので、当院の医師も救

急対応するという前提で、そういう特殊な症例にも対応できるように、院内で勉強

会等を開いて勉強していくと、その技術を身につけていくということで、なるべく

多くの症例、理想であるそういった症例に対応できるようにということで努力をし

ていっている状況であります。  

  ちなみに、今、救急、うちのほうにそういう搬送のお話があって、うちで受け入

れられないというふうな件数というか、パーセンテージですね、それについては一

桁まで減ってきているということで、９割以上はこの宍粟総合病院のほうで受け入

れているというのが今の実情でございます。  

○議長（東  豊俊君）  15 番、林  克治議員。  

○１５番（林  克治君）  救急の夜間とか休日、今まで１名で対応しておったんが、
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１名やったらどんな患者が来るかわからんで、それもあるし、１人で対応できん部

分もあるんで、断りよったと思うんです。それで、常任委員会でも、内科医師もふ

えたり、医師がふえてきよったんで、４年前ぐらいから、２名体制にせんかいやと。

２名やったら１人でするより、ある程度は受け入れしてみて、手に合わんないうた

ら姫路のほうへ送ったらええわけなんで、２名にしたらほとんど受け入れできるん

違うんかいなと。２名体制にするべきじゃないかというような、委員会では提言ず

っとしてきました。それがようやく、去年の途中からですか、２名体制にされた。

これは院長がかわられたからできたんですか。今まで全然、何ぼ言うたってできと

らなんだんやけどね。そやさかい、院長のやる気だと思うんやけども、それで間違

いないですか。  

○議長（東  豊俊君）  総合病院事務部長。  

○参事兼総合病院事務部長（隅岡繁宏君）  最初、市長の答弁にもあったように、い

わゆる内科系ではあるんですけども、医師の確保が進んできたということで、ある

一定数の医師数になりましたので、２名体制ができるようになったということで、

院長のという、そういう部分もあろうかと思うんですけども、現実問題として、医

師数がある一定数充足してきたから、この救急体制の充実を図れたというふうに理

解していただきたいと思います。  

○議長（東  豊俊君）  15 番、林  克治議員。  

○１５番（林  克治君）  あのね、医師ね、内科医はふえてます。また毎年ふえよる

けどね、外科医減ってますよ、１名。外科医４名になってますよ。ふえてません、

一つも。そやけど、やっぱり、院長のやる気言うたんはちょっと語弊があるかもわ

かりませんけども、やっぱり医師が地域の実情を見て頑張らんとあかんという気持

ちのあらわれでそうなったんやと思います。ですから、そういう気持ちにみんなが、

病院の職員、現場も事務もそういう経営改革をやっていくんやという気持ちになら

なんだら、前向きなあれにならんと思うんで、そこらも院内の会議でよう意思統一

を図ってもらって進めてもらいたいなと思います。  

  それでね、救急の話なんやけど、今、一般会計から救急の費用で１億円余り繰り

入れしとると思うんです。これは何で一般会計から繰り入れする必要があるんです

か。病院の事業じゃないんですか。  

○議長（東  豊俊君）  総合病院事務部長。  

○参事兼総合病院事務部長（隅岡繁宏君）  救急事業に対する繰入金のことですが、

いわゆる公立病院が事業をやる場合、いわゆる政策医療を実施する場合につきまし
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ては、総務省のほうの繰り出し基準というのがございまして、ある一定額をいわゆ

る繰入金という形で負担するという仕組みがあります。救急医療につきましても、

先ほど来ありましたように、２次救急をやる告示病院というふうになっております

ので、それに必要な経費につきましては、いわゆる一般会計のほうから負担をいた

だいているというのが実情でございます。  

○議長（東  豊俊君）  15 番、林  克治議員。  

○１５番（林  克治君）  一般会計から負担してもええんやけどね、今まで医師１名

体制でやっておったのに、１億円も費用かかるんですか。医師の給料１億円も要る

んかいな。  

○議長（東  豊俊君）  総合病院事務部長。  

○参事兼総合病院事務部長（隅岡繁宏君）  救急の事業をやるには医師のみで対応で

きるわけではございません。医師を含め、看護師、それからいわゆる検査の技師で

あったり、いろんな職員がかかわっていく、 365 日、いわゆる 24 時間体制で時間

外の患者さんを受け入れるということで、相当多くの職員がかかわってきます。で

すから、医師が１名体制が２名体制になったという部分は、その全体の中で見れば

比較的少ない部分、受け入れる能力云々のところあるんですけども、人的な体制と

いうことで言えば、多くの看護師なりコメディカルの職員がおりますので、そうい

った人的体制、組織体制を組む上で必要な費用ということで措置いただいているも

のです。  

○議長（東  豊俊君）  15 番、林  克治議員。  

○１５番（林  克治君）  あのね、ずっと救急に要する経費で一般会計から出してま

すよ。平成 25 年が 7,000 万、それから 500 万ずつぐらいずっと上がって、今、平

成 30 年度で１億 500 万ほど。何で、今まで受け入れもしとらんときでも出しとん

やけど、人だけ待機しておったいうことですか。  

○議長（東  豊俊君）  総合病院事務部長。  

○参事兼総合病院事務部長（隅岡繁宏君）  確かに体制としては組んでおりました。

それに対して受け入れ実績の部分が低いという意味では、そのような指摘があって

も仕方ないのかなというふうには思っております。  

○議長（東  豊俊君）  15 番、林  克治議員。  

○１５番（林  克治君）  あのね、坂根企画総務部長に言いたいんやけどね、あの一

般事務のほうはものすごい経費削減で、消耗品一つにしたってごっつ予算を削りよ

んやで。病院だけ受け入れもせんのにこれだけ繰り出ししよんやで。そういうこと
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を、病院もうちょっとようチェックして、予算のときに、必要な分しか繰り出しい

うか、それをせんようにしてもらわんと、おかしいと思うで。  

○議長（東  豊俊君）  企画総務部長。  

○企画総務部長（坂根雅彦君）  予算の協議の段階でも病院とは十分な内容のチェッ

ク、あるいは協議をしながら、現状も予算の計上という形で進めておるところでご

ざいます。特に繰り出しにつきましては、今、参事が申しましたように、繰り出し

基準、これを十分に精査をしながら、病院の費用がどの程度になっていくのかとい

うところについてもヒアリングする中での状況でやっております。  

  市長が申しましたように、この地域に総合病院という部分は必要だというところ

での大前提の中で、病院の経営を改善していく努力については引き続き続けていか

ないといけない部分がございますが、当面の経営という部分を下支えするという部

分では、繰り出し基準に基づいてしっかりと取り組んでいくということが大事だと

いうところでやっております。そういう意味では、今、御指摘、もっと受け入れに

ついてもかかわるべきだという部分については、今後においても努力をする必要が

あるというふうに考えております。  

○議長（東  豊俊君）  15 番、林  克治議員。  

○１５番（林  克治君）  書類的に繰り出し基準をクリアしとるから出すいうたって

ね、実態はやっとらんのやで。そこまでちゃんと見るべきじゃと思うんです。  

  それでね、病院で毎月 40 回ほどいろんな会議やられてます。それで一番肝心な

んが、病院の管理会議、それから運営連絡会議、これ毎月１回はやられてます。そ

こでいろいろな病院の運営方針とか重要なことを決定されとると思うんです。そこ

へ市長か副市長、また坂根部長ね、毎月出られてないと思うんです。出られたこと

あるんですか。この重要な会議に。  

○議長（東  豊俊君）  暫時休憩します。  

     午前１０時１４分休憩  

                                       

     午前１０時１５分再開  

○議長（東  豊俊君）  休憩を解き、会議を再開します。  

  答弁を求めます。  

  福元市長。  

○市長（福元晶三君）  毎月そういった会議は承知しております。多分私は年２回そ

ういう会議で、当初と、それから３月と出させていただいておると、このように思
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っております。  

○議長（東  豊俊君）  15 番、林  克治議員。  

○１５番（林  克治君）  今、市長が言われたんはね、運営委員会だと思うんです。

それは自治会の代表者とかね、運営委員会も別にあるんですけども、それは市民の

意見を聞いたり報告する運営委員会、運営連絡会議ですよ。これは院内の院長が主

催してするやつやで。  

○議長（東  豊俊君）  暫時休憩します。  

     午前１０時１６分休憩  

                                       

     午前１０時１６分再開  

○議長（東  豊俊君）  休憩を解き、会議を再開します。  

  答弁を求めます。  

  総合病院事務部長。  

○参事兼総合病院事務部長（隅岡繁宏君）  先ほど議員から御指摘ありましたように、

毎月管理会議、それから運営連絡会議というのを開催しております。これにつきま

しては院内の定例会議ということで、院長をトップにして、幹部職員なり、それか

らもうちょっと広げた、人員を集めた会議というふうになっております。ですから、

先ほど御指摘のように、大事なことといいますか、病院の運営方針的なことにつき

ましては、その部分の管理会議でおおむね決めるという形になります。  

  ただ、その中で、我々院内で単体で決めれる話、それから大きな方向の話という

のは当然、いろいろと中身というのは別にあります。ですから、大きな話について

は、会議の決定をもって、その後市長なり企画総務のほうと相談するのもあります

し、逆に事前に市長サイドと相談していった上で管理会議で方向を決めていく、そ

ういうようなものもあります。ですから、ケース・バイ・ケースでそういう対応を

しておりますので、現場で勝手にやっているというわけではありません。  

○議長（東  豊俊君）  15 番、林  克治議員。  

○１５番（林  克治君）  病院の管理者は市長なんですよ。ですから、市長が管理会

議、運営連絡会議、招集してやるべきだと思うんです。今の行政のほうの、部長会

議かね、それは誰が招集してるんですか。  

○議長（東  豊俊君）  企画総務部長。  

○企画総務部長（坂根雅彦君）  この庁内で行っております部局長等の会議について

は、定例の会議というふうにしておりますので、本部長という形では置いておりま
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せん。連絡会議という形で、案内は企画総務のほうでやっておりますけども、そう

いう形で運営をしております。  

○議長（東  豊俊君）  15 番、林  克治議員。  

○１５番（林  克治君）  座長は市長じゃないんですか。市長は出席して傍聴してお

るだけなんですか。  

○議長（東  豊俊君）  福元市長。  

○市長（福元晶三君）  内部の庁舎内のいろんな管理会議については、当然でありま

すが、決して傍聴しておるわけではありません。招集もしております。特に政策的

には政策会議ということであったり、あるいはいろんな本部についても本部長とし

てその役割を担っておるところであります。  

  前段の、特に管理会議、名称は、たまにでありますが、年２回ほど院長から招聘

がありまして、年度当初と、それから３月、各、医療の課長さんとか部長さんとか

院長、副院長、あるいは看護部長を含めた会議の中には私も出席しております。年

２回であります。  

○議長（東  豊俊君）  15 番、林  克治議員。  

○１５番（林  克治君）  院内ではものすごい会議再々やられとんでね、できる限り

出席して、病院の内容も把握してほしいと思います。  

  それとね、昨年の 10 月 23 日、龍野健康福祉事務所、立入調査が病院に入ってお

るんやけどね。これは毎年されるんですか。  

○議長（東  豊俊君）  総合病院事務部長。  

○参事兼総合病院事務部長（隅岡繁宏君）  年に１回ということで、今年についても

来月実施予定になっております。  

○議長（東  豊俊君）  15 番、林  克治議員。  

○１５番（林  克治君）  この調査ね、どういうことを目的に調査をされるものなん

ですか。  

○議長（東  豊俊君）  総合病院事務部長。  

○参事兼総合病院事務部長（隅岡繁宏君）  医療法に定める基準等々が守られている

のかどうかということについて、いわゆる保健所が各病院を回ってその状況を調査

するという制度になっております。  

○議長（東  豊俊君）  15 番、林  克治議員。  

○１５番（林  克治君）  そのときの資料ね、持っとってやと思うんやけども、病院

の業務量とかいろんなことを調査して、医師数とか看護師の必要数とかが書いてあ
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るんです。医師が昨年 10 月時点では標準必要数が 16 人やと。それで現在の医師が

26 人、これ非常勤も換算して 26 人になっておると思うんですけどね、おると。そ

やさかい、現状では 10 名医師が多いぞと。それから、看護師については、現在数

148 人で必要数は 57 名。 102 名多いという調査した資料出とんです。  

  そやさかい、これちょっと多いぞと。もうちょっと、これだけ人数がおったらも

うちょっと頑張って、入院患者をふやせとか、外来患者をふやせとかいう話だと思

うんですけども、これ毎年この資料が出とるのに、今までもっとオーバーしておる

という結果が出とると思うんですけども、これを調査して、指摘をもらうだけで今

まで来とったいうわけですか。  

○議長（東  豊俊君）  総合病院事務部長。  

○参事兼総合病院事務部長（隅岡繁宏君）  議員御指摘の部分は医療法に基づく人員

配置標準の数だというふうに理解しますが、この人員配置標準といいますのは、病

院において有するべき最低限の人員数という形になります。ですから、その基準で

いくと、例えば先ほど来出てます、いわゆる高度急性期、いわゆる姫路のほうの病

院、例えば姫路日赤にしてもそうなんですけども、同じ基準の同じ人数の部分が要

るということで、最低限の形を示しております。中身問わず、いわゆる慢性的な病

院であっても、高度急性期をやる病院であっても、患者さんが 100 人おれば、例え

ば医者が５人でいいよと、どんな中身であろうとも、というような形の、最低守る

べきということで、病院の中身、実情に応じてしている部分ではなしに、病院とい

うものを持っておれば、最低限必要な部分ということで、基本的には療養型病床の

部分で、いわゆるこれを下回ると、いわゆる病院という機能を全く果たせないなと

いうふうな形の部分の人数ということで、最低限の部分を示した数字となっており

ますので、当然のごとく、急性期を担うこの病院ですから、その基準に比べると３

倍、４倍の人数が張りついているというふうな形になっております。  

○議長（東  豊俊君）  15 番、林  克治議員。  

○１５番（林  克治君）  ちょっと理解できにくいんやけどね。最低限いうたって、

患者数とか、いろんな業務量に応じて必要人数が出てくると思うんです。そやさか

いね、今言われた、ほんならこれだけ最低限おったら、病院黒字でやっていけるぞ

という話だと思うんです。そやさかい、赤字になるいうことは、オーバーしておる

分が余剰やという話になるんじゃないんですか。  

○議長（東  豊俊君）  総合病院事務部長。  

○参事兼総合病院事務部長（隅岡繁宏君）  この基準をもって赤字、黒字という形に
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はならないのかなと。いわゆるどの病院の規模であっても同じ医師数、患者数に応

じて決められているというふうな形ですから、例えば歯医者さんであっても耳鼻科

であっても、 10 人の患者に対しては何人要る、同じ基準で考えてます。例えば脳

卒中の患者さん、心筋梗塞の患者さんに対応する部分であっても、同じ人数に対し

ての積算になりますので、その部分はちょっと違うのかなというふうには思ってお

ります。  

  ただ、先ほどありましたように、この病院の経営状況がよくない。その中におい

て、人件費の占める比率も 50％を超えるということで、非常に悪いといいますか、

いわゆる黒字病院に比べると比率も非常に高くなっているということで、人件費の

比率を下げていくというのは当然努力すべき部分だなというように思っています。  

  ただ、そういった中で、人件費そのものを下げるというよりは、その分母である

いわゆる収益をふやすことによって人件費の比率は結果的に下がっていきますので、

我々としては、いわゆる必要な医療を提供して収益を確保する、それによって最終

的に人件費率も下がり、最終的な目標であります経営の黒字を目指していきたいな

というふうには思っております。  

○議長（東  豊俊君）  15 番、林  克治議員。  

○１５番（林  克治君）  経営分析表いうのが、これ監査委員が監査したとき出すあ

れやと思うんですけども、医業収支比率とか経常収支比率、人件費比率、今、人件

費比率言われましたけども、人件費比率で言えば、これが 55％以上やったら給与

費が多いぞと、占める割合が多いぞということで、いうことだと思うんですけども、

これが平成 30 年度決算では 70.9％ですよ。ですから、もっとこれ検討せんとあか

んということになってますし、医業収支比率が 100％以上が普通なんですけども、

去年の場合では 90.6％。それから経常収支比率が、これも 100％以上でないとあか

んのが、 96.22 ということでね、経営分析のやつはちゃんと出てとんでね。やっぱ

りこれ本気で検討して、最低限単年度収支とんとんぐらいに早く持っていってほし

いと思います。どうですか。  

○議長（東  豊俊君）  総合病院事務部長。  

○参事兼総合病院事務部長（隅岡繁宏君）  先ほどの医業収支比率なり経常収支比率、

経常収支比率については、先ほど来申してますように、いわゆる 30 年度決算で赤

になってますので、当然その部分は 100 を下回る数字になっている。ですから、最

終目標として、やはりこの部分、 100 を超えるようにということで、やっぱり頑張

るべきということで、この４月以降もこれまでの取り組みを再度強化しながら取り
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組んでいるということで、上期、４月以降は救急等の頑張りによって患者数も若干

回復してきている、この傾向はありますので、引き続きその取り組みを進めて、先

ほど来ありますように、何とか早期に黒字に持っていきたいというふうに考えてお

ります。  

○議長（東  豊俊君）  15 番、林  克治議員。  

○１５番（林  克治君）  事務部長さんが力強い言葉を言っていただいたんで、お願

いしたいと思います。もう事務部長さんがやってもらわんと誰も、市長らも忙しい

でね。病院のところへずっと毎日行くわけにいかんので、そういうことでお願いい

たしまして、質問を終わります。  

○議長（東  豊俊君）  これで、 15 番、林  克治議員の一般質問を終わります。  

  続いて、飯田吉則議員の一般質問を行います。  

  11 番、飯田吉則議員。  

○１１番（飯田吉則君）  おはようございます。 11 番、飯田吉則です。議長の許可

をいただきましたので、一般質問をさせていただきます。  

  今回、前回６月に引き続きまして、森林関係の質問が２点、あと１点公共交通に

ついてということでお願いいたします。  

  森林についていろいろと昨今動きがあると。バイオマス燃料に使い始めてから、

かなりの勢いで材が動くという状況の中で、やはり宍粟市、森林王国という大看板

を上げている以上、これを何とかチャンスと捉えてやっていかなければならないと

いう思いから、こういう質問に至ったわけでございます。  

  昨今、林野庁では持続可能な開発目標、ＳＤＧｓ、最近よく叫ばれております。

これに貢献する森林・林業施策について、政府は 2016 年に策定したＳＤＧｓ実施

指針、これに定められました８分野、ＳＤＧｓアクションプラン 2019 で具体化し、

森林・林業分野では、その中で４分野の施策について具体の施策を展開するとして

おります。  

  去る６月議会におきまして同僚議員からＳＤＧｓについての取り組み姿勢につい

て市長に質問があった際に、宍粟の強みである森林・環境施策の展開を図る上でＳ

ＤＧｓの観点から取り組む、その理念は地域創生総合戦略に盛り込むとの答弁をい

ただいておりました。先日委員会に出されました資料の中に、後期のプラン、総合

戦略が示されておりました。その中にもＳＤＧｓの文言が取り入れられておりまし

て、考えておられるんだなというふうに思っております。さて、その具体な、どの

ような動きをとろうと、どういうプランを持って進めようというふうに市長は考え
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ておられるのか、お伺いしたいと思います。  

  ２点目に、具体な里山林整備事業についてお伺いします。産業部林業振興課所管

の里山林整備事業について、その中に含まれる事業の進捗状況と、見込まれる成果

についてお伺いしたいと思います。  

  平成 30 年度までふるさとの森づくり事業として実施されていた事業を、本年度

から彩りの森づくり事業に改め、森林環境譲与税を財源とした事業として進めてお

られます。実施予定の 13 団体、どういう事業を進められるのか、その進捗状況に

ついてお伺いしたい。  

  また、彩りの回廊プロジェクト事業において育成されるとしております苗木の生

育状況とその利用状況、植栽計画についてお伺いしたいと思います。  

  最後に、公共交通、市内完結路線についてお伺いいたします。  

  小型バス市内完結路線で、いわゆる利用状況が著しく少ない路線、地域において

は、地域との意見交換を通じて改善策を講じていくと、こういう姿勢でこれまで来

ております。担当委員会の中でも前々から指摘されてきましたように、定時運行以

外の方法を提案しなければならない時期が来ているのではないか、そういうふうに

考えております。どのようにお考えか、市長にお伺いいたします。  

  １回目の質問を終わります。  

○議長（東  豊俊君）  飯田吉則議員の一般質問に対し、順次答弁を求めます。  

  福元市長。  

○市長（福元晶三君）  それでは、飯田議員の御質問にお答え申し上げたいと思いま

す。大きく３点でありますが、特にチャンスと捉えてさらに進めという、こういう

観点で御質問いただいております森林の活用と保全について、私のほうから御答弁

申し上げたいと、このように思います。  

  前段お話がありましたとおり、後期の基本計画について委員会のほうでお示しを

させていただいておりまして、まだ素案でありますが、特にその中の重点事項を三

つ掲げておりました。そのうちの一つに、持続可能なまちづくりの推進という重点

の事項の中で、定住だったり移住だったり、あるいは関係人口、さらにまた交流人

口の増加、あるいは産業振興によるまちのにぎわいの創出、とりわけ自然環境保全

など、あらゆる分野においてＳＤＧｓの考え方も取り入れながら持続可能なまちづ

くりを進めることが重要と、こういう考え方の中で、全体には広いんですが、我が

まちの特色を生かしてこの理念をさらに進めていくことが大事だと、こういうこと

も前回も御提言いただいて、これからそういったことも議論していきたいと、この



－158－ 

ように考えております。  

  そこで、四つの分野、特に林野庁の中で宍粟市はどうなんだと、具体ということ

であります。まず１点目の成長市場の創出、あるいは地域活性化のイノベーション

のこの分野でありますが、林業事業体へ担い手育成支援等々を行う中で、森林整備

の早期実施を目指しておるところであります。また、いわゆる早生樹、センダンと

か、そういった活用も目指した調査研究も兵庫県や地域団体の皆さんとも連携しな

がら取り組むことも重要というように考えておりまして、その方向も進めておると

ころであります。  

  ２点目の強靭な国土、インフラ整備、この分野についてでありますが、豪雨災害

など激甚化する災害に対する山地防災力強化のため、特に県と連携をしながら、荒

廃産地の復旧であったり、あるいは流木対策を行っておるところであります。  

  ３点目の生物多様性、森林、海洋等の環境保全の分野についてでありますが、積

極的な間伐や里山林整備等への支援によって生物多様性の保全を含む森林の広域的

機能の維持・増進を図って、さらには集落周辺の環境保全や景観形成づくりにつな

げていきたいと、このように考えております。  

  ４点目の省エネ、それから再エネ、気候変動対策、循環型社会の分野についてで

ありますが、間伐事業で搬出された未利用材を木質バイオマス燃料として安定供給

するとともに、林地残材の活用による森林保全に寄与しておると、このことが大事

だと、このように思っております。  

  以上四つの分野につきましては、まさに宍粟市における森林・林業施策として地

域創生の総合戦略に盛り込む中でさらに事業展開をすることによって、目的を達成

していきたいと、このことが重要だと思います。さらにはまた、ＳＤＧｓの考え方、

理念そのものを浸透させていくこと、このこともある意味事業の質を向上していく

んではないかなと、このように考えておりまして、そういう方向で今後取り組んで

いきたいと、このように思います。  

  その他の御質問につきましては、副市長、担当部長より答弁をさせていただきま

す。  

○議長（東  豊俊君）  中村副市長。  

○副市長（中村  司君）  失礼いたします。それでは、私のほうからは、公共交通、

市内完結路線についての御質問にお答えをいたします。  

  先ほど申されました利用者が著しく少ない路線や地域において定時運行以外の方

法を提案しなければならない時期が来ているのではないかという御質問ですが、こ
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の部分、市内完結路線につきましては、できるだけたくさんの方に利用していただ

けるように、効率性、利便性の向上のために、地域の意見をいろいろとお聞きし、

取り入れながら、今年度から幾らかの路線を変更し、再編もさせていただいたとこ

ろでございます。  

  この市内完結路線につきましては、やはり交通空白地域の解消、あるいは各集落

と生活圏の拠点を結ぶ役割という部分も持っていると考えておりますので、いまし

ばらくはさらなる利用促進を図っていきたいと考えてはおります。  

  しかしながら、利用が極度に少ない路線につきましては、やはり地域のニーズ、

他の移動手段によることも考えまして、費用対効果等も検討していく上で、地域の

皆様とちょっと協議を始めていって、次なる段階も考えていかなければならないと

考えております。  

  以上でございます。  

○議長（東  豊俊君）  産業部長。  

○産業部長（名畑浩一君）  私からは、里山林整備事業についての御質問にお答えし

たいと思います。  

  里山林整備事業における彩りの森づくり事業の実施団体、 13 団体ございますが、

この事業内容につきましては、まず平成 29 年度以前からの実施団体７団体につき

ましては、初年度に植栽を行った箇所において植栽等を継続して実施しております。

次に、平成 30 年度からの実施団体、３団体ございますが、ここにつきましては、

前年度の実施箇所とは別箇所での整備事業を希望されておりましたので、新たに団

体ごとに事業計画書を作成していただき、令和元年度からの実施団体３団体につき

ましても事業計画書が別々に作成されますので、実施に向けて協議を進めていると

ころでございます。  

  本年度の事業展開につきましては、彩りの森づくり事業の趣旨に適した日本一の

風景街道づくりにつながる事業計画書が提出された箇所につきましては優先的に事

業を進めていきたいと、このように考えてございます。  

  また、彩りの回廊プロジェクト事業における苗木については、宍粟北みどり農林

公社におきまして、令和元年８月末時点での苗木本数、桜 140 本、カエデ 170 本を

管理・育成していただいております。現在、苗長ですけれど、１メートルを超える

ようなものにもなってございます。これにつきましては、自治会や各種団体などか

ら国道や県道沿いの山林での植栽要望がございましたら、住民が主体的に里山整備

をしていただくことを前提に無償で提供しております。  
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  また、試験的ではございますけれど、サトウカエデ、これにつきましても苗を集

めてきまして、現在 400 本育成管理中です。まだ１年たっておりませんけれど、現

在 40 センチぐらいに成長しております。今後もこれらのものを活用しながら、里

地、里山の美しい原風景を点から線、そして市内全域へと広げていき、宍粟市に訪

れる方々が年間を通じて楽しむことができる景観形成を目指して取り組んでまいり

たいと考えております。  

  以上でございます。  

○議長（東  豊俊君）  11 番、飯田吉則議員。  

○１１番（飯田吉則君）  それでは、順次２回目の質問をさせていただきます。  

  まず、森林の活用と保全のところでございます。先ほど市長のほうからも林野庁

からの４分野の具体施策についての回答ございました。まず、成長市場ということ

で、確かに今、宍粟市の木材の搬出量は予想以上に搬出量が多くされておるという

状況でございます。しかしながら、出ているのはバイオマスの燃料、これが一番多

いような気がするんです。それをいかに市内で循環させていくことができるかとい

う部分について、前に視察に行ったときに、木の駅プロジェクトということで、地

域で地域の皆さんが林地残材を持ち寄って、それを地域通貨にかえて、そして地域

内での消費に充てるというようなことを提案させていただきました。  

  そのことについて、今一応バイオマスのほうで買い上げという形がとられておる

と思うんですけども、それについて、今のところほとんど一般の方の利用がないと

いう状況になっております。それにつきましてどのようにお考えか、それを実質皆

さんが利用できるように考えていったのかどうかという部分についてお聞きしたい

んですけども。  

○議長（東  豊俊君）  産業部長。  

○産業部長（名畑浩一君）  飯田議員の御指摘のとおり、バイオマスにつきましては、

年々生産といいますか、出荷量も多くなっております。ただ、これが市内に循環し

ているかといったところでは非常に大きな課題がございます。今後ペレットとか、

そういったところへの活用、こんなことが進める必要があるのではないかなと考え

ております。  

  また、市民の方が参画して林地残材を活用する、こういった制度につきましては、

制度のほうは整備しておるんですけれど、なかなか活用がない状況でございます。

これについて、一定要因といいますか、その辺ちょっと調べてみたんですけど、や

はり今、バイオマスを含めまして未利用材が非常に、林業事業体の方が根こそぎと
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いいますか、ほぼ 100％全部出荷される。逆に言うたら、それが流通しているとい

った状況でございます。そういったところで、個人の方が取り組まれるときには、

山元にそういった残材がないといった状況も見受けられます。  

  そこの課題解決ですけれど、やはり個人の方が取り組まれるということになって

くると、やはりいろんな手間とかがあるわけです。そんなところと、あと制度の乖

離といいますか、実入りにならないとか、そういったところもあるんですけど、も

ともとこの未利用材を利用するのは、やはり市民の方がちょっとでも山に関心を持

っていただいて、山に入ってきれいにしていこう、こういったところが制度の原点

だったと考えております。そこのところをやっぱり忘れないためにも、そこのとこ

ろを広めていくためにも、やはりこんなところを啓発していって、山元に入ってい

ただく、こんなことも必要じゃないかなと考えております。  

○議長（東  豊俊君）  11 番、飯田吉則議員。  

○１１番（飯田吉則君）  先ほどおっしゃいました問題点、確かに今、経営計画であ

ったり、そういう事業体が施業するところについてはほぼ根こそぎ出荷されており

ます。間伐材もね。しかしながら、その政策にかかわらないところの山の整備とい

うものを進めていく必要がある。そのためには、そういう利点がある部分をＰＲし

ていって、少しでも山を手入れしていっていただくという状態。今確かにそういう

形で林業をどんどん進められておるんですけれども、まだまだ取りかかってない、

かかれない部分がいっぱいあります。そういう部分についてどうするかという部分

が、そういうことを利用してやっていく、そういう意味での木の駅プロジェクトと

いう全国で展開されておるものなんです。というふうに私は理解しとんです。  

  ＳＤＧｓはそういう部分を言っているんです。要はその大きな林業事業体がどん

どん間伐して材を出して、地域の発展に貢献する、これも必要ですけれども、じゃ

あこっちのほうは取り残されていくと。誰も取り残さないという理念がＳＤＧｓに

あるんです。ということは、そういう部分にも光を当てていく、そのためにはどう

したらいいか、なぜ利用がないのか、利用するためにはどうしたらいいのか、そこ

を突き詰めて回していかなければ、本当の意味での理念にかなわないと思うんです。  

  だから、いろんなことを宍粟市、事業やられてるんですけど、林業に関しても、

それがそこでとまってしまうという状況が見受けられろ。次のことにつながってい

かない。この事業やっとるけどここで終わっとんや、そこで終わって、次の事業に

つながってない。いろいろとぐるぐる回っていく、循環させるということを考えた

上での事業展開というのが必要だと思うんですけども、いかがでしょうか。  
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○議長（東  豊俊君）  答弁を求めます。  

  福元市長。  

○市長（福元晶三君）  木の駅プロジェクトを含めて、宍粟市もああいう制度をつく

ったときに、もともと切り捨て間伐が主流でありましたので、山に残っておるんで、

それはやっぱりだめだと。できるだけ、軽トラでもええで行ってもらって、何とか

それを循環させていこうということも一つには視野だった。ただ、今は搬出間伐と

いう制度に、非常にいい制度なんですが、方向が変わって、林地残材がなかなかな

いと、こういう状況で、非常にいいことなんですけども、そういう状況に変わった

ことも一つは要因にしておるのかなと、私はそのように分析しております。  

  同時に、昨日も出ましたように、条件不一致、いわゆる経営計画にのらない、あ

るいはのりにくいところ、小さい規模をどうするかということが課題でありますの

で、今度これは譲与税を使って、できるだけそういったところへも光を当てていこ

うと、こういうことがあります。  

  それから、御質問の中に、１点目で申し上げました、一つはイノベーションをま

さに林業でどう起こしていくかということでありますが、今、御承知のとおり、で

きるだけ主伐という方向も向いていかないかん、その中で混交林もしていくという

ところで、材を出すのに、あるいは植林するのに、これまで 1,500 本ほど１ヘクタ

ール植えておったんですが、それはなかなか後へつながらないということで、本数

を減らす中でもとに山を戻すかということ、そういうことによって循環していくと。

こういうことがまさにイノベーションの中でやっていかないかんと。それは、私は

昨日も答弁申し上げたとおり、ある意味機械化をどんどんしないと、人的な要因も

ままならんときに、そういう中で、ＳＤＧｓの中の、今、林野庁が掲げておる四つ

の枠、１点目は、私はこれから宍粟市にとって非常に重要なところだと、このよう

に考えております。  

○議長（東  豊俊君）  11 番、飯田吉則議員。  

○１１番（飯田吉則君）  その近代化していく、それで人材不足を補う、これは当然

必要な部分ではあろうかと思います。しかしながら、宍粟市森林王国、昔はそれだ

けで地域が成り立っておった時代が、それだけとは言い過ぎかもしれませんけども、

成り立った時代があったと思うんです。今、その時期が逆に今度戻ってきつつある。

昭和 39 年代に木材の輸入自由化になって、それからどんどんどんどん国内材の需

要が減っていく、そして平成 14 年ぐらいには 18.8％まで自給率が落ちる。やっと

今、平成 29 年、 36％まで復活してきてます。これは恐らくバイオマスの利用が一
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番多いという部分があろうかと思うんですけれども、しかしながら、木に対する価

値観はかなり上がってきていると思うんです。  

  そんな中で、やはり宍粟市が生きていく道、これから先ね。平成 29 年度に出さ

れました地域経済循環調査報告あります。この中でも指摘されておりますように、

宍粟市の一番の魅力は自然であると。全国的に見ても優位にあるというところで、

やはりこれをいかに利用していくかが森林王国、地域創生の目玉というふうに考え

ております。かつては一つの集落に製材所が２軒も３軒もあるという状況が北部で

はありました。その状況にはなり得ることはないと思うんですけれども、もっと林

業従事者がふえてくる状況がつくられてもいいのではないか。そういう施策を打っ

ていくという。今、環境譲与税の話が出ましたけれども、人を育てていくというこ

とも一つの理念が入ってます。  

  そういう意味で、やっぱり自伐林業家、前にもお話ししたように、自伐林業家を

育てていく、そういう方がやはり線を張って、そういう出しにくいところから出す、

機械が入らないところから出すという状況、そういうものをつくっていくためには、

そういう人を養成していくということも必要じゃないかなというように思うんです

けれども、その辺についてはどのようにお考えでしょうか。  

○議長（東  豊俊君）  福元市長。  

○市長（福元晶三君）  まさに国産材については、御承知のとおり、ウルグアイ・ラ

ウンドで輸入が自由化になって、あれ以降だんと下がっていって、ようやくこの時

期になって自給率も 19％から 36％あたりになってきたということで、ただ、昨日

もお答え、あることでお答えをしたんですが、やっぱり山元にお金をどう、立木に

返していくかということであります。多分今の段階では、今、立米１万円とします

と、 2,000 円から多いときで 3,000 円ぐらいが立木として返ってくる。かつてはウ

ルグアイ・ラウンド前までは１立米５万円を落としておったんですね。それはとて

も望めないということで、立米１万円を一つのベースにして、山元にどう返してい

って、山元がさらに植林へと、このサイクルをつくらないと、私は循環していかな

いと、このように考えています。  

  そこに、先ほどから言いますように、私はイノベーションを与えていこうと。そ

れは、流通経費、あるいは生産コストをどう下げていくかということは、やっぱり

機械化含めて、ＩＣ等々を活用してこれから山を守っていくということが大事。そ

のためには、やっぱり若い人たちの力もかりないかんということを思ってますので、

昨日もお答え申し上げたとおり、林業事業体の皆さんにも一度このこともともに勉
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強しながら、宍粟市の第１次産業、特に林業、農業をしっかり守れるようにしてい

きたいと、こんな考え方でおります。  

○議長（東  豊俊君）  11 番、飯田吉則議員。  

○１１番（飯田吉則君）  昨日来そういうお話何回も聞いております。方向性として

はそうせざるを得ない状況であろうと思うんですけれども、実質、昨日も話があり

ましたように、そういう収益性を求めるところ、環境保全、そして防災の観点から

守っていかなければいけない山、そういうところには当然、税を投入してでも守っ

ていく必要があると。でも、こちらは価値を与えて、そして利益を生む場所、やっ

ぱりそういうすみ分けをしていく必要があると思うんです。ただ単に個人の山を勝

手に掃除するわけにいかないと思うんですけれども、大きな観点から見ていくと、

そういうことが必要になってきたと、これから先は、と思うんですけれども、その

点についてどうお考えですか。  

○議長（東  豊俊君）  福元市長。  

○市長（福元晶三君）  私は今度の法律改正の中で、問題は、行政の役割として 10

年間そういう条件不一致、あるいは経営がなかなかできない人を預かる、こういう

制度が根底にあって、森を守っていこうとしとるんですが、ただ、私は預かるとい

うことが本当にいいのかどうか、場合によってですが、言葉はちょっと乱暴になる

かもわかりませんが、森林を経営する、あるいはつないでいく、あるいは相続して

いくという、なかなか厳しい状況の中で、場合によっては、私は市のほうにやっぱ

り寄附していただくという考え方もあるんではないかなと。それは行政がしっかり

守っていく。そういうことによって森を守っていく、次代へつないでいくという考

え方もあります。  

  ただ、これはちょっと乱暴な言い方なんですが、私はそういうこともこれから議

論の一つとして市民の皆さんと十分この問題を話し合うことによって、ひょっとし

てそういうことも可能になってくるんかなと、こう思っております。そのことが保

全と、それから経済と、しっかりさび分けをする一つに要因になるのではないかな

と、こんなふうに考えています。  

○議長（東  豊俊君）  11 番、飯田吉則議員。  

○１１番（飯田吉則君）  宍粟の山全体をね、そういう管理はできないと思うんです

けれども、やはり部分的にそういうところをつくっていく、それが全国でも見本に

なるようなものをしていただきたいなというふうに考えるんですけども、前々から

よく市民懇談会、参加しておるときに、各地の生産森林組合からどうも経営が立ち
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行かんと、寄附したいぐらいやというような声を何遍も聞いたことがあるんです。

でも、市としてはそれを受けるわけにいかない状況であるということもお聞きした

と思うんです。  

  今の状況になりますと、逆に今度法律改正によりまして、逆にそれが可能になっ

てきたんじゃないかなというふうに考えるんですけれども、できればそのところを

整理していただいて、やはり可能なところからそういう事業展開をしていただいて、

見本を示していくと、そういうことをお考えになれませんでしょうか。  

○議長（東  豊俊君）  福元市長。  

○市長（福元晶三君）  全てというわけにはいきませんが、先ほど御答弁申し上げた

とおり、乱暴な言い方でありますけども、私は場合によって市へ寄附していただく

ということは不可能ではないと思いますので、こういう議論をこれから進めていき

たいと。ただ、いろいろ課題もありますので、しっかり詰めてこの対応をしていか

なくてはならない、そういう時期に来ておるんではないかなと、私自身は考えてお

ります。  

○議長（東  豊俊君）  11 番、飯田吉則議員。  

○１１番（飯田吉則君）  昨日ですか、前回の委員会で提案されたんですね。市営住

宅、中山団地の市営住宅の、今度出されると思うんですけれども、前回、第１期工

事のときに委員会の中でＣＬＴ化はできないのかということがかなり議論されまし

た。現状ではなかなか難しい状況であるということで、何とか今の計画を認めてほ

しいということで、１期工事はそれで通りました。２期工事について何とか考えて

ほしいということもあったんですけれども、同じような状況での提案になろうかと

思うんですけれども、昨今いろんな意味で、都市部においてはＣＬＴの高層階のビ

ル化を図ったり、いろんなことがされております。それは県の森林組合関係のビル

であるとか、そういうのも建てたと思うんですけれども、何とか日本全国でそうい

う動きがある中で宍粟市もそういうことを進めていくことによって、宍粟材のＰＲ、

そして内地材のＰＲということに努めていくことが必要なんじゃないかと、今は。  

  それこそ地域経済の循環調査の中でも例として取り上げておりました山形県の金

山町ですか、そういうところには古来からの工法がある。白壁の切り妻のおうちが、

そこでは定番のおうちがあると。それを域内だけではなく域外にも提案しようとい

う動きがとられております。そして、いろんな形で東京にも進出しようというよう

なことが計画されてやっておられます。  

  そういう意味においては、やはり自分のところでできたものを外へ出していこう
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と。今はほとんど外から来た何々ハウスとかいう家が、ほとんどそういう家がどん

どん建ってますよね。あれを見ると、何か宍粟材、宍粟材といいながら、ああいう

家しか建っていかない、何でだろうなというふうに思うんです。そういう部分にお

いて、やはりそういう部分を表向きにどんどんどんどん市の姿勢として出していく

ことによって、せっかくいろんな補助事業もあるんですけれども、その補助事業に

よってできた家って、本当にこれ宍粟材がどこに使われとるんかなというようなこ

とにもなります。見受けられます。もっともっとその辺に力を注いでいただきたい

と思うんですけど、いかがでしょう。  

○議長（東  豊俊君）  福元市長。  

○市長（福元晶三君）  当然でありますので、その方向で力を注いでいかないかんと

いうことであります。ただ、ＣＬＴについては、県の林業会館が５階でできました。

実は前回の住宅についても、大変申しわけないんですけども、コストは全然、現段

階では非常に、なかなか厳しい状況でありましたので、ああいう形。しかし、可能

な限り木質化を図っていこうということでございますし、今、こども園等々につい

ては、当然、宍粟材で約７割大体使って、建物ということでやっています。ただ、

今後はその方向を向いていろんな形で、国もいろんな支援をしておりますが、ただ、

今の段階では、住宅についてはそういう状況でありましたので、今後またそういう

ことは努めていきたいと、このように考えています。  

  ただ、民間の住宅は、よく御承知のとおり、若い人たちがどんどん建てていくん

ですけども、いろんな考え方の趨勢によって、私が聞いておる範囲ですが、いろい

ろ、やっぱり従来でしたら 100 年もたすというようなことで、非常にはりも大きく、

それから無節とかいろんな形でやっておったんですが、今は化粧がして、材がとい

うことで、節があろうがなかろうが、化粧の中は使うんですが、ただ、若い人たち

は 100 年というより 30 年、 40 年もてばいいという考え方でハウスをすると。それ

で、それは当然経費の問題含めて。なかなかそこへ及んでいかないということがあ

りますが、ただ、そうばっかり言いませんので、可能な限りやっぱり宍粟の材、あ

るいは県産材、国産材使っていただく方向をこれからも進めていくことが大事だと、

このように考えています。  

○議長（東  豊俊君）  11 番、飯田吉則議員。  

○１１番（飯田吉則君）  昔はやはり無節とか、そういうものを重宝されて、やっぱ

りなかなか宍粟の材の中にはそういうすばらしいものがとりにくいということで、

他の地域におくれをとっておったというような状況があったと思うんですけれども、
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２年ほど前に県産木材センターに視察に行ったときに、最近はなかなか趣向が変わ

ってきて、節がいっぱいある木が結構重宝されるんですということを向こうの方が

おっしゃってました。やはり時代の流れでいろんな趣向があると。それを先駆的に

取り入れていって、ＰＲしていくということも必要じゃないか。  

  最近は結構ああいう何とか住宅を建てる人、反面、木ばかりでつくるログハウス

的なものをつくっておられる方もおられます。そして、まきストーブを入れるとか、

そういう形での、何か一時代前の生活に憧れる人もふえてきてます。そういう意味

においては、やはりそういうところをＰＲしていくことも必要じゃないかな。やは

り環境という中で、バイオマス化を進めていく、自然エネルギー化を進めていく、

自給率を高めるということにつながっていくのも、その辺からだんだん市民の考え

方を変えていくということも必要じゃないかなというふうに考えるんです。  

  お風呂をガスでたく、電気でたくという時代はもう今当たり前のようになってる

んですけれども、昨日から見てますと、千葉県の停電、あれ停電したおかげで何も

できないという状況が今続いてます。お風呂も入れない、水も出ない、何もないと

いう状況が続いてます。そういうことを考えていくと、今からの時代、逆に昔へ回

帰していくという状況をつくっていくことも、そういう提案をしていくことも行政

として必要な部分があるんじゃないかなというふうにも考えるんですけど、その辺

どうお考えでしょうか。  

○議長（東  豊俊君）  産業部長。  

○産業部長（名畑浩一君）  先ほど市長のほうから、住宅の考え方、若者の考え方の

ところのお話もあったんですけど、今現在、宍粟で森の家づくり事業をやってるん

ですけれど、これで年間、今日でございまして 70 から 90 件ぐらいの申請になって

きております。それで、その中で宍粟材を使ったところの部分と、あと市内業者を

活用された場合に若干補助金に増減をつけております。当初はなかなか、先ほど飯

田議員がおっしゃったように、市外の大手メーカーのプレハブといいますか、そう

いったものも結構あったんですけど、最近はそういった市内業者であったり木材利

用のほうも活用されております。  

  今から考えていくのは、今、木材の宍粟材の使用の部分ですけれど、構造材の部

分に補助金を充てるというようなこともあったんですけど、結構今、内装材のほう

でも宍粟材のほうも活用されておりまして、部分的に宍粟の内装材を使う、こうい

ったところにも光を当てていかなければならないのではないかなと考えてございま

して、要綱の改正に向けてまた調整をしていきたいと、このように考えております。  
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  それと、自然回帰といいますか、やはり有事の際とかになってくると、やはり電

気が使えないということで、全てがストップしてしまいます。行政も電気がとまっ

ちゃうとコンピューターが使えなくなるので、本当に非常に困難すると思うんです

けど、やはりそういうときに備えて、やはり一番人間の原点に返った生き方とか、

そういったところも当然予測しなければならないと考えており、当然その生活する

中ではやっぱりそういう木材の利用とか、そんなところも一つの考えていかなけれ

ばならないところかなと考えております。  

  以上です。  

○議長（東  豊俊君）  11 番、飯田吉則議員。  

○１１番（飯田吉則君）  考え方を押しつけるわけではございませんけれども、やは

りそういうところから木材、この宍粟市の強みというものをどこで利用していくか

という部分につながっていくんではないかと思います。  

  その次の里山整備事業の部分ですけれども、つながると思うんですけれども、要

は美しい森林環境ですか、そういうモミジの山とか桜の並木をつくりたいという思

いは十分わかるんです。そういうことをやられて、きれいな景観で人に喜んでもら

っている地域もございます。しかしながら、宍粟市は放っておいても美しい森林環

境にあるというふうに思うんです。  

  先日もあるセミナーに行ったときに、外務省の官僚の方でしたけれども、こんな

美しいところに住まれているというようなお言葉をいただきました。しかしながら、

その環境がだんだん薄れてきている、壊れてきている。先ほど市長の口からも荒廃

する部分という言葉がございましたけれども、やっぱり農地は荒れ放題になってい

る部分がある。そして山も、農地に植えたがゆえに道路まで迫ってきた山がいっぱ

いある。山というんですか、森がいっぱいあるという状況です。そしてそれがその

まま放置されているという状況が続いております。そこを切ってモミジにかえる、

桜にかえるという状況を想定されておるのか。今現状、事業をされておる方々の計

画について、当局のほうとしてはどういう関連性を持っておられるのか、ちょっと

その辺をお伺いしたいと思います。  

○議長（東  豊俊君）  産業部長。  

○産業部長（名畑浩一君）  現在取り組まれている事業体といいますか、自治会とか

地域団体ですけれど、やはり主体的な計画に基づいて、それを事業として認めてお

ります。過去の例ですけれど、やはり自治会の裏山が非常に荒れてきている。間伐

もされずに、大きくならない木ばかりなので、ほとんど皆伐されて、そこに桜、モ
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ミジを植えられている、こういった例が非常に、そういった方向になるのではない

かなと今後も考えております。  

○議長（東  豊俊君）  11 番、飯田吉則議員。  

○１１番（飯田吉則君）  確かに放置林を整備するという中での植林ということにつ

いては当然であろうと思うんですけれども、やはりもう少し踏み込んだ部分で担当

課のほうとしてはいろんな意見を言う必要があると思うんです。ただ単に地域がや

られるからいいじゃないかということじゃなしに、反対をしているわけじゃないん

ですけれども、やはりある程度の市としての計画、こういうふうなものにしたいと

いうことをやはり伝えていって、そういう協力をしてもらうという仕方が必要じゃ

ないかなと。どこでもここでも桜を植えるという状況、どこでもここでもモミジを

植えるという状況、こんなところにこんなモミジの林があるとかいうような状況で、

本当に美しい景観と言えるのかどうか。モミジさえ紅葉すればそれが美しいのかと

いう部分はあろうかと思うんで、やはりその辺に一定の市としての計画性というも

のが必要じゃないかと思うんですけれども、その辺はどうお考えでしょうか。  

○議長（東  豊俊君）  産業部長。  

○産業部長（名畑浩一君）  今回要綱等を改正しました大きなところには、期間を一

定５年間なり整備のほうをお願いする、責任を持っていただくといったところがご

ざいます。これはやはり地域での取り組みを継続して取り組んでいただく、ただ単

に植樹するだけで終わらなく、後の管理も担保していただく、こんなところもあろ

うかと思います。  

  やはり地域でいろんなことを意見出し合って、例えば子どもがちょっと山に行っ

て遊ぶ遊具を置くとか、そういったことも当然必要かと思いますし、そんなことも

提案される事業もございますので、やはりより有意義な、地域がまとまるような計

画書を出していただく、組んでいただく必要があろうかと思います。そのために、

市としてもいろんな先駆的な事例とかも集めまして、アドバイスなり支援をしてい

きたいと、そのように考えております。  

○議長（東  豊俊君）  11 番、飯田吉則議員。  

○１１番（飯田吉則君）  そういう形で、何とかちゃんとした計画で、ちゃんとした

ことをやっていく、それが地域の人にとっても後々やっていくことに対して、それ

がきちっとできていることによって後の管理ができていくという形で進められると

思うんで、その辺だけ、入り口をしっかり当局のほうでお世話していただきたいと

いうふうに思うんです。  
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  その中で、この里山に近い部分で、最近、里山と呼べばいいのかどうかわからん

のですけども、ナラ枯れ病が最近目立っております。一宮の入り口の辺なんですけ

どもね。北部の。それをこの前林業振興課のほうにお伺いしました。すると、それ

は市の職員からも聞いておると、そういうことで、県の光都のほうにも連絡して、

一度調査をしてもらうというようなことは聞いたんですけども、この辺は、但馬の

ほうが大発生したときに、波賀町のほうへ飛び火して、波賀のほうで１回あったそ

うなんですけども、今はほぼ収束しておるということで、この病気は 100％枯れて

しまうというんじゃなくて、多ければ半分近く枯れるというようなことで収束して、

また日をおいて起きるというような状況だというふうに聞いております。  

  そんな中で、ある人は自然の間伐みたいなものであると考えることもできるとい

うようなことをおっしゃってましたけども、これも先ほど言ったように、この辺が

林業で、まきで、炭で、それを生計立てていた時代には、一定周期で切っていくこ

とによって、何という虫でしたかいね、その虫がその木に宿って卵を産みつけて、

その中で繁殖して次へ行くと。カシノナガキクイムシかな。ちょっと長い名前で、

ちょっと記憶してませんでしたけども、それが次々と木を移っていくという状況で

あるということなんです。  

  ということで、今見ていくと、そういうことが大きな木が残ってくるということ

を何とかして防がなあかんというのが私ずっとかねがね思っておったんですけれど

も、だから、この間も言ったように、前の委員会の中でもお願いしたんですけれど

も、要は人工林ばかりに目が行ってしまって、自然林、そういう木のところを手つ

かずでいってしまう。これも大変恐ろしいことやと思うんです。防災面にしまして

もね。そういう先ほどあった中に防災面についてという部分にあったんですけれど

も、そういう病気が蔓延することによって、人家の裏の雑木山が崩れるということ

も可能性としてはなきにしもあらずという部分があろうと思うんで、できるだけそ

ういう部分についての整備をできる環境づくり、施策を打つという部分について、

何かお考えがあれば教えていただきたいんですけども、いかがでしょうか。  

○議長（東  豊俊君）  福元市長。  

○市長（福元晶三君）  ナラ枯れは県下全域でいろいろな課題として、但馬を含めて、

丹波もそうでありますが、集中的に防除をやって、一時期宍粟も少しあったんです

が、必ずしもその防除が有効ではないということで、今は新たに木に注射したりす

るいうこともあるんですが、一度今の一宮の例については私も一遍確認をしてみた

いと思います。  
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  ただ、里山を含めて、広葉樹の林や天然林もしっかり守っていかないかんという

ことと、同時に、それかてていつまでも放ったらかしにはいかんので、サイクルを

もって切っていって、自然的に生えるのはおよそ 10 年ほどかかるということなん

で、これはこれから非常に大きな課題だと思いますが、そのことも抜きにはするわ

けにはいかないので、人工林、それから自然林含めて、今後考えていく必要がある

だろうと、このように思っております。  

○議長（東  豊俊君）  11 番、飯田吉則議員。  

○１１番（飯田吉則君）  先ほどから申しております自然林の荒廃という部分につき

ましては、これも先ほどから申してますように、炭を焼いたりまきをつくったりと

いう昔の生業が成り立たなくなった状況、要は化石燃料が台頭してきたことにより

まして必要とされなくなったという部分が多くございます。そんな中で、逆にその

産業自体がほとんどなくなってきております。  

  また、シイタケにしましても、原木栽培というものが一宮を初めとしてかなりの

産業としてございました。それもほぼ数軒に、数えるほどになっております。産業

の中で、生産物の中でもわずかになってしまっている状況です。それが逆に市場で

は重宝されておるという状況も見受けられます。  

  だから、今、産業がなかなか発展していかない、また新たな産業が取り入れられ

ない中で、回帰していくという、先ほども申しましたように、そういう部分を新た

な事業としてまた展開していける宍粟でありたいというふうに思うんですけれども、

その辺を何とか政策上で推進していくというようなお考えはございませんでしょう

か。  

○議長（東  豊俊君）  産業部長。  

○産業部長（名畑浩一君）  ＳＤＧｓの考え方、宍粟市はやはり強みを生かしていく

とお答えしたと思うんですけど、やはり農であったり林、この部分は宍粟の資源で、

大部分を占めております。ここを活用するということが非常に大事かと思います。  

  それで、その活用の仕方ですけれど、今からやっぱり付加価値をつけていく、商

品価値をつけていくということがやっぱり、もうかる林業であったり、もうかる農

業になってくるのではないかなと考えております。その意味では、この部分をやは

り政策として制定して施策を展開していく、このことが必要でありますので、議員

おっしゃるとおり、この部分はしっかり取り組んでいかなければならないと考えて

おります。  

○議長（東  豊俊君）  11 番、飯田吉則議員。  
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○１１番（飯田吉則君）  その部分について、補助をしろとか、そういう部分じゃな

くて、市の姿勢としてそういうものを推し進めていくんだという姿勢をどこかであ

らわしていただければ、取り組み方も変わってくると思うんです。いろんな意味で、

今そこで行き詰まっている方もおられると思うんで、やっぱり市も頑張ってやろう

としてくれているという部分について表明していただくことによって、やっぱりそ

の辺が生業として頑張ってみようという方もまた生まれてくる可能性大いにあると

思うんで、その辺のところを今、ＳＤＧｓでという言葉で済ませてしまうわけには

いきませんので、その辺取り組んでいっていただきたいというふうに思います。  

  次、最後に、公共交通の部分なんですけれども、本当に大層お金をかけて今走ら

せていただいております。そんな中で、なかなか乗車がない地域、確かにございま

す。今月もゼロやったなという実績を見まして、何でかなというふうに思うんです

けれども、考えてみれば、その地域に本当にその車に乗らなければならない人がい

るのかなということがあるんです。よく委員の中で、そこ何人の人口があるんです

か、そしてそれは本当に必要な人が何人おられるんですかということを質問されて

おる委員がございました。確かにそうだと思うんです。本当に家族がいて、乗る必

要のない方もおられます。しかしながら、走らせなければならないから走らせてい

るという状況、これもあるんです。  

  だから、その辺のところをいかにして話し合いで解決していくか。そこが一番肝

心なところやと思うんですよ。本当に走らせると言うた以上絶対走らせるんやとい

う考え方もございますしね。昔ございましたデマンド方式であるとか、この地域に

は仕方がない、ほんまに１人、２人の方しか利用されてないんやったら、その人が

必要なときにこの車を利用できる状況をつくろうという、そういう別な考え方、定

時運行やなしに、それも恐らくデマンドになろうかと思うんですけれども、そうい

う考え方、または、昔、染河内地区でございました、車を町から提供して、地域の

ボランティアで運行する、これについてもいろんなところで法律の改正がございま

して、こういう場合においてはそういう運送業の許可がなくてもできるという考え

方が示されております。  

  そういうところをいろいろと研究していただいて、どのやり方が一番適切なのか

ということをやっていただきたいと。今のままでは全体が潰れてしまう可能性があ

るので、切るんじゃなくて、次の方法を考えるという提案をしていただきたいなと。

だから、いつもいつも言ってます、切ってはならないという、これは当然なんです。

たった１人おられても、その方も市民である以上、施策の展開の中には必ずその救
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い道をつくっておかなければならないんですけれども、どういう形で救うか、手段

は別でもいいと思うんです。だから、その辺をじっくり考えていただきたいと思う

んですけれども、副市長、いかがでしょう。  

○議長（東  豊俊君）  答弁を求めます。  

  中村副市長。  

○副市長（中村  司君）  議員おっしゃるとおり、住まれている方のニーズによって

全然違ってくることもあろうかと思います。ただ、この部分はあくまでも路線バス

としての公共交通を行っております。ですから、それ以外の部分、逆に言うたら、

究極で言いますとタクシーでドア・ツー・ドアというのが理想かもしれませんけど

も、やはりその辺も、費用対効果の部分も含めまして、それから地域の皆様と協議

を重ねた上で、何が一番いいのかというのを今後検討していく、そういうふうにな

ってくるかなと考えております。  

○議長（東  豊俊君）  11 番、飯田吉則議員。  

○１１番（飯田吉則君）  確かに同じ市民、３万 8,000 余りの市民、宍粟市広うござ

います。合併した以上、一つの市民として同じものを享受させていただきたいと思

うのは皆、市民の願いやと思うんですけれども、やはり住む環境によってかなり差

が出てきます。言い方がいいのか悪いのかわかりませんけども、この山崎の市役所

を中心とする県内であれば、ある程度移動も公共交通なりを使っても可能な部分で

ございます。しかしながら、北部へ行きますとなかなかそうもいかない状況にあり

ます。  

  だから、それを皆平等だという意味で一つのものにしてしまうのはちょっといか

がなものかなと思います。やはり北部には北部なりのつらさがある部分を何とかカ

バーしていくという考え方を持っていただく、その上での提案という形で、あの人

らだけドア・ツー・ドアのタクシーやないかという考え方もあろうかと思うんです

けども、それはそれでその地域に住んでみなければわからない状況であろうと思う

んで、その辺のところを、もう少し踏み込んだところを考えていただいて、その辺

を施策に生かしていただきたいと思うんですけども、いかがでしょう。  

○議長（東  豊俊君）  中村副市長。  

○副市長（中村  司君）  地域公共交通会議の中でいろいろと事業者、あるいは地域

の皆様とも意見をいただいて、進めていくことになると思います。この公共交通の

部分の路線バスで今行っている部分、この部分の施策としてはこれで進めていくと

いうことで、他の部分で逆に検討する。この部分で、同じような土俵の中でという
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のはちょっと難しいかなと考えますので、その部分も含めて協議をさせていただき

たいなと考えております。  

○議長（東  豊俊君）  11 番、飯田吉則議員。  

○１１番（飯田吉則君）  その公共交通の枠の中で考えるんじゃなしに、別段の手段

を、何らかの手段を考えていただきたい、そういうふうにお願いしたいと思います。  

  終わります。  

○議長（東  豊俊君）  これで、 11 番、飯田吉則議員の一般質問を終わります。  

  ここで休憩をいたします。  

  午前 11 時 35 分まで休憩をいたします。  

     午前１１時２２分休憩  

                                       

     午前１１時３５分再開  

○議長（東  豊俊君）  休憩を解き、会議を再開いたします。  

  これより宮元裕祐議員の一般質問を行います。  

  ２番、宮元裕祐議員。  

○２番（宮元裕祐君）  ２番、宮元裕祐です。議長から発言の許可がありましたので、

通告書に基づき一般質問をします。今回は大項目として三つの質問をいたします。  

  まず、地域医療の維持と充実について質問いたします。  

  地域医療の維持と充実には、北部地域では国保診療所である波賀診療所の役割が

重要であると考える。波賀診療所は本年３月末に医師が退職されて、４月からは宍

粟総合病院から医師が派遣され、診療をしています。火曜日の午前中と水曜日の午

前、午後の 1.5 日の診察時間で、従来の 4.5 日から比べると３分の１の診察時間と

なっています。  

  診察時間の減少により、従来からの患者さんは不安と不便を感じていると聞いて

おります。新たなかかりつけ医を紹介していただいたり、御自身で探して自宅から

離れた医療機関に通院されています。地域の方々が安心して暮らせる医療の提供は、

市の役割が大きいと思います。診察時間の充実のための市総合病院との今後の連

携・診療体制を問います。  

  次に、子育て世代からの要望がある高校生以下のインフルエンザ予防接種費用の

補助金についての研究・検討状況をお伺いいたします。  

  この件は昨年 12 月議会で一般質問をいたしました。その後、市が開催するタウ

ンミーティングでも市民からの要望があったようです。現在、高校生以下は医療費
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が無償となっておりますが、インフルエンザの予防接種費用の補助は子育て世代の

負担軽減になると考えています。市の研究・検討状況をお伺いいたします。  

  続いて、スポーツ振興と支援、施設の整備についてお伺いいたします。  

  新たなスポーツ、オンラインゲームのｅスポーツや、若者スポーツ、ボルダリン

グ、スケートボード、ＢＭＸなどの振興支援策は、若者世代の定住や移住、そして

人口減少対策としても、同僚議員から今までも一般質問、提案されています。また、

こういったスポーツ振興は関係人口にも効果があると考えております。  

  スポーツの振興は若者世代の交流の場所づくりにつながると考えます。スポーツ

施設の整備だけでなく、スポーツで頑張っている若者世代を支援をしていく取り組

みは、市の重要な役割とも考えます。市の考えをお伺いいたします。  

  オリンピック聖火リレー通過に決定した音水湖カヌー施設の整備計画運営には、

地域経済活性化策が重要と考えております。音水湖でのカヌー競技や、教育施設と

して、そして観光・レジャー施設として宍粟市の魅力の重要拠点だと考えます。今

後はスポーツ施設から宿泊、飲食を伴うさらなる振興策が必要と考えます。市の考

えをお伺いいたします。  

  西播地区では姫路球場に次ぐ規模、波賀メイプルスタジアム、規模として両翼が

98 メートル、中堅 122 メートルあります。市内のスポーツ大会だけでなく高校野

球の地区大会にも使用されています。県内の高校球児が夏休みの合宿や練習などに

も使っています。大学や社会人のチームも利用し、宍粟市の交流人口、関係人口の

増加に寄与しています。さらに充実するために、バックスクリーンの電光掲示板化、

観覧席などの再整備が必要と考えます。今後の整備計画、運営をお伺いいたします。  

  最後に、市内の雇用の創出と市内企業振興策についてお伺いいたします。  

  市内企業の撤退、ランドセルメーカーのセイバンやＡコープの閉店、また個人事

業主、中小企業の縮小、廃業が相次いでいます。市民は生活、雇用や収入の不安、

事業主は消費増税も間近に控え、経営、売り上げに対する不安があります。特に今

回の消費税８％から 10％の増税は、軽減税率はスマホ決済、キャッシュレス決済

の推進、またポイント還元など、今までの消費税の増税のときとは違いがあります。

雇用の創出と確保の施策の効果をお伺いいたします。また、市内企業の振興策と支

援策の周知と取り組みの効果をお伺いいたします。  

  以上、大項目三つの質問をいたします。  

○議長（東  豊俊君）  宮元裕祐議員の一般質問に対し、順次答弁を求めます。  

  福元市長。  
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○市長（福元晶三君）  それでは、宮元議員から大きく３点の御質問がありますが、

私のほうから地域医療の関係と雇用の創出、このことについて御答弁申し上げたい

と思います。スポーツ振興等々につきましては担当部長等々から答弁をさせたいと

思います。  

  １点目の波賀診療所の充実についてでありますが、本年３月末の医師の退職に伴

いまして、４月以降は、ただいまありましたとおり、公立宍粟総合病院の協力を得

て、佐竹院長を初め３名の医師の派遣を受けて週２日、火曜の午前、水曜の午前、

午後の診療を行っていただいております。診療時間の充実につきましては、上半期

の診療状況により見直しを行うこととしておりまして、現段階では 10 月の 24 日か

ら診察日をふやして週３日、火曜、水曜、木曜の午前に診察を行う予定としており

ます。今後におきましても、総合病院との十分連携の中で、地域医療の一歩充実に

努めていきたいと、このように考えております。  

  ２点目のインフルエンザ予防接種の助成、このことについてでありますが、お話

がありましたとおり、昨年の 12 月議会においても御質問いただきました。私自身

も子育て世代の皆さんといろいろお話しする中で、この要望も多いと、このように

承知をしております。インフルエンザの予防接種を取り巻く経緯や課題、特に任意

の接種である子どものインフルエンザ予防接種に対し助成をすることによって、市

が予防接種を積極的に勧奨していると捉えられる懸念があると、このようにもお答

えもさせていただいた。  

  御承知のとおり、かつてインフルエンザによっていろんな弊害があるということ

で社会問題にもなった経緯もあります。しかしながら、予防接種のガイドラインに

感染を完全に阻止する効果はないものの、インフルエンザの発症を一定程度予防す

ることや、発病後の重症化や死亡を予防することに関しては一定の効果があると報

告されておりまして、これらを総合的に勘案し、宍粟市におきましても、子育て世

代の経済的な支援だけではなく、感染症予防の観点から、当面でありますが、現在

のところ、１歳から中学３年生までの助成について検討を進めてまいりたいと、こ

のように考えておりまして、本年の予防接種に間に合うようにその結論を出してい

きたいと、このように考えております。  

  次に、雇用の創出と市内企業振興策についてでありますが、市内企業や事業所の

閉鎖、あるいは撤退等がある中、市としましても、これまでもそうでありますが、

雇用の創出、確保は大きな課題であると、このように認識をしております。  

  １点目の雇用の創出と確保の施策についてでありますが、平成 29 年度からは市
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の事業として無料職業紹介所を開設し、昨年の７月から市役所１階に宍粟わくわー

くステーションとして業務を拡充し、求職者への丁寧な対応、支援により、開設１

年を経過したところでありますが、求人の企業さんと求職者を合わせて延べ 2,064

名に現在来所いただいております。市内企業に 123 名の就職を実現したところであ

りまして、このところについては、一定でありますが、雇用の確保に貢献しておる

と、このように考えております。  

  また、商工会、西兵庫信用金庫との３者連携によりまして、若者の雇用機会の拡

大、あるいは高校生の地元就職等につなげる施策として合同企業説明会「ジャンプ

アップ宍粟」を開始し、ほかには市内の進出企業、または市内企業を市外へ流出さ

すことのないよう、市内での移転にとどめる産業立地促進に関する支援等を展開す

る中で、雇用の場の創出だったり維持、確保に努めておるところであります。  

  ２点目の企業の振興策、支援策の周知についてでありますが、市のホームページ

などでのお知らせのほか、商工会との事業連携の中で、経済懇談会等、年３回から

４回実施しておりますが、その場で支援策を紹介するなどして事業周知に努めてお

るところであります。  

  また、効果に関しましては、市が市内金融機関に産業振興資金として貸し付けた

資金と金融機関の自己資金で融資を行う産業振興資金融資事業、また、この融資事

業の利用者に対する利子補給事業は毎年多くの中小事業者が利用されておるところ

であります。平成 30 年度の資金融資は 36 件で１億 5,000 万円余り、利子補給は

131 件で 300 万円余りの実績となっております。これらも一定中小企業等の産業振

興に寄与していると、このように捉えておるところであります。  

  そのほかにも商工会、金融機関、行政との３者連携による宍粟ビジネスサポート

を積極的に開催するなどして、企業間の情報交換、あるいは連携の促進や販路拡大、

こういったことを図っております。昨年度もそのビジネスサポートを通じて参加さ

れた企業間で数件の商談も成立したところであります。また、産業立地促進に関す

る支援、さらに従業員の奨学金返済補助を実施する企業への支援策など、中小企業

にとって有益な事業を現在推進しております。今後もさらなる周知、支援に努めて、

振興策、支援策の実施の中で市内の中小企業の振興に寄与していきたいと、このよ

うに考えております。  

  以上であります。よろしくお願い申し上げます。  

○議長（東  豊俊君）  答弁を求めます。  

  まちづくり推進部長。  
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○まちづくり推進部長（津村裕二君）  私のほうからは、スポーツ振興と支援、施設

の整備についての御質問にお答えをいたします。  

  まず、ｅスポーツなどの新たなスポーツやボルダリング、スケートボード、ＢＭ

Ｘなどの若者スポーツへの振興支援策についての御質問にお答えをいたします。  

  ｅスポーツは本年 10 月のいきいき茨城ゆめ国体で文化プログラムとして初めて

の競技会が予定をされています。また、スポーツクライミング、スケートボード、

ＢＭＸなど若者に人気がある種目が来年の東京 2020 オリンピックの競技種目とな

っているところでございます。  

  このように、近年は次代を担う子どもや若者を引きつける新たな競技もふえてき

ておりまして、これらの競技を含めて、スポーツをする、見る、支える、そのよう

な市民をふやしていこうと、こんな取り組みを一層推進していく必要があるという

ふうに考えております。  

  現状の市の支援策といたしましては、市民の競技スポーツの推進と青少年の健全

育成を目的とするスポーツ大会出場奨励金制度を設けておりまして、オリンピッ

ク・パラリンピック、アジア大会などの国際大会や国体、全国大会と同規模の大会

に出場される市民の方への直接的な支援を行っております。  

  また、従来の競技スポーツに加え、新たなスポーツに関しましても、今後、体育

協会やスポーツ推進委員会等と連携をさせていただきまして普及啓発を図っており

まして、また、今後もこれらの支援を引き続き行ってまいりたいというふうに思い

ます。  

  また、新たなスポーツや若者スポーツの場づくりも必要なことと考えております

が、現在使われている施設の改修や、新たに施設を建設するというふうなことは現

時点では非常に厳しいというふうに考えておりまして、今後、公共施設の整理、統

合を図っていく中で活用できる場所等が見出せればというふうに考えております。  

  なお、ｅスポーツにつきましては、スポーツ大会出場奨励金の対象とするのは、

現時点では難しいというふうに判断しておりまして、今後の国県のスポーツ振興施

策を注視していく必要があるかなというふうにも考えております。  

  次に、メイプルスタジアムのバックスクリーンの電光掲示板や観覧席などの再整

備についてでございますが、メイプルスタジアムは硬式野球の公式戦にも使用でき

る球場でありまして、議員御指摘のとおり、高校野球の予選大会にも使用されます

ほか、軟式野球やソフトボール、グラウンドゴルフなどの競技スポーツ、また地域

の運動会やイベント等にも使用されております。  
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  電光掲示板等の高機能なスタジアムに改修する必要性は今のところそんなに高く

はないのかなというふうに考えておりまして、メイプルスタジアムも含めまして、

市のスポーツ施設の多くは経年による老朽化が進行しております。今後の各施設の

維持修繕には多額の費用が必要となる見通しであることから、市全体のスポーツ施

設のあり方を検討する中で、またメイプルスタジアムの長寿命化や維持修繕、再整

備の必要性につきましても今後検討を進めてまいりたいというふうに考えておりま

す。  

  以上でございます。  

○議長（東  豊俊君）  産業部長。  

○産業部長（名畑浩一君）  私からは、スポーツ施設を通じた宿泊、飲食を伴うさら

なる振興策についての御質問にお答えをいたします。  

  当市では、学生、生徒及び児童の合宿の宿泊に要する経費を支援することにより、

合宿の開催誘致を促進し、観光入り込み客及び宿泊者の増加を図り、滞在型観光の

推進及び地域経済の活性化に取り組んでおります。実績では、平成 24 年度から平

成 30 年度の７年間に約 7,000 万円の消費額、うちカヌー関連では 1,200 万円の消

費額となってございます。施設整備の効果があらわれていると考えております。  

  今後におきましても、スポーツ施設を中心に合宿誘致を推進し、地域経済の活性

化に貢献していきたいと考えております。  

  以上です。  

○議長（東  豊俊君）  ２番、宮元裕祐議員。  

○２番（宮元裕祐君）  それでは、一つ目の質問から順番に再質問させていただきま

す。  

  まず、波賀診療所、こちらのほう、総合病院から医師の派遣いう体制にこの４月

からなっているんですけれども、今までは波賀診療所というのは、波賀診療所の医

師を今までは探してて、そしてその医師住宅も整備、市としては持っておるんです

けれども、今後、今は総合病院からの医師の派遣なんですが、今時点、そして今後

は、もうこれから波賀診療所の先生というのは探されないということなんでしょう

か。  

○議長（東  豊俊君）  福元市長。  

○市長（福元晶三君）  昨年も多分議会の質問の中で御答弁申し上げて、考え方を一

部お話ししたかと思うんですが、その点ではちょっと重複するかもわかりませんが、

波賀診療所の先生については、当然のごとくこれまでもいろいろお願いをしてきた
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ところです。結果としてどうもならんという状況であります。したがいまして、総

合病院の一つの組織として加わっていくことによって医師確保していきたいという

ことに少し変更したところであります。  

  したがって、総合病院もなかなか医師確保も厳しい状況でありますが、何とか診

療所の維持をということを踏まえると、総合病院の組織に入れていくことによって、

総合病院から医師をそこへと、こういうことにしておりまして、今後その方向の中

で進めていきたいと、このように考えております。ただ、今の現段階では、条例と

かいろんな面ではそれに加わっておりませんが、今その方向でいろいろ議論をして

おるという状況であります。そういう方向で今後は進めていくことが波賀診療所の

維持につながっていくと、このように考えております。  

○議長（東  豊俊君）  ２番、宮元裕祐議員。  

○２番（宮元裕祐君）  決算のほう、また始まるんですけれども、総合病院は総合病

院で決算が出て、そして国保診療所は国保診療所のほうで決算が出ております。こ

ちらについてはまた別の機会に質問させていただきたいなと思うんですけれども、

今回、午前中いいますか、同僚議員から総合病院についての質問がありました。そ

の中で、医師の確保いうことで、常勤の医師が 28 名、うち５名が研修医、そして

非常勤が 25 名、合計 53 名の総合病院のほうでは医師確保いうことで運営されてい

るんですけれども、やはり答弁を聞いておりますと、どうしても総合病院が今手い

っぱいというようなニュアンスで捉えております。そして、波賀診療所まではちょ

っと手が回らんような医師の確保の状況かなと思っておるんですけれども、総合病

院としては今後も医師の確保ということで、波賀診療所、週３回、午前中だけなん

ですけれども、これが、これからまだ週５回、５日、午前中だけとか、そういった

形にもできるように今後進めていただけるんでしょうか。  

○議長（東  豊俊君）  総合病院事務部長。  

○参事兼総合病院事務部長（隅岡繁宏君）  宍粟総合病院からの波賀診療所の応援と

いうことで、現在、午前を二つと午後が一つということで、火、水と水曜日の午後

というふうな形でいっております。総数は同じなんですけども、患者さんの利便性

も考えて、 10 月から、 10 月の途中ですけども、火、水、木の午前に変えると。現

在の我々宍粟総合病院の陣容、医師の数、配置状況から考えると、この今の３コマ

ですか、３日の部分が限界だなというふうに考えております。  

  ただ、そういった中で、先ほど来あったように、ある一定数の医師の確保もなさ

れておりますので、救急も含めた中の医師のいろんな割り振りの変更であったり、
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それから、来年４月につきましてはまた新たな医師が来て、また去っていく医師、

いわゆる人事異動、異動もあろうかと思います。そういったことも踏まえながら、

４月以降その部分を拡充するかどうかについてはまた年末から年明けぐらいにはま

た考えていきたいなというふうに思っています。  

○議長（東  豊俊君）  間もなく正午になりますが、このまま会議を続けます。  

  ２番、宮元裕祐議員。  

○２番（宮元裕祐君）  ４月から今までは佐竹院長、そして両名誉院長、山崎、２人

おられたんですけれども、そういった方が現状、波賀診療所で午前午後、 0.5 日ず

つなんですけれども、おられたんですけれども、そういった名誉院長、また名誉院

長が診察していただいたんですけれども、その方々の感じとしては、波賀診療所に

対しては３日が限界なのか、それともやはりもう少しふやしていかんとあかんとか、

そういった話し合いはされたんでしょうか。  

○議長（東  豊俊君）  総合病院事務部長。  

○参事兼総合病院事務部長（隅岡繁宏君）  現に当院から波賀診療所に派遣している

３名の医師については、今それぞれ行っている部分の負担度という意味合いにおい

ての話はしております。引き続き協力いただけるのかどうかという視点でのお話は

しておりますが、全体、今後いわゆる波賀診療所をもっと人的な応援の面で協力し

ていくべきかどうかという部分については、病院全体の運営といいますか、人の配

置等々の問題もありますので、その辺につきましては行政部門と、それから院内の

院長なりで相談しているというのが実情でございます。  

○議長（東  豊俊君）  ２番、宮元裕祐議員。  

○２番（宮元裕祐君）  やはり総合病院も地域医療のかなめとして、午前だったのが

午後診も最近はふやされております。やはりそういったことを考えますと、病院と

いうのは午前診だけじゃなしに午後診いうのも必要、そしてまたそういって医師も

常勤だけでなく非常勤の医師も必要いうことで総合病院も運営されておりますので、

そういった観点から考えますと、やはり波賀診療所、こちらのほうもやはり診察日

というのは今後まず充実していく方向で考えていただきたいんですけれども、いか

がですか。  

○議長（東  豊俊君）  総合病院事務部長。  

○参事兼総合病院事務部長（隅岡繁宏君）  先ほど各医師の意見を聞かれましたかと

いう話もあったんですけども、今、我々のほう、病院側で聞いている部分におきま

しては、やはり午後診を入れるよりは午前診で、あるいは日にちをふやしてほしい
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という要望が強いということで、いわゆる水曜日の午後をなくして木曜日に持って

いくというのがこの 10 月から実施しようということで、その辺につきましては現

場のニーズも受けながら、病院全体の人員配置も考えながらやっていきたいなとい

うふうに思っています。  

○議長（東  豊俊君）  ２番、宮元裕祐議員。  

○２番（宮元裕祐君）  現場のニーズ、市民としてはやはり今までどおり、従来どお

り３月末までの診療時間 4.5 日、この辺の確保をしていただきたいいうのが一番市

民のニーズかなと思っておりますので、その辺に向けて今後、 10 月から火、水、

木、午前中の診察になるんですけれども、これが少しでもふえていくようにまた今

後総合病院の中で、そして波賀診療所の位置いうのをこれからも連携いうことで考

えていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  

  続いて、インフルエンザの予防接種費用なんですけれども、１歳から中学３年生

まで助成いうことも検討されているようです。また、助成を出すことによって市が

推進して、市の責任というような負の考え方もあるかなと、マイナスの考え方もあ

るんかなと思うんですけれども、やはり周辺の地域、あと子育て世代のことも考え

ますと、そういったこともあるんですけれども、十分その辺は検討していただいて、

できるだけ早くインフルエンザの予防接種費用の補助金については今後も検討して

いただきたいと思いますけど、いかがでしょうか。  

○議長（東  豊俊君）  健康福祉部長。  

○健康福祉部長（世良  智君）  インフルエンザの助成につきましては、経緯も今、

議員のほうからもおっしゃっていただいたとおりでございます。やはり経済的な負

担の軽減という、そういう見地から、何とか早期に助成に入りたいと思います。  

  先ほど市長のほうから今期のという言及もございましたが、ちょっと制度のとこ

ろをもう少し整理する必要がありますし、また予算的なこともございますので、少

し検討の時間をいただいた上で、できましたら来年度の当初予算に計上できればと、

このように考えております。  

○議長（東  豊俊君）  ２番、宮元裕祐議員。  

○２番（宮元裕祐君）  できるだけそういった方向で予算計上していただきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。  

  続いて、スポーツ振興と支援についてなんですけれども、こちら本当に小学校、

中学校、高校生、本当にスポーツ、宍粟市の子は頑張っております。毎回のように

夢公園のところ、横断幕が設置されて、それこそ宍粟から他県に行ってもそうやっ
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て代表になったり、頑張っているないう感じで見ております。  

  出場したから奨励金というのもあるかな思うんですけども、やはり子どもたちを、

スポーツの世界で頑張っている子どもたちを応援するという意味では、施設の整備

とかそういうのもあるんですけれども、やはりそれとはまた違った応援の仕方で市

が何とか、頑張って全国大会に行った、国体に行ったから奨励金というんではなく

て、頑張っている人に何かそういったような何か仕組みができないかなと思ってお

るんですけれども、いかがでしょうか。  

○議長（東  豊俊君）  まちづくり推進部長。  

○まちづくり推進部長（津村裕二君）  おっしゃるとおり、今後検討していく必要も

あろうかなというふうに思いますが、ただ、今までの従前の競技スポーツにおきま

しても、それぞれ各団体、各個人頑張っていただいておりまして、子どもたちもそ

うなんですけれども、それぞれ、先ほども申し上げましたように、する、それから

応援する、見ること、また地域全体がスポーツに対するそういった理解といいます

か、そういう機運を盛り上げていく必要があろうかなというふうにも思います。  

  現在、体育協会やスポーツ推進委員会におきましては、それぞれ広報を折に触れ

てしておりまして、頑張った方々の御紹介でありましたり、また今後行われるスポ

ーツの予定でありましたり、また新しいスポーツの紹介でありましたり、それぞれ

御協議いただいて、地域の皆さんへの初めてのスポーツなりの紹介も現にされてお

ります。そういった形で今後も進めていきたいなというふうに思っております。  

○議長（東  豊俊君）  ２番、宮元裕祐議員。  

○２番（宮元裕祐君）  やはりスポーツ施設をつくって、またそれを維持管理してい

くいうのは大変だと思うんですけれども、そういったところで頑張っておられる人

を応援するというのも市の役割やと思いますので、今後そういったことは研究して

いただいて、頑張っている人を応援していただきたい。そういうことでまた宍粟市

とのつながりとか、そういったことがより一層つながるかなと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。  

  そして、関連では、メイプルスタジアムということになるんですけれども、今後、

このスポーツ施設、市の施設に関してはいろいろと計画もある、今後の運営、整備

に関してはいろいろと計画があるようなんですけれども、やはりメイプルスタジア

ムいうのは本当にこの西播地区では姫路球場に次ぐ規模だと思っております。そし

て整備も行き届いております。しかし、やはり老朽化いうことで、観覧席がやはり

ちょっと古い感じもしますし、それとバックスクリーンの掲示板のほうもチームの
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名前をかえたりしたりするときに本当に全然見えないような状況であったりします。  

  ですから、確かに電光掲示板というものは高額かもしれませんけれども、やはり

その辺は、市としてメイプルスタジアムを今後考えていく上では、宍粟市の中でも

本当にすぐれた球場でありますので、やはりその辺には設備投資いうことは十分考

えていただきたいと思います。いかがでしょうか。  

○議長（東  豊俊君）  まちづくり推進部長。  

○まちづくり推進部長（津村裕二君）  昨日も市長答弁のほうでプールの関係の答弁

がありましたけれども、今後につきましては優先順位の中で検討ということも生じ

てくるのかなと思いますが、ただ、先ほど申し上げましたように、宍粟市のほとん

どのスポーツ施設が 20 年から 40 年を経過をしております。このまま老朽化が進ん

でいる施設を現状のまま保有していくということもいろいろ、今後の費用の維持管

理経費の増高等も予想できることでもありますので、現在、宍粟市の公共施設等総

合管理計画というふうな大きな計画がございます。その中におきまして、じゃあス

ポーツ施設については今後どうしていこうかというふうなことも検討していくわけ

ですが、その中では、やはり機能であったり規模であったり利用の状況、それと市

民のニーズ等も総合的に勘案した上で、今後、効率的な施設整備とともに、あわせ

てスポーツの振興ということも考えていく必要がありますので、そのあたり、総合

的な形で検討を加えていきたいというふうに考えております。  

○議長（東  豊俊君）  ２番、宮元裕祐議員。  

○２番（宮元裕祐君）  やはりまず第一にスポーツの振興いうことを考えていただき

たいと思います。その次に、今度市民の方々にやはり今後、このメイプルスタジア

ムを生かしていくためにはどうしたらいいか。ただ老朽化、改修費用に幾らかかる、

どうしようということではなくて、スポーツ振興と、あと地域の方々が、このメイ

プルスタジアムがある、そしてまた利用する、市外からも来られておりますので、

利用されておりますので、やはり地域の人たちの意見も、やっぱりその辺は十分聞

いていただいて、この中でのスポーツ振興いうことに対して、今後も長寿命化もし

ながら、このメイプルスタジアムというのはやはり宍粟市でも誇れる、西播磨地区

でも誇れる球場なんで、その辺は今後も考えていただきたいと思います。いかがで

しょうか。  

○議長（東  豊俊君）  まちづくり推進部長。  

○まちづくり推進部長（津村裕二君）  おっしゃいますとおり、市が独善的に行うの

ではなくて、やはりそれぞれスポーツにかかわっていらっしゃいます方、あるいは
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また、各地域においてもやっぱりスポーツ施設というのは重要な位置を持っている

わけでございまして、そのあたり、市民の方々の御意見等もよくよく聞きながら、

今後進めてまいりたいというふうに思います。  

○議長（東  豊俊君）  ２番、宮元裕祐議員。  

○２番（宮元裕祐君）  このメイプルスタジアムと関連して、先ほどカヌー競技のほ

うでもあったんですけれども、やはり宿泊施設、こちらのほうも滞在型、合宿いう

ことで、滞在型いうことで、結構なニーズがあって、売り上げも、そして地域振興

にもつながっていっているようなんで、ですから、メイプルスタジアム一つだけを

考えるのではなくて、周辺の環境、設備、そういったこともトータル的に考えてい

ただいて、スポーツ振興、そして観光であったり、地域でお金を落としていただく、

そういった施策につなげていただきたいと思いますので、メイプルスタジアムのほ

うにはやはり、単独で考えるのではなくて、トータル的に考えていただきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。  

  そして、音水湖のカヌー施設なんですけれども、宿泊、飲食、やはり大会などを

見ておりますと、やはりそこで、カヌーまつりとかやったら商工会の女性部の方々

がグルメのテントなんかあるんですけども、通常の大会の場合は本当に何もなくて、

食事をするにも途中で弁当を買って上がったり、あとまた 10 キロほど下がって道

の駅で食事されたりというような形になっております。このカヌー施設での飲食、

こちらのほうに関してはどのようにお考えでしょうか。  

○議長（東  豊俊君）  産業部長。  

○産業部長（名畑浩一君）  音水湖カヌー競技場ですけれど、拠点の施設があるんで

すけれど、そちらのほうでは食事のほうの提供はいたしておりません。飲み物等の

提供はあるんですけれど、先ほど議員がおっしゃったとおり、大会とかでは宍粟メ

イプルであったりＪＡであったりがお弁当とか飲食物を配達するような仕組みもで

きているんですけど、通常の場合は近くには何もございません。  

  こういったところでは、やはりイベントとか、期間、特に夏場なんですけど、夏

場の利用が多いとき、このときに関しては、やっぱり商業の中で経営として成り立

つようでしたら、臨時的な出店とか、そんなことも考えられるのではないかなと考

えております。ただ、それも事業者の方がいろいろ調査されてやっていただいたら

いいと思いますので、その辺の誘導であったりとか支援とかアドバイス、そんなと

ころは考えていく余地があるかと考えております。  

○議長（東  豊俊君）  ２番、宮元裕祐議員。  
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○２番（宮元裕祐君）  業者がこういったところを担うというところもあるかなと思

うんですけれども、やはり地域の方々がカヌーの競技場で来られた選手の方々を応

援したり、また、地域のここに観光に来られた方がここでカヌーを浮かべて遊んで

いただくような、そういった形にしていくということになると、やはりそういった

飲食というのは大切かなと思っております。ですから、地域の方々との、やはり業

者が出すというのもあるかなとは思うんですけれども、行政と地域の人と一体とな

ってここを盛り上げていくということも大切かなと思っておりますので、そういっ

た地域の方々との話し合いの場を持っていただいて、ここでの飲食ということを考

えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。  

○議長（東  豊俊君）  産業部長。  

○産業部長（名畑浩一君）  音水湖のカヌー施設の指定管理ということで、マックア

ースさんが引き受けて実施していただいているわけなんですけど、当然その地域と

の連携とか、例えばカヌークラブがありますけれど、クラブとの連携、こんなこと

も考えられるわけで、マックアースを中心に、指定管理者を中心に、そのような事

業展開も模索していったらよいのではないかなと考えております。  

○議長（東  豊俊君）  ２番、宮元裕祐議員。  

○２番（宮元裕祐君）  そうですね、マックアースさんとか、そういったところも交

えて話し合っていただいて、ここで競技されている方、そうした方々がまた来たい、

そして観光に来られた方、カヌーに親しんでいただいて、音水湖に親しんでいただ

いて、そこで何とかつながりがこれからも保てるような、そういったことを今後も

考えていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  

  そして、最後、市内の雇用の創出、企業振興策なんですけれども、ランドセルメ

ーカーのセイバンの撤退、こちらについて何か行政のほうで動きはされたんでしょ

うか。  

○議長（東  豊俊君）  産業部長。  

○産業部長（名畑浩一君）  うわさといいますか、店を閉めるという情報は入ってき

ております。ただ、会社から直接そういったお話があったとかいうことはございま

せん。ただ、当然、あそこの工場がなくなるということは、そこに働いていらっし

ゃる多くの地元の従業員の方、その方も非常に困られるということで、産業部から、

正式にではございませんが、中の従業員さんを通じまして、何かお手伝いできるこ

とはございませんかといったようなアクションは起こしております。  

  以上です。  
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○議長（東  豊俊君）  ２番、宮元裕祐議員。  

○２番（宮元裕祐君）  やはり波賀のほうのやはり中心部のほうで大きな工場であり

ます。また、今、従業員が本当に多いんですけれども、そういった会社がなくなる

いうたら本当に、Ａコープに続いて本当にぽっかりと穴があいてしまうんですけれ

ども、やはり行政のほうもこういった撤退、そしてまた今後どうやっていくかとい

うことも今後検討していただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。  

○議長（東  豊俊君）  産業部長。  

○産業部長（名畑浩一君）  去年ですけれど、山崎の大きな木材製造工場が閉店とい

いますか、会社のほう撤退されました。そのときもわくわーくステーションを臨時

に、特別枠といいますか、設けまして、その会社に特化したような支援を行いまし

た。支援の内容としましては、直接会社に出向きまして、従業員の方にいろんなお

話を伺ったり、情報を提供する、そういったことで集中的に取り組んだというよう

な事例もございます。また今後そういった相談がございましたら、対応は可能かと

考えております。  

○議長（東  豊俊君）  ２番、宮元裕祐議員。  

○２番（宮元裕祐君）  やはり雇用の創出、そしてまた今度働く場所、こういったと

ころが本当に重要やと、宍粟市の発展には重要だと思っております。またそういっ

た取り組みをしていただいて、今まで勤めておられた方の雇用の確保であったり、

そしてまたセイバンとの今後の話し合いによって、会社というのは工場がどのよう

に、本当に完全撤退してしまうのか、一部は残すのか、そういったところも行政と

して話をしていただいて、今後セイバンの撤退に関しては行政もちょっと積極的に

関与していただきたいなと思っているんですけれども、いかがでしょうか。  

○議長（東  豊俊君）  産業部長。  

○産業部長（名畑浩一君）  おっしゃる思いはものすごくわかります。ただ、行政と

してできること、できないことがあろうかと思います。先ほど申しましたとおり、

従業員さんの雇用の確保、こういったところは非常に大きな問題でございますので、

支援のほうも可能かと考えます。ただ、跡地の活用であったり、その後会社をどう

するのかといったことにつきましては、まだ企業が今存在するわけですので、相談

がございましたら話にも乗れるかと思うんですけど、今の段階ではどうするともお

答えすることがちょっとできないと思います。  

  以上です。  

○議長（東  豊俊君）  ２番、宮元裕祐議員。  
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○２番（宮元裕祐君）  地域の人たちはやはりあそこがぽっかり穴があいてしまうと

いうのはやはり不安にもなってしまいますので、勤めておられる方もそうなんです

けれども、地域の方の不安になります。そういったことも考えていただいて、また

行動していただきたいなと思っております。  

  そして、企業の振興策なんですけれども、紹介状やわくわーくステーション、ジ

ャンプアップ宍粟、いろいろと取り組んでおられるのは周知をしながらなんですけ

れども、やはりそういったところで、今度住み続けたい、住みやすいということを

考えますと、やはりマッチングというのがあると思います。また、ＵＩＪターンの

こともありますので、そういったところを、いろんなところに任すというのもあり

かなと思うんですけれども、積極的に関与していただきたいと思います。  

  また、消費税の増税によって本当に個人商店さんが対応が、僕はまだちょっとお

くれているんじゃないかなと思っているんですけれども、その辺の調査はされてい

るんでしょうか。  

○議長（東  豊俊君）  産業部長。  

○産業部長（名畑浩一君）  ２点あったかと思います。移住とか定住、これのことと、

マッチングの話、当然、うちも宍粟わくわーくステーション事業とか、移住定住促

進事業、これも積極的に展開しております。これらをうまくかみ合わせて、連携し

て進んでいきたいと、このように考えております。  

  ２点目、消費税のことですけれど、消費税増税については、御承知のとおり、 10

月から実施ということですけれど、各事業主の方から意見を聞いたりとか、いろい

ろ苦情を聞いているというようなことはございませんけれど、一般的に考えて、当

然、レジでの対応とか、そういったところが非常に大きな課題だと聞いております。

と申しますのも、やっぱり軽減税率とか消費税の取り扱いのことについて非常に複

雑になってきております。そのことが全事業者に確実に伝わっているかといったら、

そうではない状況でございますので、今後そういった課題が想定するわけですけれ

ど、直接相談がございましたらまた対応していきたいと考えております。  

○議長（東  豊俊君）  ２番、宮元裕祐議員。  

○２番（宮元裕祐君）  今回の消費税は本当に、ただ８％から 10％に上がるんでは

なくて、やはり軽減税率の関係で、食料品をお店から持って帰る場合とその中で食

べる場合というのやったり、あとスマホ決済、キャッシュレス決済、これによって

今度ポイント還元いうのもあります。そういったことで消費税の増税分のポイント

還元などがあります。こういったことをやはり中小企業の方、個人事業主の方、そ
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してまた、これはまた市民の方の利益にもつながると思います。ですから、産業部

とまた、商工会通してになるかなと思うんですけれども、もう一度再点検していた

だいて、個人事業主、そしてまた消費者も得するポイント還元などがございますの

で、そういったところの周知なども今後また、まだまだ取り組まないといけないと

思うんですけれども、いかがでしょうか。  

○議長（東  豊俊君）  産業部長。  

○産業部長（名畑浩一君）  議員おっしゃるとおり、商工会との連携といったところ

が非常に大事かと思います。このことを踏まえまして、最終確認しまして、商工会

とも連携して進めていきたいと考えております。  

○議長（東  豊俊君）  ２番、宮元裕祐議員。  

○２番（宮元裕祐君）  今回三つ、大項目として質問させていただきました。満足す

る答弁ばっかりじゃなかったんですけれども、これからも自分の今回質問させてい

ただいたことも検証しながら、また委員会などでも質問していきたいと思います。  

  以上、終わります。  

○議長（東  豊俊君）  これで、２番、宮元裕祐議員の一般質問を終わります。  

  ここで休憩に入ります。  

  午後１時 30 分まで休憩いたします。  

     午後  ０時２６分休憩  

                                       

     午後  １時３０分再開  

○議長（東  豊俊君）  休憩を解き、会議を再開いたします。  

  浅田雅昭議員の一般質問を行います。  

  13 番、浅田雅昭議員。  

○１３番（浅田雅昭君）  13 番、浅田です。発言許可をいただきましたので、これ

より一般質問をさせていただきます。今回は２項目についてであります。今回の質

問内容もこれまでの一般質問の継続した内容でございますので、その点どうぞよろ

しくお願いをいたします。  

  まず１点目、超高齢社会への対応についてであります。  

  高齢者が地域で生きがいを持ち、安心して暮らせるように、医療、介護、予防、

住まい、生活支援を一体的に提供するシステム、地域包括ケアシステムの構築にそ

れぞれ鋭意努力していただいておるところでございます。６月議会においてはその

うちの生活支援への対応として、「我が事・丸ごと」地域共生社会への取り組みの
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課題と方策についてをお尋ねをいたしました。今回は医療と介護、予防、これは保

健という視点でお尋ねをいたします。  

  今回私が言いたいことは、新病院の機能の検討だけでなく、地域包括ケアシステ

ム構築に向けて各方面全体的な議論が必要ではないかということです。超高齢・長

寿社会への対応としては、回復期、慢性期をどうするのか、市北部地域の医療をど

うするのか、保健機能はどうするのか、病院退院後の医療や介護をどうするのか、

これらの議論なくして宍粟市の地域包括ケアシステムの中核を担う新病院機能は定

まってこないと私は思います。午前中も将来の病院像をどない考えとんじゃという

問いもございました。考え方をお尋ねをいたします。これはストレートな質問でご

ざいますので、答弁もストレートにお願いをしたいと思います。  

  ２点目は、使い捨てプラスチック削減に向けての取り組みについてでございます。  

  このことについては、今年３月議会で質問をいたしておりました。どのような議

論があったのか、新年度予算編成に向けての考え方をお尋ねをいたします。なお、

また、この取り組みについては、環境部局だけではなく、他部局の環境に優しい市

民運動との連携が私は必要ではないかなというふうに思っております。今も消費者

協会の皆さんを中心に環境に優しい暮らしの実現に向けてさまざまな活動が行われ

ております。本当にありがたいことですけども、今後の消費者市民社会の実現に向

けて、市としてどのように考えておられるのかをお尋ねをいたします。  

  以上２点、よろしくお願いをいたします。  

○議長（東  豊俊君）  浅田雅昭議員の一般質問に対し、順次答弁を求めます。  

  福元市長。  

○市長（福元晶三君）  それでは、浅田議員の御質問にお答え申し上げたいと思いま

す。  

  １点目の超高齢化社会への対応ということであります。御質問の中にもありまし

たとおり、超高齢化社会を迎えておる中でありますが、高齢者の皆さんがまさに生

きがいを持って安心して暮らすためには、地域包括ケアシステムにおける病院の役

割は非常に重要であると、このように考えております。  

  １点目の回復期、慢性期への対応、このことでありますが、昨年策定しました地

域医療推進のための基本方針に示しておりますとおり、かかりつけ医と連携し、自

宅や施設等から円滑に入院できる体制を整え、回復期治療から退院支援まで途切れ

ることなく支援ができる地域包括ケアシステムを充実してまいりたいと思います。  

  また、慢性期の治療につきましては、慢性期病床を有する病院とのネットワーク
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により入院先を確保できるよう調整し、今後も継続して取り組んでまいります。  

  ２点目の市北部医療についてですが、北部地域の開業医の高齢化等が進むなど非

常に厳しい状況にある中、医師会、さらに公立宍粟総合病院、国保診療所、訪問看

護ステーションの連携がますます重要になってくると、このように捉えております。

特に公立宍粟総合病院と国保診療所、訪問看護ステーションにつきましては、今朝

ほどもいろいろ御答弁申し上げた中でありますが、将来を見据えて一体的な運営に

向けた検討に着手し、市民がまさに安心して医療を受けられる体制の維持に努めて

まいりたいと、このように思っています。そういう意味では、公立宍粟総合病院が

大きく役割を演じるものと、このように思っております。  

  ３点目の予防についてでありますが、地域包括支援センターを中心とし、医療、

介護のほか、高齢者の生きがいづくりを所管する部署や老人クラブ、社会福祉協議

会等の組織と連携して、健康増進、介護予防の取り組みを充実させていきたいと、

このように考えております。  

  ４点目の病院退院後の医療や介護についてでありますが、高齢者には医療と介護

の両方のサービスを必要とする方が多く、地域包括ケアシステムを推進するために

は、医療と介護サービスの連携がますます重要となってまいります。さらには、入

院・退院支援、療養支援、急変時の対応やみとり等が包括的・継続的に行われるシ

ステムが円滑に機能することが必要となってまいります。市では総合病院と医師会、

多職種の来訪による医療と介護の連携会議において定期的に協議を進めており、今

後さらにいろいろな御意見を伺いながら、在宅における支援体制を強化してまいり

たいと、このように考えております。  

  さらに、間もなく新病院の建設に向けた具体的な検討に着手するところでありま

すが、総合病院は宍粟市の地域包括ケアシステムにおける医療の拠点であり、御質

問の中にもありましたとおり、全体的な議論を通してこの新病院の担うべき役割を

しっかりと議論してまいりたいと、このように考えておりますので、よろしくお願

い申し上げたいと思います。  

  ２点目の御質問については、それぞれ担当部長より答弁をさせたいと思いますの

で、よろしくお願いします。  

○議長（東  豊俊君）  答弁を求めます。  

  市民生活部長。  

○市民生活部長（平瀬忠信君）  私のほうからは、使い捨てプラスチック削減に向け

た取り組みにつきましてお答えをさせていただきたいと思います。  
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  使い捨てプラスチックの問題につきましては、議員の問題提起以後も日本各地で

報道等に取り上げられ、大きく問題視されている現状の中で、市としてどのような

取り組みが必要なのかの議論を現在しておるところでございますが、まずは市の方

向性としまして、第３次環境基本計画への脱プラスチックの取り組み目標の明確化

が必要ではないかなということを考えているところでございます。  

  また、現在市が推進しております消費者団体、販売店、市が連携したレジ袋削減

対策でありますマイバッグ運動のさらなる強化に向けて、団体、事業者への呼びか

けや市民への啓発を進めるとともに、プラスチック製容器包装については適正なリ

サイクルに向けさらに市民への啓発に取り組み、プラスチックの利活用及び削減に

努めてまいりたいというふうに考えております。  

  また、新年度の予算編成に向けてにつきましては、市民の環境意識の向上につな

がる取り組みについて検討していきたいと考えております。  

  なお、この問題につきましては、議員御指摘のとおり、行政だけでは解決できな

い大きな問題でありますので、今後も環境に優しい市民運動を展開されております

消費者協会等々と連携した取り組みを進めていきたいというふうに考えております。  

  以上です。  

○議長（東  豊俊君）  まちづくり推進部長。  

○まちづくり推進部長（津村裕二君）  私のほうからは、御質問の最後になります、

消費者市民社会の実現に向け市としてどう考えているかということについてお答え

をさせていただきたいと思います。  

  まちづくり推進部におきましては、消費者行政の所管担当部となっておりますが、

消費者の自立に向けまして、被害に遭わない取り組みとともに、消費者市民社会を

構築することを目指しております。消費者市民社会とは、一人一人の消費者が自分

だけでなく周りの人々や将来に生まれる人々の状況、内外の社会情勢や地球環境に

まで思いをはせて生活をし、社会の発展と改善に積極的に参加する社会を意味しま

す。この消費者市民社会の構築に向け、エシカル消費という考え方に基づいた消費

行動の普及に力を入れておるところでございます。  

  エシカル消費とは、よりよい社会に向けた人や環境、地域、社会に配慮をした消

費行動のことであり、当市におきましてもマイバッグ持参運動が根づいてきました

ように、プラスチック削減に向けた取り組みが広がるよう、宍粟市消費者協会とも

連携を図りながら、研修会や講座、並びに各種のセミナー等の開催などを通じまし

て、環境に優しい消費者としての行動が宍粟市民の皆さんに浸透してまいりますよ
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うに啓発をしていきたいと、このように考えております。  

  以上でございます。  

○議長（東  豊俊君）  13 番、浅田雅昭議員。  

○１３番（浅田雅昭君）  それでは、何点か確認をさせていただきたいというふうに

思います。  

  まず、新病院の関係なんです。私、この超高齢社会への対応についてという題目

で、中身は新病院をどうするかという話なんですわ。端的に言いますと。これから

いろいろと議論、庁舎の検討チーム、それから市民や関係団体での検討委員会も立

ち上げていただいて、今からスタートしますので、それを踏まえての質問でござい

ますので、その点でよろしくお願いしたいなというふうに思います。  

  要はこれから病床数、今 199 床で稼働が 179 床、この病床数をどうするかという

のはこれからもまた議論していただいたらいいと思うんですけども、まず何点か確

認なんですけども、私はこの新病院の中で急性期と周産期、これは絶対に確保して

いかなければならないというふうに思っておるんですけども、その点で、当然今の

段階でのお答えになろうかと思いますけども、考え方をお聞かせいただきたいなと

いうふうに思います。  

○議長（東  豊俊君）  総合病院事務部長。  

○参事兼総合病院事務部長（隅岡繁宏君）  新病院の診療機能というんですか、形に

つきましては、先ほどありましたように、今後委員会のほうで議論されていくなり、

市として方向性を決めていくという形になろうかと思います。ただ、その前提とい

っては何なんですが、今現在、先ほどありましたように、急性期医療、それから周

産期医療、これについてはやっております。いつまでやるのかという部分において

も、将来的にも引き続きやっていきたいという中で、医師確保も進めているという

のが実情です。ですから、そういった今引き続きやろうとしているこの今の現病院

の姿というのが、ある程度新病院をつくる上での骨格、基礎になっていくものと理

解をしております。  

○議長（東  豊俊君）  13 番、浅田雅昭議員。  

○１３番（浅田雅昭君）  午前中も含めてこれまでの議論ありました。宍粟総合病院、

２次救急を担う播磨北部の中核病院でございますので、それは今担っていくという

話もございましたので、当然新病院の建設においてもそのことは十分念頭に置いた

議論が必要であると私は思います。そういう観点で今回取り上げさせていただいて

おりますので、その点は十分認識をお願いしたいなというふうに思います。  



－194－ 

  それから、回復期については、現在も病床機能の見直しということで、４階、５

階の病棟を回復期病棟にされておりますので、今後の新病院についても、これから

の社会いうか、人口構造を考えると、回復期も当然念頭には置いておられると思い

ますので、その部分についてあえては答弁求めるつもりはないんですけども、いわ

ゆる慢性期をどうするか。それで、今の答弁の中では、当然、市内には慢性期を対

応する施設がございませんので、近隣の病院、施設等で対応、ネットワークの中で

お願いをしておるということなんですけども、このことも今の現状のままで、その

ままでいいのか、結果としてそうせざるを得んという結果になるかもわかりません

けども、その辺の議論をこの２年間の間の中でしていかなければならないのではな

いですかと、私はこう言いたいわけなんですね。その点でどうでしょうか。  

○議長（東  豊俊君）  福元市長。  

○市長（福元晶三君）  確かに慢性期については近隣のところで非常にお世話になっ

ておるところであります。冒頭あったとおり、超高齢化社会の中で、これから

2025 年を含めて、団塊の世代を含めてだんだんなる中で、このありようについて

は十分議論していかないかんなと、このように考えております。  

  ただ、現段階で、私個人としては、これからの社会の状況を想定した中では、こ

の問題は切っては切れないと、こう考えておりまして、今後議論として十分詰めて

いく必要があると、このように認識しております。  

○議長（東  豊俊君）  13 番、浅田雅昭議員。  

○１３番（浅田雅昭君）  どうしてもやはり長寿になってきております。それから、

ひとり暮らし、高齢者は２人暮らしがふえております。そういう観点から慢性期医

療をどうするのかということが非常に田舎のまちでは、それを全て宍粟市単独で担

うというのは非常に難しい話では重々承知をしとんですけども、やはり何らかの議

論をしていかんかったら、議論なしに新病院、宍粟市のそういう医療と介護の全体

的な構築の議論にはなってこないのかなというふうに思っておりますので、その点

十分御了解いただけたらというふうに思います。  

  もう一点は、退院後の医療ということで、これも訪問診療をどうするのかな、端

的に言いますと、訪問診療という言葉もありますので、訪問診療をどういうふうに

されるのかなというところの議論もしていただけたらというふうに思います。  

  このことは結果的に、なかなか当然スタッフの問題がございますので、やりたい

という意思があったとしても、スタッフ、一番問題、これまでも苦労しているのが

ドクターあるいは看護師のスタッフを充実というのに苦労しておるわけですから、
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出ていっての診療が可能かどうかというのは非常に難しい課題ではありますけども、

その点の考え方も含めて議論をしていただきたいというふうに思っておるんですけ

ども、いかがでしょうか。  

○議長（東  豊俊君）  健康福祉部長。  

○健康福祉部長（世良  智君）  やはり今後、訪問診療を含めて、訪看であったり、

在宅での支援というのが大きな課題になってくると思います。そういう中で、現在

も総合病院でも、今、訪問診療のほうにも入っていただいておりますが、北部地域

におきましては、かかりつけ医と、それから訪看との連携で対応しておるような状

況でございます。  

  後期高齢者の増加に伴いまして重度患者が増加する中で、在宅における市民の要

望というのがふえてきております。そういう中で、地域のかかりつけ医を初めとす

る医療職と、それから介護職、そういったところの緊密な連携が今後不可欠となっ

てまいります。その中核に総合病院に入っていただいて、ケアマネジャーを初めと

する多職種と、それから医師、かかりつけ医との連携、こういったところを議論し

てまいりたいと、このように考えております。  

○議長（東  豊俊君）  13 番、浅田雅昭議員。  

○１３番（浅田雅昭君）  訪問診療のことについては、現院長、佐竹院長が、去年で

したかね、講演されたときの資料に訪問診療、するとは、するせんの話は別として、

今後のあり方としても訪問診療という言葉も出てきておりますので、病院として担

うのか、当然、新病院の病院を退院された患者さんに対して病院が担うのか、ある

いはまた、開業医の先生と連携する中で開業医の先生にお願いするのか、そういう

医師会との連携というのも当然出てこようかと思います。それはシステムをつくり

上げていかなければなりませんので、その点も、要は、再々言いよんやけども、新

病院のスタッフとか機能とか、そこら辺にかかってきますので、その点も含めて検

討をお願いしたいという趣旨でございますので、よろしくお願いします。  

  それと、もう一点は退院後の介護の関係。端的に言いますと、訪問看護ステーシ

ョンの関係なんです。訪問看護ステーション、今、市長部局のほうで持っておりま

すけども、この訪問看護ステーションを立ち上げる段階においては、私は病院で担

っていただきたいなというふうに思っておりましたのが、結果、公費になります。

ですから、今度、新病院の機能の中でこの訪問看護ステーションを持つのか持たな

いのかということも含めて議論をお願いしたいんです。私の思いは病院で何とか担

っていただくほうがいいというふうなのは今も考えは変わっておりません。その点
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いかがでしょうか。  

○議長（東  豊俊君）  福元市長。  

○市長（福元晶三君）  当初から訪看をつくるときに、可能であれば病院、総合病院

ということでも議論させていただいたんですが、総合病院のほうとしてはなかなか、

新たなということもあったり、いろんな課題もありまして、現在の中でそうやって

おります。しかし、できるだけ早く訪看、あるいは国保診療所含めて総合病院の組

織の傘下に入れることが私はある意味ベターではないかなと、このように考えてお

ります。可能な限り早くということでありますが、新病院の議論の中でも当然この

ことも出てくると予測されますので、相まって研究、あるいは課題を整理して、あ

るべき姿を求めていきたいと、このように思っています。  

○議長（東  豊俊君）  13 番、浅田雅昭議員。  

○１３番（浅田雅昭君）  北部医療の関係で、国保診療所のことも午前中も答弁でご

ざいましたし、今も答弁ございました病院の組織の中で将来的にはという話でござ

いますので、このことは私が言うまでもなく、波賀、千種、北部診療所は国保診療

所としての制度の中で成り立ってますので、関係機関と十分調整をしていただきた

いなというふうに思います。これは私が言うまでもなく十分御承知のことと思いま

すけども、よろしくお願いしたいと思います。  

  それともう一点、保健の関係なんですけども、新たに新病院を建設する。それで、

保健の関係は、特定健診、がん検診、今各地域を回って、それぞれ受診率の向上で

あるとか、それぞれ担当部局努力していただいております。それはそれとして今後

も継続するだろうとは僕は思うんですけども、新病院の中でそういう健診機能、ま

あ中でか、あるいは併設してか、いわゆる保健センター的な機能をどうするのかと

いうことも、これも議論をしていっていただけたらなと思うんです。  

  今の保健の部局のありようでいいのかどうかというのは、せっかく新病院として

新たにするということになると、その保健との連携をどうやってしていくのかとい

うことにつながってこようかと思いますので、まあ言うたら保健センター的な機能

をどう考えていこうかなということも、そういう全体的な、行政全体として議論を

していただけたらというふうな提案でございます。いかがでしょうか。  

○議長（東  豊俊君）  福元市長。  

○市長（福元晶三君）  実は総合病院、これからいろいろ議論する中で、私もある病

院なんかも見させていただきました。それで今、例えばですが、保健機能も含めた

り、それから先日、昨日あった、市民のまさに居場所、それから場合によって買い
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物とか、複合的な病院経営をされておるところがありました。実際そこへ行って聞

いたんですが、あるいはフィットネスとか。なかなか非常にすばらしいなとは思っ

ておるんですが、いずれにしてもこれから議論が始まりますので、いろんな情報を

出しながら、またそれぞれこれからいろんな研究もそれぞれされると思うんで、一

体どういったことを、機能を持たせていくかということについては、これからの始

まりだと、このように思っています。  

  ただ、もう既に近隣でも保健機能と病院とを一緒になってやっているところも十

分ありますんで、それは参考にしながら、宍粟市としてどういうふうな立ち位置で

この新しい病院を考えるかいうことの始まりですので、これから私自身もわくわく

しながら、皆さん方と一緒になって考えていけるんではないかと思いますので、よ

ろしくお願い申し上げたいと思います。  

○議長（東  豊俊君）  13 番、浅田雅昭議員。  

○１３番（浅田雅昭君）  そうですね。これから始まりますので、中身がある程度固

まってから言っても仕方ないので、あえてこの時期に言わせていただいております

ので、その点よろしくお願いします。  

  要は、公共用地の先行取得がなった段階で、我が会派からも提言という形で市民

や関係団体との意見を聞く場の検討委員会の設置の提案もさせていただいて、早期

な取り組みをしていただいておりますので、基本的にはその中でいろんな意見を聞

く中で、今言いました各課題について全体的な、これも今立ち上げておられます庁

内の整備検討本部はそれぞれ皆さんプロの集団でございますので、その点も含めて、

今私が何点か項目を上げましたけども、その点も含めて十分議論をしていただいて、

やはりせっかくつくるんですから、手戻りがないようにというか、後戻りがない、

あるいはまた、市民に喜んでいただける新病院でなければなりませんので、その点

でこういう答えが出にくい質問をさせていただきましたので、その点は御了承いた

だきたいなと思います。  

  それで、あえてさらにつけ加えますと、まちづくりの観点です。これまでも私、

一般質問の中で言い続けてきました。病院が移る、そういうことになると、やっぱ

りまちづくりの観点からも、跡地も含めて考えていかなければならないのではない

ですかということもこれまでも申し上げてきましたし、昨日、会派の代表質問でも

ありましたアクセス道路の問題とか、公共交通の問題とか、そういった病院機能、

それから福祉や医療、介護とか、そういう部分だけではなしに、まちづくり全体に

もつながっていきますので、そういう全体的な議論を庁内の整備検討本部の中で十
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分議論をしていただいて、当然、我々議員の立場からその都度その都度またいろん

なお話も、また提言もさせてもらわなければならないとは思いますけども、その点

も含めて議論をお願いしたいというふうに思ってます。このことはトータル的なこ

とですので、市長、最後に思いをお答えいただけたらなと思います。  

○議長（東  豊俊君）  福元市長。  

○市長（福元晶三君）  当然でありますので、新たな新病院を建設する、その地域も

含めて、市全体のまちづくりの中でこの問題は捉えていく必要があるだろうと、こ

のように思っております。昨日来アクセスやいろんなことも御提案いただいており

ます。まさに全体的な議論をする中でありようを考えていく必要があるだろうと思

っておりますので、そういったことを、どこまでどうなるかは別にして、全体的な

議論を深めていきたいと、このように思っています。  

○議長（東  豊俊君）  13 番、浅田雅昭議員。  

○１３番（浅田雅昭君）  いいことばかりしておっても、もとは財源の問題も当然出

てきますから、その中で議論をして、要は議論の中、だめなものはだめで私はいい

と思うんですけど、ただ、議論なしに進むということは、それは大変市民にとって

も失礼な話になってきますので、そういうことであえて、そんなこと言われんでも

わかっとるわというふうに思っておられると思いますけども、あえて言わせていた

だいておりますので、御了解いただけたらなと思います。  

  次のプラの削減の関係です。今、市民生活部長からは、環境基本計画の見直しの

中で云々という話がありました。当然、今回環境基本計画を見直しされますので、

ぜひお願いしたいなと思います。  

  その中で、これもこれからの議論になろうかと思いますけども、ごみをどうする

かという話も当然必要だと思います。ごみの処理、それからごみを少なくするとい

うのも当然ですけども、今度逆にプラの使用量の全体量を減らすという中での取り

組みが何か一つ打ち出せないかなと。マイバッグ運動もそうですし、それからマイ

ボトルの、今たくさんの方がマイボトルをされております。そういうことも含めて、

この環境問題については長い長い、息の長い継続した取り組みが私は必要だと思い

ますので、余り大きな目標を掲げたって、市民の皆さんなかなか理解と協力が得ら

れないと思いますので、何かその辺、市長も含めて、どういうふうなことを今取り

組んでいこうかなと。今ちょうど総合計画の後期の話もありますので、その点も含

めて、どういう思いを持たれておるのか、再度お尋ねをいたします。  

○議長（東  豊俊君）  市民生活部長。  
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○市民生活部長（平瀬忠信君）  使い捨てプラスチックの削減に向けての取り組みな

り考え方の御質問かと思うんですけども、御案内のとおり、使い捨てプラスチック

の削減につきましては、レジ袋やペットボトルなどのプラ製容器の便利さを追求し

てきたことにより、世界規模でこういう問題となっております。  

  本市におきましても、伊保川と千種川の上流のまちとして、プラスチックの削減

に向けた取り組みをできるところから進めていく必要があるというようには考えて

おります。なお、すぐにプラスチック廃止ということは難しい状況でございますの

で、国の動向等を注視しながら、市としての取り組みを検討していきたいというふ

うに考えております。  

  あわせて、前回３月の議会で浅田議員より情報提供をしていただきました、京都

府亀岡市の使い捨てプラスチックの削減に向けたエコバッグ持参率 100％、プラス

チックごみ 100％回収などを取り組みとするかめおかプラスチックごみゼロ宣言に

ついても少し調査をさせていただきました。内容については、月１回のＮＰＯによ

る保津川のクリーン作戦であるとか、保津川の日清掃イベントや、環境学習をする

こども海ごみ探偵団の組織化等々、いろいろな取り組みをされておることを調べを

させていただいたところでございます。  

  今後、ちょうど市民と次代を担う子どもたちとともに使い捨てプラスチックの排

出抑制への取り組みが多くの市民の理解のもと取り組まれておられますので、本市

にとって何か取り組みの参考になればということで今検討しているところでござい

ます。  

  以上です。  

○議長（東  豊俊君）  13 番、浅田雅昭議員。  

○１３番（浅田雅昭君）  一つ大きなことじゃなしに、こつこつとできる目標という

のも検討をお願いしたいなというふうに思います。  

  要は、今年の６月でしたかね、大阪でサミットがありまして、その後国の動きと

しては、レジ袋を有料化云々という話も出ております。来年には 2020 オリンピッ

ク・パラリンピックを目指して、法制度がそれまでに整うのかどうか私はわかりま

せんけども、そういう話も出ておりますので、やはり市民と直結する、住民と直結

する自治体としては何らかの取り組みは必要になってこようかと思いますので、そ

の点は、環境基本計画の中に入れられるのか、それはちょっと私はわかりませんけ

ども、今の環境基本計画、資源ごみであったり再生可能エネルギーの問題であった

りで担当部局は大変だと思います。そんなことも含めて、環境基本計画、いろいろ
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と関係団体、機関の意見も聞きながら、要は取り組める具体策を掲げてもらいたい

なというふうに思いますので、よろしくお願いします。  

  一つ、マイボトルという話もしましたけども、当然、今、便利な社会になってお

りますので、ペット飲料を買うなというのは、これは無理な話だと私も思います。

ただ、今まで毎日買いよったペット飲料を２日に１回とか３日に１回、そういうふ

うに減らしていく取り組み、私は今、マイボトルじゃなしにマイペットボトル、要

は、上水道の湯冷ましをペットボトルに、何回もペットボトルを利用してそれを使

っているということでね、こうなると上水道の使用量もふえてきますので、そんな

取り組みも一つの方法ではないかなというふうなことも思いながら、市民の皆さん

が取り組める、そういう行動をやはり提起するのが我々の一つの役割でもあるんじ

ゃないかなというふうに思いますので、その点、そんなことも考えておるんですけ

ども、こんなんどうでしょうか。  

○議長（東  豊俊君）  市民生活部長。  

○市民生活部長（平瀬忠信君）  今、浅田議員言われておりますマイバッグ、マイボ

トル、マイストローもそんなうちの一つかなと思うわけでございますけども、これ

まで市民の方なりが生活する中で使われてきたものでございますので、すぐという

ことはいかないかと思いますけども、そういうマイボトルであるとかマイバッグを

含めてでございますけども、周知等、例えば市広報でもシリーズを設けたりするよ

うな格好での周知等も図っていければなというふうに考えております。  

○議長（東  豊俊君）  13 番、浅田雅昭議員。  

○１３番（浅田雅昭君）  環境部局としてはそういうふうな形になろうかと思います。  

  要は一つ、消費者市民社会の実現に向けてということで、このことは私、所管委

員会のことでございますので、基本的な考え方を市長にお尋ねをしたいんですけど

も、先週、委員会に提出された資料で、後期基本計画の骨子案が出ておりました。

その中を見させていただきますと、消費者市民社会の推進という項目が新たに出て

おりましたので、何らかの取り組みが今から現実的に展開がされていくのかなとい

うふうな期待は持っておるんですけども、市長、今言いましたように、宍粟市が目

指しているものは何かというのを明確に市民の皆様にお伝えすることが私は必要だ

と思います。  

  それで、要は、再々同じことを言っておるんですけども、難しい取り組みじゃな

しに、長く長く継続できる取り組みというのが一つの大きな行動につながっていく

だろうというふうに思ってますので、一つ今後の後期基本計画の策定の中で具体案、
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消費者市民社会の実現に向けての具体的な事業内容というのを詰めてこられるだろ

うと思いますけども、今、市長のお考えになっている、そういう宍粟市の目指すも

のはどういうことを目指していきたいという思いがあるか、お尋ねをいたします。  

○議長（東  豊俊君）  福元市長。  

○市長（福元晶三君）  後期の中で、重点の中で、また細目でそういうことをうたっ

て、これからまた市民の皆さんと一緒に共有していこうとしておるんですが、私は、

先ほど担当部長からあったエシカルということもあるんですが、やっぱり環境に配

慮した、あるいは環境に優しいという考え方を広く進めていく。ただ、言葉だけで

はいかないので、具体的な実践目標を立てていかないかん。それはちょうど、重点

目標の三つ目にも書いておりますが、ＳＤＧｓ、世界的なことなんですが、そこに

は及ばなくても、我がまちの目標数値をして、市民でどうやってそれに近づけてい

くかいうことが一つは大事かなと。  

  例えばでありますが、もう既にコンビニ等でもストローを廃止したり、いろんな

ことを自主的に取り組んでいらっしゃるところもあります。聞いてみますと、まさ

に先ほど申し上げたような理念でやっておられるところがある。企業もかなりそう

いうことで努力されておりますので、私はそれぞれの事業所や、あるいはまさに消

費者団体がもう少しリードしていただきながら、市民とともに環境に優しいまちを

つくり上げることこそこれからの大事だと、このように考えています。  

  あわせて、我がまちのいい環境も逆に売りにしなくてはならないと、こう考えて

おりますので、両面でこの問題を取り組んでいく必要があるだろうと。そうすると、

きっといい効果が徐々に出てくると思いますので、一つずつ積み重ねながら進めて

いきたいと思います。  

○議長（東  豊俊君）  13 番、浅田雅昭議員。  

○１３番（浅田雅昭君）  私もそのとおりだと思います。今、環境基本計画の基本理

念は世界に誇れる環境首都でございます。この理念が継続されるのかどうかはちょ

っとわかりませんけども、やはり豊かな自然環境に恵まれておりますので、また、

市の大きな目標は「森林から創まる地域創生」でございますので、そういう観点か

ら十分、今からの議論が始まりますので、その点、再度になりますけども、新病院

も含めて、それから環境の問題、ごみの問題、そういう新たな取り組みということ

を十分議論をしていただいて、市民の皆さんが理解して、協力していただける、そ

れによってごみの問題も、少しずつかもわかりませんけども、効果があらわれると

いうふうな取り組みにつなげていけたらなという思いでありますので、その点も改
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めてお願いをいたしまして、私の質問を終わります。ありがとうございます。  

○議長（東  豊俊君）  これで、 13 番、浅田雅昭議員の一般質問を終わります。  

  続いて、今井和夫議員の一般質問を行います。  

  ５番、今井和夫議員。  

○５番（今井和夫君）  ５番、今井和夫です。許可をいただきましたので、通告どお

り質問させていただきます。  

  まず、今回は大きく三つ質問させていただいております。  

  一つ目です。宍粟北みどり農林公社を通した耕作放棄田対策について。  

  市は耕作放棄田対策として、宍粟北みどり農林公社に予算を入れ、人を雇い、耕

作放棄田を少しでもなくしていくという方針を立て、今年度予算を入れられました。

そこでお伺いします。  

  まず一つ目、現状での予算の執行状況はどうなっているでしょうか。  

  二つ目、今後どのように進めていこうと考えておられるのか。現状では耕作放棄

田をなくしていくにはこの方法しかないように私は考えます。それに向けては思い

切った予算投入をしていかなければ事態は進展しないのではないかと考えますが、

いかがでしょうか。  

  三つ目に、現状では一宮南部にある事務所から千種、波賀、一宮北部へ日常的に

耕作に出かけるのは困難であります。市長は以前、この北部ですね、千種、波賀、

一宮北部に支所をつくりたいという思いはあると答弁されていましたが、その実現

に向けての取り組みはいかがでしょうか。  

  四つ目、特に山崎地区において農地の太陽光発電への転用が顕著であります。太

陽光発電施設設置に関する条例等をつくり、規制等も考えておられるようですが、

これは、この問題の本質はひとえに農業問題であると思います。農業を継続してい

く展望がなければ、どんなに規制しても農地の転用はとまらないと思います。その

意味で、このみどり公社による耕作対策は山崎地区にも早急に必要なのではないか

と考えますが、いかがでしょうか。  

  五つ目、今後ますます耕作放棄田等がふえてくることが予想されます。その全て

を宍粟市だけの財源で耕作していくのはとても無理です。しかし、ある程度は思い

切った予算投入でできるかと思います。それでモデルケースをつくり、県政、国政

に訴えていくしか道はないと考えますが、いかがでしょうか。  

  続いて、大きな二つ目です。山崎中心部での北部の農産品の販売所をつくるべし。  

  何度も一般質問に出てきますが、現在、北部３町の農産品を山崎で売るところが
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ありません。まずは市内での自給、循環が雇用創出、あるいは安全な食べ物による

健康づくり等の面で大切と考えます。また、観光の拠点としても非常に大事になっ

てくるかと思います。以前から言われております観光プラットフォーム構想とも絡

んでくると思われますが、その点どうなっているでしょうか。いかがでしょうか、

お答えください。  

  続いて、三つ目です。ごく少人数の人数で通学する子どもの対策を。  

  児童が少なくなってきたことにより、１人、２人で通学するケースが出てきてい

ます。実態は保護者が送迎しているケースが多いように思われます。地域で見守る

のは現実的に無理があります。子育てしやすいまち、若者が定着しやすいまちを目

指すならば、保護者任せにするのではなく、市として対策をとるべきかと考えます。  

  そこで、まず一つ目ですが、ところによっては、もう少し遠いところですね、小

学校の場合４キロ以上のところには通学バスが通っていると思います。まずはそう

いうところから通学バスを利用して、その途中の子どもたちを乗せていくというこ

とを考えることはできないでしょうか。これには新たな費用は一切かかりません。

いかがでしょう。  

  続いて、二つ目です。今後このようなところはどんどんとふえてくることが予想

されます。何か事件が起こってからでは遅いと思います。市として少人数になった

ところの通学バス等の運行の実施のルール化が必要かと考えますが、いかがでしょ

うか。  

  以上、１回目の質問を終わります。  

○議長（東  豊俊君）  今井和夫議員の一般質問に対し、順次答弁を求めます。  

  福元市長。  

○市長（福元晶三君）  それでは、今井議員の御質問に御答弁申し上げたいと、この

ように思います。  

  １点目、２点目の少し総論的になるかもわかりませんが、少し具体の部分につい

ては後ほど担当部長から答弁をさせていただきたいと、このように思います。３点

目については教育部長のほうで答弁をさせていただきますので、よろしくお願いし

たいと思います。  

  お話にありましたとおり、これまでも遊休農地対策、あるいは担い手、あるいは

後継者不足という観点から、非常に、現在もそうでありますが、今後も農業環境を

取り巻く状況は非常に厳しいだろうと、こう想定しております。しかしながら、全

国的に、特に中山間地はこういう状況でありますが、それぞれ課題解決のためにい
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ろいろ手だてを講じておるところであります。  

  宍粟市においては、前々から申し上げておる、幸い、先人が宍粟北みどり農林公

社をつくっていただいて、何とか農地の保有だったり、あるいは耕作放棄地になら

ない、あるいは担い手不足のための解消、そういう目的で設置をしていただいて、

今日まで来ております。市長という立場では何とかそこへ支援をして、その目的達

成のためにと、こういうことで今努力はしておるところであります。  

  一方、私も北みどり農林公社の理事長という立場でもありますので、特に公社の

これまでの事業の継承、それからさらには組織体制どうなのか、こういうことで今

検討を加えながら、市長と理事長両面の側面を持って今進めておるところでありま

す。そういう中、今年度特にああいう形で御提案等々もある中で、人員の確保とい

う面で予算を投入したところであります。しかし、現実はなかなか思うようにいっ

てないということも聞いておりまして、理事長という立場ではあらゆるアプローチ

を試みてくれと。  

  したがって、引き続きその人員確保を含めて、あるいは後継者の育成という観点

でということで、今、指示をしておりまして、いろいろ聞いておりますと、大学と

か学校のほうもいろいろ行ったりして、今、情報を収集しながら努力しておるとい

うことであります。ただ、即座にというわけにはなかなかいかないということで、

基本的には何とか来年から採用できる方向で進めてくれという方向の話は今してお

るところであります。ただ、具体的に即というふうにはなっておらないことで、大

変申しわけない、このように思っております。  

  それから、特に広範囲の管轄エリアの活動、特に宍粟市中での公社の役割という

ことでありますが、当然、今の公社ではなかなか、例えば千種、波賀に大きな機械

を持っていくのもなかなか厳しい状況であります。したがって、エリアもどうして

も中心的にならざるを得ないという現実もあります。したがって、その活動を効率

的、効果的に行うためには、私はやっぱりある意味の支所というなのは必要だろう

と、こう考えております。  

  いずれにしても、私は少なくとも、もう 10 年をすると非常に厳しい、現実も厳

しいんですが、さらに厳しい状況になってくると、ますますそれまでにこの公社の

役割をしっかり整えていかなくてはならないだろうと、このように考えております。

そういう意味では、構想としての方向性も十分示してということでありますが、ま

だ十分煮詰めておりませんので、明確な構想を持って理事会に諮りながら、このこ

とについては対応していきたいと、このように考えております。  
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  ただ、現状では認定農家、あるいは営農組合等々も現実頑張っていらっしゃると

ころでありますが、ただ、在来田まではなかなかいってないという状況も認識して

おります。したがって、公社の役割とは一体何なのか、そういったことも十分議論

する中でこの問題の対応に当たっていきたいと、このように考えております。ただ、

なかなか理事会で出すだけの資料等々もまだ明確にしておりませんので、できるだ

け早く将来に向けてこの問題が検討できるよう、その構想をまとめ上げていきたい

と、このように思っています。ただ、それがどうなるかは別でありますが、議論と

して深めていきたいと、このことが大事だと、このように認識しております。  

  さらにまた、国、県の予算投入ですが、事あるごとにいろんな形で国のほうへは

いろいろお話はしておるんですが、なかなか明快な言葉もいただいておりませんし、

現実に予算的にはああいう形で、大枠の予算はああいう形で来ておりますが、個々

のこれまでお話しいただいたようなことにはなかなかなり得ていないということで

あります。  

  しかし、御質問の耕作放棄田にならないために一体何があるのかというと、一つ

には、やはり有害鳥獣の対策も非常に大きな役割があるだろうと。何ぼつくっても

意味がないというようなことで放棄田になりかねないということもありますし、先

般来からいろいろ御意見もいただいておりますとおり、有害鳥獣の駆除を含めたり、

あるいは、見守りというんですか、そういったことも含めて、私は一定、もう既に

やっている地域もあるようでありますが、それが場合によってモデルケースになれ

へんかなと、こんなふうに期待をしておるところであります。それは、地域の皆さ

んやいろんな方々のある意味主体性を持って、そこに市が支援をしていくというこ

とが一つのモデルになり得る要素もありますので、今後そのことについてもう少し

議論していきたいと、このように考えております。  

  いずれにしても、さらに強固に国や県に対しましては、予算の投入含めて、放棄

田のみならず農業を守っていくという視点で要望を強固に努めていきたいと、この

ことが大事ではないかなと、こんなふうに考えております。  

  それから、２点目の中心部の農産品の販売所をつくるべしと、こういうことであ

りますが、今現在、ＪＡが２組織、二つの組織があるということで、それがいいと

か悪いとかではなしに、なかなか出荷量や安全基準のそれぞれ違う部分もあります

し、なかなか誰でも簡単にそれぞれのところで販売するには至っていないという状

況であります。これまでもある品目については、例えばハリマ農協の組合員さんも

兵庫西に出せるようにいろいろ工夫したこともあります。なかなか現実ではそうな
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ってないところもあります。一つにはその状況を今後どう打破していくかというこ

とが一つにはあると思います。  

  しかしながら、例えば市単独でそういった販売所をつくるという意味合いのこと

も含めてだろうと思いますが、特に観光プラットフォーム構想については、現在も

進行形といいながら、十分な検討には至ってないんですが、そういう中で、今後、

農産物の販売所のネットワークというのか、そういうことが非常に視点が大事だと

思っておりますので、今後、ただいまいただいた意見をもとに、参考とさせていた

だきたいと、このように思います。  

  私は、大変申しわけないんですが、具体的にはＪＡさんの相互乗り入れができれ

ば、この問題も一部には解決できる要素があるだろうと思っております。ただ、姫

路、神戸のところの市のＰＲ館等々にはどんどん出していただいておる現状であり

ますが、市内での循環ということになるとなかなかなってない現状がありますので、

このことについては課題として捉えさせていただきたいと、このように思います。  

  以上であります。  

○議長（東  豊俊君）  産業部長。  

○産業部長（名畑浩一君）  私のほうからは、宍粟北みどり農林公社を通した耕作放

棄田対策についての御質問にお答えしたいと思います。  

  まず、本年度の予算の執行状況についてでございますが、宍粟北みどり農林公社

の農地活用の規模拡大や農業後継者等の人材育成などを支援するために、市の負担

金を計上しておりますが、ハローワークや宍粟わくわーくステーションを通じて、

また８月には新聞折り込みによる職員の募集を行っておりますが、申し込みがない

状態で、負担金につきましては現在未執行の状態となっております。さらなる職員

募集の強化について公社と一緒に検討していきたいと、このように考えてございま

す。  

  続きまして、今後の耕作放棄地の取り組みについてでございますが、耕作放棄田

について、全てが宍粟北みどり農林公社に担って管理していただければ一番よいの

ですが、一定の収益を上げるという観点からすると、現状では非常に厳しい状況で

はないかと考えてございます。しかしながら、さまざまな視点から農地保全は地域

活動の根幹をなすものであり、今後、耕作放棄地だけでなく、それぞれの地域で一

定の面積の集積を行い、それぞれの地域の担い手と公社が連携する中で、効率的な

経営にも配慮し、持続可能な取り組みを行っていくのが目指すべき方向と考えてお

ります。  
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  続きまして、公社による山崎地区での耕作活動についてですが、北部耕作放棄地

の増加が進んでおり、優先的には北部での対応が急がれますが、担い手の高齢化や

不足は共通の課題でありますので、体制整備や人員確保などの事業を推進する上で

の大きな課題もございますが、公社の将来像を描く中で検討していかなければなら

ない課題と捉えております。  

  以上です。  

○議長（東  豊俊君）  教育委員会教育部長。  

○教育委員会教育部長（前田正人君）  私のほうからは、ごく少数の人数で通学する

子どもの対策をとの御質問にお答えしたいと思います。  

  議員も御承知のとおり、現在、小中学校への通学は各学校においてその通学方法

及び通学ルートを指定しており、原則自主自力による登下校としております。徒歩

または自転車による登下校か、また校区再編による遠距離通学区域は、児童生徒及

び保護者の負担軽減と通学における安全性を確保するため、スクールバスによる登

下校としております。小学校及び中学校の通学方法については、体力向上などの観

点から、小学校では４キロ以内は徒歩、中学校では６キロ以内を徒歩または自転車

通学としているところでございます。  

  まず１点目の少人数の通学ルートに既存の通学バスが通っているところの利用は

早く考えるべきいう質問でございますけども、それにつきましては、年々確かに児

童数が減少する中で、集団による通学ができていた地域が、１人や２人といった人

数となっている状況も幾らか聞いております。このことから、今現在スクールバス

を運行している小学校、６校区あるんですけども、そこについては今とりあえず１

人等で通学している状況調査を行っております。その状況を把握した上ですけども、

議員が提案していただいているような方向にできるだけ取り組めるような方向で、

一定の方向性を出していきたいと考えております。  

  次に、２点目の少人数のまだバスが走ってないところのほうについての質問でご

ざいますけども、御指摘があるように、今後、子どもの数の減少に伴いまして、少

人数で登下校する状況がふえることも予想されます。現状においてスクールバスを

全小学校に配置することは困難でありますので、登下校の手段については、子ども

の安全に配慮した一体的な見直しの検討を行っていく必要があると考えております。  

  当面につきましては、子どもの安全対策といたしまして、通学路交通安全推進協

議会において通学路の交通安全確保を図るとともに、地域の見回り活動や子ども

110 番の家、そういうのを活用して、引き続き地域住民の皆さんに御協力をいただ



－208－ 

きたいと思っております。  

  以上でございます。  

○議長（東  豊俊君）  ５番、今井和夫議員。  

○５番（今井和夫君）  ありがとうございました。それでは、１番から順番に再質問

させていただきます。  

  まず、耕作放棄田対策についてです。いつもいつも同じことをずっと話になるん

ですけども、とりあえず、ちょっと今日持ってきてないですけど、平成 31 年度の

施政方針、市のほうが出された施政方針の１ページの最初のところに、農業の方策

として、農業の振興では、地域農業の維持・発展を目的とする宍粟北みどり農林公

社の事業を支援することで遊休農地対策や担い手・後継者不足といった課題解決に

取り組みますというて、最初の１ページの最初のところに書かれてます。去年だっ

たか、おととしだったかですね、ここで僕も市長がそういう思いしてるんだという

ところで、これは本当に画期的なことやと思うんです。この方法というのは。だか

ら、何とかこれを、何とか実現をしていってもらいたいなというふうに思うわけな

んです。  

  相変わらず国が出してくる農業政策というのは、相変わらずやっぱり大規模化な

んですよ。規模拡大を進める。そして、売れるものをつくって、ひいては輸出へい

ったらとかいうような、そういうふうなことしかやっぱり出てこないですよね。確

かにもちろんそれも大事です。それはね、もちろんやれるところはどんどんやって

いったらいいと思うんですけども、だけど、この宍粟市みたいな中山間地において

は、これ以上農地を拡大して圃場整備していくなんて、ほとんどのところでは無理

やと思うんですね。まあまあ、あともうちょっと大きくなるようなところは、あと

はもう少しあるかもしれませんけど、恐らく現段階の圃場整備でこれ以上大きくす

るということは無理だと思います。そしたら、やっぱり１枚の田んぼが大きくて、

川沿いなんか大きいところで２反、３反。でも大概のところは１反前後。 0.5 反や

５アールぐらいのところも本当いっぱいある中、それがやっぱり現状だと思うんで

すね。  

  だけど、これもやっぱり守っていかなかったら、地域はやっぱり守れないですし、

するんで、本当にそういう意味では、先ほど午前中の山の話の中で、市に山を寄附

してもらうとかっていう話があったと思うんですけど、市長も前も言われてました、

どうして市が田んぼ持たれへんのやという話、それを上のほうに一遍聞いとんやと

かっていう話言われとったんですけど、恐らく、どうも聞く話によれば、やっぱり
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そういうことも検討されているというふうにも聞きます。公共団体がやっぱりそう

いう田んぼを、農地を持てる、そういうふうなシステムをやっぱりしていかなあか

んのちゃうかという。現実的にもう管理してくれという農家の方がやっぱりどんど

ん出てきている中で、やっぱりそれは一つの現実的な方法、方向だと思うんですけ

ども、そういうことも含めて、やっぱり公的に管理をしていくしか方法はないんじ

ゃないかなというふうにやっぱり思うんですけど、改めてそこについての認識は、

市のほうとしてはどのようにお考えでしょうか。  

○議長（東  豊俊君）  福元市長。  

○市長（福元晶三君）  昨日来、農業の政策の中でも少し触れさせていただいておっ

たんですが、今、国もある意味人・農地プランという形で、担い手育成や、地域で

の農地の所有のありようやら、いろんな形で推進しておりまして、宍粟市もその状

況で推進しておるところでございます。ただ、なかなか進まないにはいろんな課題

があるところでありますが、これも一方で進めていかないかんと。  

  もう一つは、今、農地中間管理事業として農地バンク制度でやっている。その一

つに、当然、公社が役割を持っておるわけでありますけども、その両面で進めてい

かないかんと、こう考えておるんですが、ただ、今おっしゃったように、 0.5 とか、

あるいは１反、あるいは３反までの中でという、あるいは在来田、圃場整備田はま

だしもですが、在来田、そのあたりをどうするかいうことが本当は現実的な課題で、

そこまで農業を守っていくのかどうするのかいうことの方向性も我々見きわめてい

かなあかんだろうと、こう考えております。そこらがまだ、じゃあこれから我がま

ちの農業とはどの方向を向いていくんだということについては、今、議論の最中で

ありますけども、そこらあたりをもう少し絞り切ることによって打つ手が出てくる

のではないかなと、こう思っています。  

  そういう中で、しかし、そんなこと言うとっても、どんどんどんどん農業離れも

出てくるので、私は、一つには公社に人を、人材もして、可能な限り宍粟市の農地

を守っていきたいと、こういうことで、少しそっちのほうにてこ入れするほうが今

のところはベターな方策ではないかなと、こんなふうに考えておるところでありま

す。  

○議長（東  豊俊君）  ５番、今井和夫議員。  

○５番（今井和夫君）  そうですね。いわゆる圃場整備をしてないところ、そこまで

頑張って守っていくというのは、本当になかなか厳しい部分があるとは思うんです

けども、去年の 11 月の議会だよりに載せさせてもらった、宍粟市の耕作面積の減
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少についてというのを皆さん見ていただいたと思うんですけども、これ、田んぼだ

けですね。水田、作付している田んぼの面積だけですけども、平成 25 年から 30 年

までの５年間で田んぼは７％減ってます。これ 99 ヘクタール減っとんです。これ

今からもっともっとふえていきますよ。今は年金をもらっている人が何とか頑張っ

て、耕作して頑張っていただいていると思うんですけども、本当になかなかそれも、

当然ずっと続くわけじゃないですから、その方たちがやめていかれていくというの

がもう本当に時間の問題ですよね。そうなってきたら、この現象というのはどんど

ん進んでいくと思うんですね。 99 ヘクタールやね。５年で１割が、今、だから 990、

宍粟市の全部の田んぼの作付面積が 990 ヘクタールなんです。産業部からもらった

資料によればね。 990 ヘクタール、その結局１割がこれから５年先にもまた減ると

いうことになったら、 99 ヘクタールがまた荒れてしまうということです。 99 ヘク

タールというのは甲子園球場 25 個分なんです。これがこれから先に、恐らくもっ

と、このままだったらもっと荒れていくと思います。  

  田んぼって一遍荒れたらもうなかなか戻りません。そういうふうな事態が本当に

もう今、目の前に迫ってきている状況があるということを、半ば我々耕作している

者も正直ほとんど諦めてるところもやっぱりあると思うんです。もうわしがせんよ

うになったらこの田んぼも終わりやと。いや、そうなんですけどね、それはもう無

理なんですよ。個人でやるのはもう無理なんですよ。でも、そうしたら、それ個人

だけの問題で済んでええんかという話ですよね、これ。我々の子ども、孫にどんな

世の中を、どんな社会を継いでいくんやという話になったら、本当に食料を全部外

国に依存している、それって本当に惨めな国ですよね。そういうのを間違いなくこ

のままいったら伝えていってしまうという形になっていくと思うんですね。  

  それをやっぱり何とかしていくには、公的にお金を入れていくしかないなという

ふうに思うんですけども、それが結局、みどり公社の話がなかなか進んでないとい

う部分の中で、やっぱりまあ言うたら、申しわけないですけど、中途半端な支援で

は進まへんと思うんです。これ 99 ヘクタールを、この５年で 99 ヘクタールのやつ

を何とか防ぐためには何ぼお金が要るんかなって。  

  例えば、千種も波賀も一宮も大体皆一緒やと思うんですけども、うちらの辺の中

山間地というのは、１人の者で一生懸命専業でやっても、まあ３ヘクタールぐらい

が限界ですよ。３町ぐらいが。３町ぐらいをやるのに、やっぱり１反 300 万ぐらい

の補填がなかったら、とてもじゃないけど、やっぱり若い子はできないんですよ。

ということは、反当 10 万円ぐらいの補助がなかったらできない。５年後 99 ヘクタ
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ールに、それを公的にやっていこうと思ったら、１億円かかるんです。反当 10 万

円を 99 ヘクタールに出そうと思ったら１億円かかるんですよ、これね。そのぐら

いの思いがなかったら、はっきり言うて、これってなかなか進まないことなんです。  

  何ぼ、もちろん採算がとれるように頑張ってもらうということも当然要る、後で

言いますけど、ある程度、売ることをしっかり考えていったら、そこまでは要らな

いでいけるんちゃうかなと思うんですけど、基本的にはやっぱりそのぐらい要るん

です。それが、私いつも言いますけども、これ国全体でもし考えたとしたら、３兆

円ぐらいあったらいろんなことができるんです。それも含めて、中山間地、反当

10 万円も含めてね、３兆円ぐらいあったら国全体でできるんです。これ全然不可

能なことじゃない。  

  だから僕は、これはやっぱり国を動かしていかなあかんというふうに言うんです

けど、いかんせん、今、市長が言われたように、なかなか進まないんで、とりあえ

ず市で、宍粟市でモデルケースとして１億とか２億とかを入れながら、５年後１億

を入れることを目標にして、公的にやっぱりやったら、こうやって耕作放棄田とい

うのはつくらなくて済みますよというモデルケースをつくっていって、そして国を

動かしていくしか、あるいは国民を動かしていくしかないんじゃないかなというふ

うに思うんですけども、どうでしょう。  

○議長（東  豊俊君）  福元市長。  

○市長（福元晶三君）  以前からそういうことをお聞きしておりますが、そういうい

意味では、若手の農業者の育成という観点からも幾らか、大体その額ぐらい、その

３分の１ほどですけども、投資をして、何とか頑張ってよと、いろいろ、つちのこ

グループとかいろんなのを聞くと、やっぱり年間このぐらいあったら何とか生計で

きるんじゃないかというたら、なかなか今おっしゃったとおりだと思うんです。そ

れは、そこまで今の現代で取り組めるかなというと、私も自信がないんですが、た

だ、やっぱりどこかで何かを仕掛けないと、非常に厳しい状況なんだろうと。せめ

て、在来田的なことは諦めてもええで、圃場整備田は残すんやとか、この枠組みが

できたとしたらそこはひょっとして不可能ではないかなと思うんです。  

  ただ、今も申し上げたとおり、この田んぼもこの田んぼも残して何とかいうのは

なかなか現実厳しい状況もありますので、そこらあたりの整理がつくと、どこかに

モデル的に、１カ所になるのかわかりませんけど、今おっしゃったようなことも仕

掛けをすることも私はある意味ありだと、このように考えますが、ただ、現段階で

はなかなか厳しい状況もありますので、もう少し市民の皆さんや農家の皆さん、あ
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るいは農業意欲のある方含めて少し議論を深めながら、全体的な発展をすることが

大事かなと思いますので、今日の段階ではこれまでと同様に、はい、わかりました

いうわけにはなかなかいかないんで、大きな課題として捉えさせていただく以外な

いかなと、現段階ではそのように考えています。  

○議長（東  豊俊君）  ５番、今井和夫議員。  

○５番（今井和夫君）  非常にそれは厳しいとは思うんですけども、だけど、やっぱ

りどこかから始めていかへんかったら変わっていかないという部分もあると思いま

す。それと、先ほどちょっと言いかけましたけど、これは本当、農地を守っていく、

これ宍粟を守るだけじゃないんです。この方法、日本を守る方法なんです、これね。

だから、大義があるんで、これきっと広がっていくと思うんですね。  

  例えば売ることをやっぱりもっともっとそれで考えていくべきやと思うんですね。

こういうふうにして、宍粟はこうやって、例えば米つくってますとか、それとか、

ちょっと力をやっぱり入れてほしいのが麦と大豆なんですよ。麦と大豆は、御承知

のとおり、ほとんどが外国産です。そこはやっぱり国産にかえていくということは

すごく意義のあることで、はっきり言うて、農薬の話であるとかいう、輸入小麦に

いっぱい農薬があるとかいうような話、ここ、それ言い出したら時間が長いんで、

言いませんけども、やっぱり食の安全とか、そういうことも含めてやはり、米は言

うてもやっぱりまだ何とか自給できてます。まだどっちかいうたら余るほうですけ

ども、麦と大豆に関してはやっぱり全然足りてないんで、そこに対しての所得補償

というか、価格保証みたいなことをしっかり考えていって、それで宍粟市産の小麦

粉、うどん、パン。パンの麦は本当やっぱり北海道が一番いいのができるんですけ

ど、でも、やっぱりちょっとそれは、たつのでパンやっとんですよ。パンの小麦ね。

だから、そういうこともやっぱり当然考えていく、研究していく余地は十分あると

思います。  

  そして、みそ、豆腐、納豆。発酵のまちに絡めて、納豆を宍粟市でつくっていく

とか、そういうふうなあたりを、やはり生産者のほうに生産をしっかり安心して生

産をしてもらうことによって、米、麦と大豆をまずつくっていく。宍粟市産のそう

いうものをつくっていって、それでふるさと納税であるとか、あるいは普通に、明

日津田議員が言うてくれると思うんですけど、認証食品であるとかね、そういうふ

うなことにどんどん含めていって、しっかり売っていく。  

  その売っていく中で、これだけなかったらやっぱり農地は守られへんのですよと。

例えば米でもそうなんです。今 30 キロが 8,000 円とか 9,000 円とかでよく売られ
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てますけど、それでは若い人は農業はできない。だけど、それ伝わってないんです

よ。都会の人に。全然わかってない。本当はやっぱり 30 キロ１万 3,000 円とか１

万 5,000 円ぐらいで、それぐらいが手取りが農家に入らなかったら、若い人はやっ

ぱりやっていけない。それが伝わってない。だから、売っていくときにそういう話

をしっかり伝えていく。物語をつくって、そうやって売っていってしたら、僕は売

れると思う。  

  そしたら、最初はだから市の補助がやっぱり要りますよ。つくるのにね。でも、

ずっとずっとじゃなくて、やっぱりそういうふうにして高い値段で売れていったら、

市の補填もそこまで要らないんですから、やっぱりそういう方向も僕は絶対あると

思うんで、またね、そういうことをやったら宍粟市は有名になりますよ。こんな方

法で農地を守ろうとしているところはないんですから。やっぱり公的なお金で農地

を守る、これしかないぞということをしっかりアピールしていける。そういうこと

をアピールしながら、ちゃんとふるさと納税とか、そういうところでしっかり売る

ものを売って、実質そこまで、財政負担がそこまでかからなくても、何とかそうい

うふうなやっていける道をつくっていくという、そのアイデアはいろいろといける

んじゃないかなというふうに思いますので、でもやっぱりそれしようと思ったら、

最初の生産者のやっぱり将来的な不安というか、それをある程度取り除くための補

助金というか、それはやっぱりどうしても必要だと思います。  

  だから、米も、まあ言うても、でもそうです。今からどんどん今頑張っている人

ができなくなっていきますんで、それをしていくのはやっぱり、公的な補助しかや

っぱりないと思いますんでね。そういう意味でしっかり、この施策の１番にも書い

ていただいていることです。やっぱり何とかこれを進めていってもらいたいと思う

んですけども、ちょっとこの部分の最後ですけど、市長、どうですか。宍粟北みど

り公社、たまたま市の三セクとしてあるからという形ですけど、将来的な見通し、

いけそうですか。ここを通してそういう形をやっていくという部分に関しては。ど

うでしょう。  

○議長（東  豊俊君）  福元市長。  

○市長（福元晶三君）  現段階で私は十分見通しを持てると思うんです。ただ、何も

しなかったらみどり公社もじり貧になりますので、それはやっぱり人材を育てなあ

かんと、こう思っております。その一つに、冒頭申し上げたとおりだと思ってます

ので、今後さらに市も可能な限り支援をすることによって、公社の役割がさらに演

じられるんではないかなと、このように思います。  
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  それからもう既に、例えば今度の自由化によっていろいろ頑張っていらっしゃる

ところもあります。例えば繁盛米ということで独自でアプローチされたり、あるい

は飯見米ということで、段々畑であったり、あるいは染河内もそうであります。た

だ、なかなか現状から言うと、やっぱり 30 キロ１万円ぐらいが限度で今出されて

おります。ただ、酒米は公社が独自でやっている部分についてはいいやつは１万

3,000 円でとっていただけるということがあって、地産地消で地元の酒蔵さんと協

定しておりますが、これからいろんな手法を凝らすと、ある程度の付加価値が高ま

っていくとしたら、何か農業へも光が当たってくるのではないかなと。ただ、そこ

へ行くまでにどうするかということでありますので、少し検討していきたいと思い

ます。  

  それからもう一つは、おっしゃったように、発酵のまちということで、先般協議

会を立ち上げて、いよいよそのときに、私は、前にもお話ししたかもわかりません

が、小麦まではいきませんが、私は大豆を何とかこういう形で根づかせていって、

今も少しですがあるんですけども、みそ、しょうゆとか、しょうゆはたつのであり

ますが、みそとか、それから場合によって納豆をつくっていこうと。宍粟の納豆、

宍粟納豆でもということで、今そんなことを産業部長と中心に話をしておりまして、

先日、多分、振興協議会で、そこで何とかこの問題を取り上げてほしいということ

で提案をしております。  

  したがって、せっかく発酵のまちということでありますので、私は大豆というの

は非常に大事な役割をこれからなるんじゃないかなと思っておりまして、これから

そのことも検討していきたいと、このように考えています。  

○議長（東  豊俊君）  ５番、今井和夫議員。  

○５番（今井和夫君）  そういうことでよろしくお願いしたいと思うんですけども、

本当にいろんな人と話してたら、やっぱり農業は守らなあかんでという思いを持っ

ている人はいっぱいいますので、じゃあもっとお金を出してよというような話をし

ていったら、それは出したらええやんかというような、国とか、そういう部分とし

て出したらええやんかというような、それは心ある政治家もいっぱいおられますし、

本当にそういうことを言われている人もいっぱいおります。だから、何とかやっぱ

りそういう方向をやっていけるような、先陣を切ってやっていけるようなことをや

っていただきたいなと思います。  

  それと、ちょっと時間も余りないですけども、先ほど山のほうで言われてました、

新しい技術を取り入れるという、これもやっぱり農業のほうでも、これよし悪しな
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んですけどね、自動トラクターがどんどん入っていったら、ますます人は要らなく

なるんです。だけど、これはもう避けられないですわ、はっきり言うて。自動トラ

クターであったりとか、田植え機、いろんなものが自動化が今どんどん出てきてま

す。それから、水の管理にしたかって、自動の給水システムであるとかね。ドロー

ンでばちっと上から撮影して、それで生育状況を観察して、ポイントごとに肥料し

たり農薬したりとかというような、人がするよりよっぽどええことができるんやと

いう話らしいんですね。  

  だから、今はまだまだそれは高いですけども、やっぱり時代の流れとして、そう

いうことも考えていくということもせなしゃあない部分が出てくると思うんですね。

自動化を入れれば入れるほど田舎には人がいなくなります。これはね。これは本当

に難しい話ですけど、でもある程度しゃあないかなというところも含めて、やっぱ

りそっちの研究もしていかないかんのじゃないかなというふうにも思います。  

  一応そういうことで、１番のほうは何とか、みどり公社での方法をしっかり進め

ていってください。お願いします。  

  その次、北部の農産品を売るところということで、先ほど市長言われました。確

かにＪＡが売ってもいいよと、お互い売ってもいいよという話になれば、これ何も

北部のものを南部で売るだけじゃないです。南部のものを、山崎のものを北部でも

売れるわけですから、それができたら一番いいんですけども、なかなか現実難しい

のかなというのもあるんですけど、そこもやっぱり当たっていただきたいですし、

あるいは、前からほかの委員さんも言われているように、プラットフォーム構想と

を含めて、まあまあお金かかりますけども、これはね。インターの近くにやっぱり

そういうものをつくれば、宍粟のこれからの産業の基地になっていく。当然、地域

の中、市内の人もそこで買い物ができると思うんですけども、やっぱり外向けの基

地になっていく。やはり今だったら姫路のきてーなとか、北野のところとか、そう

いうところに行かなかったら、まとまって宍粟のものを買うところがないみたいな、

それが今の宍粟市の現状だと思うんですね。宍粟市のものってどこ行ったら買える

んとかっていうような話が聞かれたときに、ものによってあっちこっちやとかって

いうような話にしか今はやっぱりならないんで、できたらやっぱりそういうものが

一つ欲しいなということで、ずっとプラットフォーム構想とかってあると思うんで

すけども、ちょっとそのあたりどうなってるのか、もう一遍お答えください。  

○議長（東  豊俊君）  産業部長。  

○産業部長（名畑浩一君）  プラットフォーム構想のことについてですけど、前段に
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ちょっと今の農産物の市内での流通につきましてちょっとお話しさせていただきま

す。  

  市内での出店者につきましては今現在、平成 26 年、これが出荷者が 1,130 だっ

たんですけど、平成 30 年では 1,400 ということで、かなりの出荷者がふえている

状況になっております。それとまた、市内の直売所への来客者ですけれど、約 70

万人が訪れて、農業、売り上げでいきますと約７億円ということで、全体的には毎

年微増傾向にございます。これは非常にいい傾向ではないかなと考えておりますの

で、そういった意味では、市内へのお客さんも来られてますし、今の農家の方に農

産物を生産していただいて出荷を奨励する、こういった施策を進めていくことが重

要ではないかなと考えております。  

  また、姫路のほうでのアンテナショップでの販売ですけど、これについても非常

に順調に伸びておりまして、去年ですと 5,000 万ぐらいの売り上げで 4,000 万円ぐ

らいが出荷者に還元されているといった状況で、これについても非常に好調でござ

います。一番大事なことはやっぱり市内、市外の販売がバランスとれて、うまいこ

と組み合わさって、循環していく、これが一番大事なことかと考えておりますので、

方向としては間違ってないんじゃないかなと考えております。  

  それと、プラットフォーム構想ですけど、御承知のとおり、プラットフォームの

構想自体は、人の流れであったりとか、仕組みとか流通をうまいことマネジメント

していく考え方、理念みたいなところでございます。その中にやっぱり拠点整備と

いうのがございますので、その拠点整備の中で、当然、農産物の販売であったりと

か、市内の工芸品とか特産物の販売、こんなところもつながっていくわけですので、

ネットワークを考える中で考えていかなければならないと考えております。  

  以上です。  

○議長（東  豊俊君）  ５番、今井和夫議員。  

○５番（今井和夫君）  そのことについて、具体的にいつごろまでにこういうことを

したいとかっていうような、そういう計画というか、思いは今のところあるでしょ

うか。  

○議長（東  豊俊君）  産業部長。  

○産業部長（名畑浩一君）  プラットフォーム構想につきましては、当然、年々議論

を重ねる中で計画としては熟度を増してきていると思うんですけれど、拠点のこと

でしたら、場所についていろいろと協議する中で進めているんですけれど、やっぱ

りいろんな課題がございますので、その課題整理する中で場所のほうを最終的に決
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定していきたい、それで計画していきたいと考えております。目標としましては、

なるべく早期にしたいと思っているんですけれど、これもやはり大きい課題もござ

いますので、また時期を、今いつまでというのは僕のほうからはちょっと言えるこ

とがございません。  

○議長（東  豊俊君）  ５番、今井和夫議員。  

○５番（今井和夫君）  市長、そのあたりどうでしょう。プラットフォーム構想とか、

集中した店。  

○議長（東  豊俊君）  福元市長。  

○市長（福元晶三君）  このプラットフォーム構想は、今言うた理念としてはちょう

ど私が就任させていただいたときに決めていただきました。なかなかすばらしい構

想なんです。流通とかいろいろ。ただ、観光のいわゆる発信拠点含めて、その拠点

をどうするかということ。例えばでありますが、道の駅みたいなんどうやと。いや、

そんなもんではなしに、いかに観光とか発信拠点をつくっていって、例えば北部や

いろんなところへ誘導していく、このことを議論があります。一定の場所も見定め

て行ったんですが、これまでも申し上げたとおり、なかなかちょっといろいろな課

題がありまして、前行きかけしないということであります。  

  今後、今現在の思いとしては、前の３月議会から６月議会でもいろいろお話して

おったんですが、山崎地区のいわゆるこども園の設置場所等々も含めながら、商店

街の皆さんからも活性化やいろんなことで、例のもとの山崎市民局跡地を含めて、

あそこらあたりに駐車場とか、そういったことも御意見もいただいております。そ

ういうことも加味しながら今進めております。  

  ただ、私は、大きいもので道の駅という感覚ではなしに、やっぱりいかに観光の

発信拠点となり得るもの、あるいはそこにちょっと付随するもの、そういったこと

も含めて今後またいろいろ内部でも協議しながら、またいろんな御意見をお伺いし

ながら、一定の方向はしかるべき時期に出さなくてはならないと、こう考えており

ます。ただ、今の段階ではまだいつやというのはなかなか至らないということで、

大変申しわけないですけど、名畑部長と同じで、僕の段階でもそういうことなんで、

大変申しわけないんですが、御理解いただきたいと思います。  

○議長（東  豊俊君）  ５番、今井和夫議員。  

○５番（今井和夫君）  できるだけ早急にという話がいつもずっと出てくると思うで

すけども、本当に何とか早く、やっぱり一つの宍粟の柱になってくると思いますん

で、よろしくお願いします。  
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  あと、最後の一つですけども、本当に１人、２人で通学する子どもがやっぱり出

てきてます。現実、１人になったら今のところ親が送ったりとか、あるいは学校の

先生が帰り送ってる場合も結構あるみたいで、子どもたちが話してるのを聞いたら、

何とかちゃんは今日は塾やねん、何とかちゃんは何やねんとかいうて、僕は１人で

帰らなあかんねんとかいうてなったら、結局それ聞いた先生が家まで送っていって

るとか、いうような話っていうのが割とあるみたいなんですけども、先ほど部長言

っていただきましたが、とりあえず４キロ先のところにバスが通っているところに

関しては、途中の子を、１人とかになってる子を拾っていくという方向で考えてい

きたいということを言われましたけど、そういう方向でよろしいですか。  

○議長（東  豊俊君）  教育委員会教育部長。  

○教育委員会教育部長（前田正人君）  今、議員言われたとおり、その方向で検討は

したいと思いますけども、ただ、１点だけ、経年いうんですか、そもそも今、スク

ールバスを運行するときにそれぞれの地域の皆さんでそういう一応の一定の答えは

出していただいて、近場の子はその当時は二、三人おったんかもしれませんけども、

歩いていこうやいうことで、一生懸命議論のされた中での方向にはなってますので、

やっぱりそこら辺の意見があったいうことは、やっぱり今の時代が変わってきてい

る中でも、やっぱりそこのいっぺんの議論の結果として今なっている体制はあった

んですけど、それを今度変えていくいうことになりますので、そこの調整だけはし

てから、そういう方向で検討したいということでございます。  

  以上でございます。  

○議長（東  豊俊君）  ５番、今井和夫議員。  

○５番（今井和夫君）  よくわかります。私もできたら歩くんが、それは一番ええと

思うんですよ。自分の子どもらのことも考えても、本当に長い距離を歩いて、やっ

ぱりいろんな経験してきた。ただ、本当ね、女の子やからというんじゃないですけ

ど、例えば女の子が１人で歩くとかってなったら、やっぱり親としてはちょっとそ

れはやっぱり無理だろうという話にやっぱりなってきますんで、親も、やっぱり両

方働いているところであるとか、それからおじいさん、おばあさんがおられないと

ころという家もやっぱりいっぱいありますんで、仕方がないですね、これね。現実、

対応していかへんかったら仕方がないと思いますんで、またそのルール化とか、そ

ういうことも含めて考えていただきたいと思います。  

  以上で終わります。ありがとうございました。  

○議長（東  豊俊君）  これで、５番、今井和夫議員の一般質問を終わります。  
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  ここで休憩をいたします。  

  午後３時 20 分まで休憩いたします。  

     午後  ３時０６分休憩  

                                       

     午後  ３時２０分再開  

○議長（東  豊俊君）  休憩を解き、会議を再開いたします。  

  榧橋美恵子議員の一般質問を行います。  

  ３番、榧橋美恵子議員。  

○３番（榧橋美恵子君）  ３番、榧橋でございます。議長の許可をいただきましたの

で、質問をさせていただきます。本日私が最後の登壇でございます。どうぞよろし

くお願い申し上げます。  

  １点目でございます。防災士の資格取得者の増加へ向けてということで質問させ

ていただきます。  

  今はいつどこで何が起こっても不思議ではない地球環境になっています。防災・

減災に今まで以上に力を入れている自治体もふえています。そういったこともあり、

全国的に防災士の資格取得者が本当に広がりつつあることを聞いております。昨年

度は過去最多の全国で２万 3,275 人が取得したといいます。今年７月末時点の累計

は 17 万 6,000 人を超えました。  

  防災士の資格取得がふえている一因には自治体による後押しがあるともいいます。

取得費用を助成する自治体は約 350、そんな中、宍粟市では防災士は少ないのでは

ありませんか。また、女性もないと聞きます。避難所開設など発災直後の対応でリ

ーダーシップを発揮していただき、市民の皆様に安心を与えることは大事なのでは

ないでしょうか。今後は女性も考慮し、啓発にも力を入れてほしいと思います。市

長の見解をお伺いいたします。  

  ２点目、障がい者就労施設の開設に向けて御質問いたします。  

  市民の方より、障がい者就労施設がもっとあるとうれしいとの声をたくさん聞き

ます。働きたいが、一般の企業では働きにくく、続かないのが現状なのですと。障

がい者に合った職場の選択肢を広げ、社会参加の後押しにつながっていくことを切

望いたします。  

  そこで、提案したいことがあります。ある自治体では、粗大ごみを再生、販売し、

施設利用者に支払い、工賃アップにつなげているところがございます。誰も置き去

りにしない、そんな社会でありたいと思います。市長の見解をお伺いいたします。  
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  そして、３点目、職員の育成は誰が責任をということでございます。  

  市民の方より、役所というところは相談に行ってもあちこちと回されて本当に困

る、何とかならないものかとよく相談をされます。また、市の回答が人がかわると

違うことを言われる。部署がかわっていくのもわかりますが、プロフェッショナル

な人が１人いてもいいのではありませんか。市長の見解をお伺いいたします。  

  １回目の質問を終わります。  

○議長（東  豊俊君）  榧橋美恵子議員の一般質問に対し、順次答弁を求めます。  

  福元市長。  

○市長（福元晶三君）  それでは、榧橋議員の御質問にお答え申し上げたいと、この

ように思います。  

  まず、防災士の資格取得者の増加へ向けてという御質問でありますが、近年、 10

年、 20 年、 50 年に一度と言われるような災害が毎年のように言われておりますし、

むしろかつて経験したことのない、こんな状況も常に起きておるような状況であり

ます。このような状況を踏まえながら、全国的に防災に関する意識の変化が今日見

られるように感じております。昨年も含めてでありますが、全国的に防災というの

は非常に重要な観点で、国民あるいは住民の皆さんが意識なされるようになりまし

た。  

  その意識の変化に伴う一つとして、先ほど御提案のありました防災士の取得者が

ふえているのではないかなと、こういうことで数字的にも言われました。現実に、

先ほど 17 万 6,000 でしたんですが、いろいろ大学生なんかも、私の子どもの友達

なんかも聞いておりますと、大学によっては防災士の資格も取るというような必須

があったりするということで、非常にそういう意味では全国民的に意識が広まって

おると、このように認識をしております。それから、大変恐縮なんですが、宍粟市

の採用試験なんかでも履歴を見ますと防災士資格と、そういった学生もきちっと書

くようになっております。そういう意味では、そういう認識は本当に広まっておる

と、このように思っております。  

  そこで、防災の一朝有事のリーダーというのは非常に重要な役割があるところで

あります。ましてや避難所、あるいは避難所の運営とか、そういう意味では防災リ

ーダーの講座も現在やっておりますが、そういったことも受けていただくことも非

常に、地域防災の力というんか、地域防災力の向上に大きく寄与していくんではな

いかなと、このように考えております。  

  宍粟市では、防災士を既に取得されている方はまだ少数の状況であります。一昨
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年、県の防災士の会合がありまして、この宍粟市で開いていただいて、宍粟市の防

災士の方ともいろいろお話ししました。今のところごく一般人としては少数と、こ

ういう状況であります。  

  聞いておりますと、兵庫の防災リーダー講座を受けて防災士資格ということであ

りますが、その受講料も無料だと、このように聞いておりまして、防災士の受験料

及び、それから登録料、これについては数千円で登録できると、こういう状況であ

りまして、その方々も個人の資格取得として受けたんだというお話も聞きました。  

  したがいまして、大変申しわけないんですが、現時点では直接的な助成、これに

ついては今のところ考えておらない状況であります。少し課題として今後どうある

べきかというのは検討しなくてはならないと、このように考えております。  

  それから、宍粟市としても昨年のことも踏まえながら、自主防災組織のリーダー

を対象に自主防災マップづくりの講習会を各地で実施をしたり、あるいは防災リー

ダーの養成、育成もいろいろ、それぞれ自主防災会と協働でそういったことも高め

ておるところであります。特に自分たちの命はみずから守るという、こういうこと

に、いざというときに適切な対応ができるように、いろいろ今後もそういった講習

会、あるいは自主防災マップづくり含めて進めていきたいと、そのことが重要と捉

えております。  

  そういう観点から、こういうリーダー研修、あるいはマップづくりをさらに進め

ることによって防災リーダーが育成できると、こういう観点で、そういうことも含

めてさらに啓発に取り組んでいきたいと、このように考えております。  

  次に、障がい者の就労施設の開設等々の御質問でありますが、障害者の雇用の促

進等に関する法律において、一定の条件を満たす企業は障がい者を雇用する義務づ

けがされておりまして、企業等での雇用がふえている状況でありますが、なかなか

定着につながらない現状があることは十分理解をしております。  

  そういった中、市内の就労支援施設では、障がいのある方の適性に合った就労に

なるように職員の方々が御努力をしていただいて、さまざまな工夫を凝らした就労

支援を行っていただいておるところであります。御提案の就労支援施設における粗

大ごみの再生あるいは販売の取り組みにつきましても、現在定期的に開催をしてお

ります就労支援事業所連絡会、この中で御提案をさせていただいておるところであ

ります。  

  また、就労支援施設からの優先調達に取り組む中で、工賃アップや就労機会の創

出につなげ、就労支援施設の運営支援も図っておるところであります。さらに、市
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内の企業に対しましても、障がい者が働きやすい環境づくりに取り組んでいただけ

るように働きかけ、企業側の受け入れ体制を充実することで、障がい者の適性に合

った就労場所が選択できる環境整備につなげていきたいと、このように考えており

ます。こうした取り組みの結果として、障がいのあるなしに関係なく、地域の中で

共生できるまちづくりを目指していきたいと、このように考えておるところであり

ます。  

  次に、３点目の職員の育成は誰が責任をということの中であります。当然、地方

自治体で働く地方公務員については、地方自治を守ったり、あるいは市民の福祉や

あるいは生活を守るという、これはある意味のプロでありますので、当然そういう

観点で市役所を希望してその職についておるわけでありますから、それぞれ一生懸

命現在も職員が取り組んでおるところであります。  

  ただ、育成というのは非常に重要な課題でありまして、それはどんな職種におい

てもトップがしっかりした指針を示して、職員がある意味働きやすい、生きがいの

持てる、そういう職場にしなくてはならないと、こう思っておりまして、私は常々

三つのことをお願いしております。一つは、繰り返しになりますが、これまでと、

繰り返しになりますが、一つは元気な挨拶をしようと。それは職員同士であろうと、

市民の皆様がお越しになろうと、元気な挨拶をしようと。それから二つ目は、１人

で仕事はなかなかできないと。チームでやりましょうと。みんなでやりましょうと。

それから三つ目は、何と言っても健康だと。この三つを常々私なりに発信して、職

員としてそれぞれの立場において、あるいは持ち場において、それぞれの役割を演

じてほしいと、こうお願いをしておるところであります。  

  そういうお願いをしながら、時として、当然でありますので、人事異動も定期的

にやっております。適正な配置ということを主にやっておるわけでありますが、な

かなか現実はそうもならない場合もあるのも現実であります。しかし、同僚であっ

たり、上司であったり、あるいは部下であったり、先ほど申し上げたように、チー

ムとして、何のために誰のために仕事をするかということを念頭に、それぞれ頑張

ってほしいということを常々発信をしておりまして、そういうことが職員の育成に

私はつながっていくのではないかなと、このように思っておりまして、職員、幹部

はもちろんでありますが、全体で、若い人たち含めて、将来の我がまちを担ってい

ただくという観点で常々対応しておると、こういうところでありますので、よろし

くお願いしたいと思います。  

○議長（東  豊俊君）  ３番、榧橋美恵子議員。  
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○３番（榧橋美恵子君）  それでは、再質問させていただきます。坂根部長には後で

また質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。  

  先ほど市長のほうから、防災士を受けるのに無料だというお話がございました。

これはほんの珍しいケースなんですね。一般的に言えば、何と５万 9,000 円かかっ

てしまうんです。ですから、なかなか自分で５万 9,000 円出して、近くにあればい

いですけども、兵庫県で言えば三木まで行かなきゃいけないのが普通なんですね。

となると、その近辺はいいですけど、結構遠いじゃないですか。かなりお金がかか

ってまいります。  

  全国的にもそうだと思うんですけども、なかなか防災士が誕生しないということ

で、今聞きましたところ、島根県松江市では全額補助しましょうということを、こ

の春、議員の皆さんにも賛同していただいて、出発いたしました。試験は大体 10

月にございますので、それまでに何人募って、何人でもいいけども、応募してくだ

さいねといったら、昨日の時点で 11 名いらっしゃいました。そういうふうにして、

何とかたくさんの人に防災士になっていただいて、いざというときに行政だけでは

大変だということ、わかりましたので、市民の皆様に協力していただきたいという

ことで、松江市では今 28 名いらっしゃるんだそうですけどね。本当にもっともっ

とふやしたいなという思いで、本当に予算をとりましたとおっしゃっておりました。  

  この防災士が誕生した経緯は、行政による公助の限界が浮き彫りになった、あの、

25 年前になりますけど、阪神・淡路大震災が教訓になったというんですね。全国

的に大変だと、たくさんの人に応援してもらわなくては人の命が守れないというこ

とで、これが誕生したと聞きます。  

  坂根部長にお聞きします。今、宍粟市に何人防災士いらっしゃるか、把握してら

っしゃいますか。  

○議長（東  豊俊君）  まちづくり推進部長に答えていただきます。  

○まちづくり推進部長（津村裕二君）  ８月末現在におきまして、宍粟市の防災士取

得者は 12 名の方がいらっしゃいます。そのうち市職員は５名でございます。  

○議長（東  豊俊君）  ３番、榧橋美恵子議員。  

○３番（榧橋美恵子君）  松江市が 28 人ですから、 12 人といったら、松江市大きい

ところですから、そんな少ないとも言えないし、多くとも言えません。本当にもっ

ともっとふやしていただいて、本当に避難したときにやっぱりいらっしゃるのとい

らっしゃらないのと、また違うと思うんですね。ですから、やっぱり啓発をしてい

ただきたいと思います。  
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  この防災士は民間資格で、自治体や大学など教育関係機関、また民間団体がＮＰ

Ｏ法人日本防災士機構というところの認証を受けて開く講座を受けるわけですね。

履修した後に筆記試験を受け、合格し、救急救命講習を修了すれば取得ができます。

大体講座が５カ月ぐらいで 12 回ぐらい行っていらっしゃるそうでございますけれ

ども、そういうふうにしてたくさんのお金をかけて今まで取得をしてくださった方

がいらっしゃるわけでございます。  

  もっともっとふやすには、やっぱり市長がおっしゃいました、本当に無料のとき

もあるんですけども、こうしてたくさんの人を受講するとすればかなりのお金がか

かってしまうということで、助成のほうもまた考えていただければありがたいかな

って思ったりもいたします。  

  私、先日、総合病院で救急救命の講習をちょっと見ながらやってみたんですけど

も、なかなかこれ難しい。本当にそこに倒れていらっしゃる人がいらっしゃったら、

私はできないかもしれないと思いました。ですから、１回２回の講習では無理だと。

本当に常に、この防災士の人でも受けて持っているからって何もしなかったら通用

しないわけなので、いろいろな、自治体によっては防災士が集まっていただいて、

いろんな意見交換をしながら、またそこで講習をしながら、持続ができる、いつど

こでも何でもできるという、そういう力を蓄えていただく、そういう自治体もある

わけですね。  

  では、 12 名いらっしゃる防災士が、宍粟市ではその後受けた後どういうつなが

りを持ち、どういう講習をし、アップにつなげていらっしゃるのか、お聞きします。  

○議長（東  豊俊君）  まちづくり推進部長。  

○まちづくり推進部長（津村裕二君）  先ほどの御質問にお答えいたしますが、現在

のところ、直接市内の防災士さんに各種の講座の講師でありますとか、依頼をして

いるというふうな、そういう状況ではございません。市の職員が直接出前講座等に

派遣をして、いろいろな自主防災会に対する講習会であったり啓発事業を行ってお

るというふうな状況がございます。  

  それで、ちょっと１点、先ほどの質問以外にちょっとお話をさせていただきたい

んですけれども、委員おっしゃいましたとおり、この防災士資格といいますのが、

ＮＰＯ法人日本防災士機構が資格認証するわけですが、確かにたくさんのお金が要

ると思いますので、その以前の受講なり勉強する経費ですけれども、ただ、もう一

つの方法としましては、兵庫県におきましては兵庫防災リーダー講座という兵庫県

が主催をしている講座がございます。ここの講座を受けていただきますと、 12 日
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間あるんですけれども、 12 日間のうち 27 講座のうち３分の２以上を受講していた

だくと、防災士試験の受験資格を得ることができます。この兵庫県主催の兵庫防災

リーダー講座は無料というふうになっておりますので、費用負担なく、ただ、受験

の際には受験料が要るんですけれども、５万 9,000 円とかそういった費用負担は必

要なく資格取得をできると思います。  

  また、資格を取得していただかなくても、兵庫県の兵庫防災リーダー講座を受け

ていただくことによって、兵庫県知事名の修了証と兵庫防災リーダーという称号が

与えられますので、この称号をもって各地の各地域自主防災会でありましたり、地

域の中で専門知識を有した方として活動いただけるんではないかなというふうに思

っております。  

  以上でございます。  

○議長（東  豊俊君）  ３番、榧橋美恵子議員。  

○３番（榧橋美恵子君）  そういう本当に無料でできる講座がありましたら、そちら

でしっかりとまた応募して、皆さんが受けられるようにまた御配慮のほうよろしく

お願いをしたいと思います。  

  太子町にお聞きしましたら、この防災士が毎年、宍粟市もこの間、９月１日に総

合防災訓練をしたんですけれども、そういったときに簡易トイレの組み立てをした

り、段ボールベッドの組み立てをしたりという、やっぱりサポートがあれば、要請

があればちゃんと行って、そういうのを皆さんと一緒にこういうふうにするんだよ

っていうのを、そういう講習もしていってますよというふうにおっしゃっておりま

した。  

  本当にそういうのは毎年訓練をするわけですけれども、そういうところもあって

もいいかなと。本当にいざというときに簡単にできなければ、あっても意味があり

ません。ちゃんとできる人がさっといらっしゃればいいんですけどね。本当にそう

いう人がたくさんちゃんといて、本当に皆さんの役にちゃんと立っていける、そう

いうこともしていけたらいいかなって思いますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。  

  本当に先ほど部長のほうから、防災士になってもなかなか皆さんが集まったりし

て知識や技能を生かさずに終わってしまうケースが多いそうです。いろんなところ

聞きますとね。ですから、本当に防災士をいかに活用するかという視点がこれから

自治体には求められているといいます。ですから、せっかく取っていただいた、無

料だろうと、たくさんお金かかろうと、防災士になった人は本当に大事に育ててい
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かないとやっぱりいけないかなと思いますので、今後、今の 12 名からふえる可能

性もあります。知識向上や防災士同士の交流を本当に目的とした研修会の開催とい

うのはとても大事かなと思いますので、今後そういう方向性に向けながら、本当に

しっかりと防災士のリーダーを生かしていって、本当に市民の安心・安全をしっか

り守っていくという、そういうことができれば本当にいいかなって思いますので、

そういうのはどうでしょう。していただけますか。  

○議長（東  豊俊君）  まちづくり推進部長。  

○まちづくり推進部長（津村裕二君）  実は先週、９月１日に宍粟市の防災訓練がご

ざいました。そのときにも宍粟市の防災士の方来ていただいておりまして、社協の

ブースのほうに行っていただいたりもしていたみたいで、大変申しわけなかったん

ですが、議員御指摘のとおり、ちょっと連携が不足していた部分があったなという

ふうに反省をしております。  

  今後に向けましても、防災士の方とまた連携を密に、そういった講習会であった

り、またお願いすべきお願いしたりしながら、もう少し行政とタイアップで進めて

いけたらなというふうに思っております。先日は大変ありがたかったなというふう

なことも含めまして、御質問いただきましてありがとうございます。  

○議長（東  豊俊君）  ３番、榧橋美恵子議員。  

○３番（榧橋美恵子君）  この防災士の方に、この宍粟市マラソン大会がありますよ

ね。要請していただいて、来ていただいていらっしゃいますか。  

○議長（東  豊俊君）  まちづくり推進部長。  

○まちづくり推進部長（津村裕二君）  マラソン大会のほうには来ていただいてない

ように記憶しております。  

○議長（東  豊俊君）  ３番、榧橋美恵子議員。  

○３番（榧橋美恵子君）  ぜひですね、マラソン大会も危ないんですよ。よく、いつ

も走ってて元気な子どもさんでも命がなくなったりすることもありまして、本当に

安全ではないということをどうか頭に入れていただいてね、せっかく防災士がいら

っしゃるわけですから、本当にしっかりとその方に本当に守っていただくというこ

ともしていただきたい。なくては、それはもちろんいいわけですけども、いざとい

うときにやっぱりいらっしゃるのといらっしゃらないのと違ってくると思います。

ですから、本当にそういう人たちしっかり把握しながら、こういうときこういう人

がいらっしゃったら大丈夫だなと思うときには本当に要請をしていただければいい

かなと思います。  
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  姫路ですごい、能の何か発表会みたいなときに、倒れられた方がいらっしゃって、

ちょうど市長さんがお医者さんだったので、命が助かったという方もいらっしゃっ

たりしますでしょう。ですから、本当に何があるかわからないですので、どうか防

災士の人しっかりと、大変ですけども、いろんなところにまた要請をしていただき

ながら、市民の安全を守っていただければと思いますので、よろしくお願いをいた

します。  

  私は 10 月に受けようかなと一応思ってるんですけども、しっかりまた受けて、

見事合格して、またお役に立てればいいかなって思っておりまして、今回質問をさ

せていただきました。たくさんの人がまた防災士になれることを願っております。  

  では、続いて二つ目の質問に移らせていただきます。障がい者の就労施設という

のはありそうでないんですね。ですから、子どもさんの待機児童ってあるじゃない

ですか。本当に幼稚園に行けなくて困ってる。この就労者の人も行くところがなく

て困ってらっしゃる人もいらっしゃるわけですよね。ですから、この人たちが、親

御さんが本当に心配なのわかります。本当にこの子たちが自立していけるんだろう

か、この先大丈夫かなっていう、そういう不安いっぱい抱えている市民の方いらっ

しゃるんですね。ですから、本当に一人一人に目を向けていただいて、その人たち

がしっかりと楽しく働く場所をやっぱり見つけてあげてほしいなと思っております。  

  この粗大ごみの再生販売をしている千葉県松戸市というところがありましてね、

障がい者の就労訓練を手がける社会福祉法人と連携して、知的障がい者が受け入れ

て、粗大ごみを再生して販売する就労施設を開設をいたしました。ごみの減量と障

がい者の工賃公助をあわせて推進するという珍しい試みだということで今注目をさ

れているそうでございます。ですから、リユース推進の新しい障がい者就労施設と

いうことで話題になっているんですけども、本当に行かれている人が、ここに来て

こんな人と、いろんな人とコミュニケーションがとれて、性格が明るくなった、希

望を持って仕事ができるというふうにおっしゃってるそうですけども、そういう人

たちが本当にふえることが、私はこの宍粟のまちが明るくなって、すばらしいまち

になる、そういうふうに思うわけです。  

  ですから、こういう施設をつくるのとっても大変だと思うんですけども、この施

設は市内のごみ処理場から月２回のペースで粗大ごみを、粗大ごみとして出された

家具とか雑貨などを譲り受けて、本当再生をして、きれいに磨いて、売ってらっし

ゃるんですね。販売してらっしゃる。こういうところがあるわけですけども、宍粟

市にとってはこういう施設はどうだと思いますか。いかがでしょう。  
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○議長（東  豊俊君）  健康福祉部長。  

○健康福祉部長（世良  智君）  就労支援事業所がなかなかたくさんないということ

で、働きたいというようなお子さんをお持ちの親がもう少しあったらいいなという

ような思いをお持ちだという今お話だったと思うんです。  

  ちなみに、宍粟市内には現在就労支援事業所が 10 施設ございます。その中でＡ

型が２カ所とＢ型が７カ所、就労移行支援施設が１カ所というふうになっておりま

す。今おっしゃいましたように、今、宍粟市には議員がおっしゃいましたような施

設はございません。そういう中で、ごみの減量化も含めて、そういった施設があれ

ば、私も個人的にはいいのかなという気はいたします。  

  いずれにしましても、この就労支援事業所、行政のほうから設置するわけにはい

きませんので、民間の御理解のある方、そういった方がこういう施設を立ち上げし

ていただけるようになれば、また市としてもいろんな協力ができるとは、このよう

に考えております。  

  ただ、今おっしゃいましたような施設、考え方はいいなということで私もいろい

ろ担当課長のほうに調べていただいたんですが、今、議員の御紹介いただいた施設

も松戸市というようなことで、私どものほうの課長が調べましたら、宮崎県のほう

にも同じような施設があるということで調べてくれたんですけども、兵庫県内には

まだそういった施設がないというような状況でございました。  

  粗大ごみということになりますと、宍粟の場合は環境事務組合のほうで一括して

処理しておりますので、なかなかすぐというのは難しいのかなという気はするんで

すけども、ごみの減量化もあわせまして、そういう取り組みができるんであれば、

今後また研究してまいりたいと、このように考えております。  

○議長（東  豊俊君）  ３番、榧橋美恵子議員。  

○３番（榧橋美恵子君）  それでは、こういう施設もありますよということをいろん

な会議があるときにまたおっしゃっていただいて、また力を行政のほうも入れます

ので、何とかこういうのはどうでしょうかっていうお話も、また部長のほう、よろ

しくお願いしたいと思います。  

  本当にごみ減量ということも大切になってまいりますし、本当にリユースって、

本当に再生して、そういうのにできれば本当に環境にもいいわけでありまして、本

当にこういう考えお持ちの方をまた募っていただいて、本当にそういうまちがまた

できるといいかなって思いますので、またいろいろと視察もしながら、また検証も

しながら、また宍粟市でどうあるべきかっていろいろ考えていただければありがた
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いかなと思っております。  

  本当に先ほど申しましたように、施設が 10 施設あるということですけども、本

当になかなか入れないっておっしゃる親御さんがいらっしゃるんですね。本当に大

きな問題、悩みだと私は思います。だんだんと成長していきますし、親も年をとっ

ていきますし、その人も年をとっていきます。この先不安がいっぱいだという、本

当に嘆きの声みたいな、そんな声もたくさん聞くわけでありまして、そういう人た

ちを本当に一人残らず、本当に誰も置き去りにしない、そういう社会を目指すって

いうことを心がけていっていただければありがたいかなと思っておりますので、ど

うかよろしくお願いいたします。  

  それでは、三つ目に移ります。ここで坂根部長登壇なんですけどもね。私ね、い

ろいろ市民の皆様に意見とか、こんなことどうなってるんだろうってお聞きすると

きに、市役所に出向きましてね、いろいろと部署に行ってお聞きするわけです。た

またまその部署では、これちょっと違うなって思うときには、本当にちゃんと誘導

してくださって、あそこだよ、あそこだよって手でぱっというんじゃなくて、自分

で足を運びながらこちらですよって言ってくださる。本当に電話の応対もよろしい

ですしね。私はすばらしい市役所だなって思ってはいましたけども、でもやっぱり

害を感じられる方もいらっしゃるんだなって思いました。  

  私一つね、とっても嫌な気分になったことがありました。いろいろこういうふう

に大変な問題があってね、どうしましょうっていったら、そこの部署ではなかった

ので、ちょっと待ってくださいねってお電話されていたのはいいんですけども、な

かなか終わらない。挙句の果てに笑い出したりしたんですね。そしたら、笑うって

いうことはもちろんいいことなんですけども、ここで笑うかと思ったんですね。だ

から、私でもこんなに嫌な思いするのに、これが一般市民の人だったら、もう本当

に嫌な思いを私はされたんじゃないかなって思いました。  

  そのときに、先輩の人もいらっしゃるわけでして、その後どういうふうに対処さ

れたんだろうなっていうふうに思いましたし、だから、本当に先輩がしっかり育成

をしていく、周りの人が本当にその状況を見たときに何か感じられたら、しっかり

と、ちゃんと指導していく、そういうやっぱり、先ほど市長もおっしゃいました、

１人じゃ仕事できないからチームワークでしよう、みんなでしようって、そういう

ふうに思って、もし感じることがあれば、そこでちゃんと注意してあげて、その人

の育成をちゃんとしていく、そういうことがちゃんとできている市役所でありまし

ょうか。  
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○議長（東  豊俊君）  企画総務部長。  

○企画総務部長（坂根雅彦君）  宍粟市も合併して 15 年ということが経過をしてお

りまして、合併直後につきましては、いろいろな要素の中で、市民の皆さんから、

たらい回しにするとか、適正な対応がとれてないというお声を数多く聞かせていた

だきまして、その都度部局長等会議を中心にそういうことがあってはならないとい

うところで周知をしてきたというところでございます。  

  つい最近まであったのかなと思うんですけども、最近はそういう声も聞かなくな

って、市民の立場に立った対応というところではかなり減ってきてるのかなという

ふうにも思っておりました。しかしながら、今回の御質問のようなお声を聞かれた

ということで、さらに気を引き締めていく必要があるかなというふうに考えていま

す。  

  冒頭市長が申しましたように、やはりチームで仕事をする、それによって市民サ

ービスを提供するということが大前提でございまして、市民の方の側に立った目線

というものをしっかりと持ち続けないと、今おっしゃったような対応になってしま

うというふうに私自身も感じます。今後そういうことがないように努めていきたい

というふうに思いますし、当然誰も、職員一人一人は市民の皆さんにとっては誰も

がプロフェッショナルということになります。その職員の経験の大小にかかわらず、

そこについたからにはプロフェッショナルという気概を持って対応しないといけな

いということでございますので、お待たせする、あるいはそのことに対して不快な

気持ちにさせるということは本当にあってはならないということでございますので、

私たちも肝に銘じて、今後さらに職員の育成に努めていきたいというふうに考えて

おります。  

○議長（東  豊俊君）  ３番、榧橋美恵子議員。  

○３番（榧橋美恵子君）  ありがとうございます。大分改善というのか、すばらしい

対応をしてくださっていると思うんですけども、中にはそういう気分になる方もい

らっしゃるわけでして、今後またよろしくお願いいたします。本当にサービスをも

ってお答えしていくということをモットーにやっていただければありがたいかなっ

て思います。  

  ちなみに、私は女性より男性のほうが対応いいなって思ってるんですけどね。本

当にすばらしい誘導をしてくださって、２階じゃないのに４階まで行ってくださっ

たりしてね。本当に申しわけないで対応してくださったんですけども、行き届いて

るなって、こういうふうに市民の皆様していただくとありがたいなって思いました
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ので、今後またよろしくお願いいたします。  

  先ほど部長もおっしゃるように、皆さんプロ、プロフェッショナルなんだってお

っしゃってますけども、やっぱりいろんな部署に移ってしまうと、全てがわかって

いいんですけども、ここはこの人だっていう、そういう人も私はいらっしゃっても

いいかなって思うんですね。  

  前にもお話しさせていただきましたけども、智頭町では森林セラピーがすごい、

本当に進んでるんですね。なぜかといったら、プロがいるんですよ。この森林セラ

ピーに関してはこの人だって、私に任せてっていう人がいらっしゃって、本当全国

駆け回りながら、どこがどういうふうな森林セラピーしてて、どうなんだって本当

に研究をして、今や本当に日本一と言われるぐらい移住者もふえて、智頭町はいい

なというふうなまちになっております。まして、本当にうちのところもあるわけで

すので、そういうふうにして、しっかりとまたプロ的なものをしっかりと出しなが

ら、人がたくさん来て喜んでいただけるまちにしていただければと思います。  

  太子町に私行きました。これも話しましたけども、４年前に太子町、役場ができ

上ったんですけども、本当に斬新的なデザインで、お金をかけなくていいところは

かけてないんですよ。でも、それが魅力になっているところもあったりしてね。本

当にここも、入社するときその人は、役場が古かったのできっと新しい役場が建つ

んだろうな、私はこれに力を入れるぞってずっと、もう全国回りながら、何がどこ

が安いのかとか全部調べて、材料から何から何までその人がやったというんですね。

皆さんも行かれたと思うんですけども、本当にここまでするのかな、できるのかな

というぐらい見事な、私はここ最近のいろんな庁舎、役場、いろんなところを見な

がら感じました。ですから、プロのプロというのがやっぱり必要じゃないかなって

そのとき思ったんですね。  

  新病院がこれから建設いたします。市民の皆様は財源がないのをどうするんだと

か、どうなってしまうんだろう宍粟市はとか、不安をいっぱい抱えてらっしゃるん

ですよ。でも、病院は確かに要ります。ですから、本当に市民の皆様がよくぞこん

な病院つくってくれたなって、本当にこれからの子どもたち、孫たちにも本当にい

いものができたなって安心していただける、私はこの病院に、これから宍粟市がこ

こに命をかけて、プロ的なプロがいっぱい集まっての会議をなさるわけですけども、

本当にむちゃくちゃお金かけなくてもこんなものができたんだとか、本当に喜んで

いただける病院なんだというのが、市民の皆様に本当に喜んでいただける、そうい

う病院建設にしていただきたいと思っているわけでございます。市長、いかがです
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か。  

○議長（東  豊俊君）  福元市長。  

○市長（福元晶三君）  最後の病院建設については、財源とかいろんな御心配もいた

だいたりということですが、十分市民の皆さんにとって安心・安全の最後のセーフ

ティーネットとしてしっかりこの問題はこれから皆さんで議論していきたいと、こ

のように思っております。  

  前段の智頭町、あるいはほかの太子町の建設のことなんですが、そういうふうな

プロという考え方も私も否定するわけではないんですが、私も長い間この世界にお

りまして、市民の皆さんと、やっぱり地方自治でありますから、いろんなセクショ

ンでいろんな形でお話もします。したがって、プロ中のプロをつくっていくという

ことがいいのか、やっぱりある程度私はオールマイティー的に、少ない情報でも知

り得ていく中で、その情報の中で、じゃあここ行ったらもう少し具体がわかります

よと、こういうことも私は地方自治の、地方公務員にとっても必要な分野ではない

かなと思ってもおります。  

  また、長く同じところにおるとやっぱり弊害も現実あるところもあります。それ

からもう一つは、次へつないでいかないと、いつまでもというわけにもなかなかい

かないのが現実でありますので、いろんな面を総合的に考えながら、私は人事を配

置していくというのも大事な要素があると思ってます。  

  しかし、一方、これは秀でたということについては、それは職員でいいのか、ど

うでいいのか、ちょっとわかりませんが、そういう部署も必要かと思いますが、今

後の検討課題とさせていただきたいと思います。  

  以上であります。  

○議長（東  豊俊君）  ３番、榧橋美恵子議員。  

○３番（榧橋美恵子君）  いろいろな人の力をかりながらやっていったらいいと思う

んですけどもね。あるところでは本当にここは譲れない、これはすごいという人も

私はある程度、全部がそういうふうになっちゃうんじゃなくて、いらっしゃっても

いいかなって本当に思いましたので、申し上げさせていただきました。  

  本当に宍粟市にとって、宍粟市が住みよいまちなんだとか、本当にいいまちなん

だ、だんだんだんだん人口も減っていく、これをどうしたらいいんだと思うときに、

本当に人に優しいまち、そういうまちが私は、皆さんに好かれて、本当にどこにも

行きたくないというのでとどまってくださって、人口がどんどん減っていくことの

ない、あなたも来たらいいよって、宍粟にって招いてくださる人がいらっしゃって、
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ですから、何もしなかったら人は来ませんし、しますので、やっぱりいいとこだよ

って誰かにまた言っていただくとね、いいかなと。私は、姫路の人に農業をちょっ

としたいという人がいらっしゃったもんですから、宍粟にちょっと見学においでよ

って今言ってるところなんですけどね。そういうふうにして一人一人が１人招いて

くだされば、すごいことになるわけですよ。  

  ですから、１人が 10 人も 20 人もじゃなくて、本当に宍粟市はいいところだ、暮

らしていいところなんだ、こういうこともしてるんだということで、本当に魅力い

っぱいの宍粟にしていただいて、本当に誇れるまちにこれから築き上げていきたい

と思っておりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。  

○議長（東  豊俊君）  これで、３番、榧橋美恵子議員の一般質問を終わります。  

  これをもって、本日の日程は終了いたしました。  

  次の本会議は、９月 12 日午前９時 30 分から開会いたします。  

  本日はこれで散会いたします。  

  御苦労さまでした。  

     （午後  ４時０５分  散会）  


